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平成２７年第３回大樹町議会定例会会議録（第１号） 

 

平成２７年９月７日（月曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 

 第 １ 会議録署名議員指名 

 第 ２ 議会運営委員会報告 

 第 ３ 会期の決定 

 第 ４ 諸般報告 

 第 ５ 行政報告 

 第 ６ 委員会の所管事務調査報告(常任委員会報告) 

 第 ７ 報告第  ３号 健全化判断比率について 

 第 ８ 報告第  ４号 資金不足比率について 

 第 ９ 発委第  ５号 大樹町議会会議規則の一部改正について 

 第１０ 議案第 ６８号 大樹町個人情報保護条例の一部改正について 

 第１１ 議案第 ６９号 大樹町手数料徴収条例の一部改正について 

 第１２ 議案第 ７０号 大樹町病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 第１３ 議案第 ７１号 大樹町消防団の設置、名称及び区域に関する条例の制定につ

いて 

 第１４ 議案第 ７２号 大樹町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の

制定について 

 第１５ 議案第 ７３号 大樹町非常勤消防団員報償金条例の制定について 

 第１６ 議案第 ７４号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 第１７ 議案第 ７５号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

 第１８ 議案第 ７６号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

 第１９ 議案第 ７７号 平成２７年度大樹町一般会計補正予算（第５号）について 

 第２０ 議案第 ７８号 平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

 第２１ 議案第 ７９号 平成２７年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算（第

２号）について 

 第２２ 議案第 ８０号 平成２７年度大樹町水道事業会計補正予算（第２号）につい

て 

 第２３ 議案第 ８１号 平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計補正予算

(第１号)について 

○出席議員（１２名） 

  １番 船 戸 健 二   ２番 齊 藤   徹   ３番 杉 森 俊 行 
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  ４番 松 本 敏 光   ５番 西 田 輝 樹   ６番 菅   敏 範 

  ７番 髙 橋 英 昭   ８番 安 田 清 之   ９番 志 民 和 義 

 １０番 阿 部 良 富  １１番 柚 原 千 秋  １２番 鈴 木 千 秋 

 

○欠席議員（０名） 

 

○地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名 

町 長  酒 森 正 人  副 町 長 布 目 幹 雄 

総 務 課 長  松 木 義 行  

企 画 課 長 兼 

商工観光課長兼 

地場産品研究セ

ン タ ー 所 長 

黒 川   豊 

町 民 課 長 兼 

税 務 課 長 
 林   英 也  

保健福祉課長 

南十勝子ども発

達支援センター

兼町立保育所長 

村 田   修 

農林水産課長兼 

町 営 牧 場 長  
 瀬 尾 裕 信  建 設 課 長 小 森   力 

水 道 課 長 兼 

大樹下水終末 

処 理 場 長 

 鈴 木 敏 明  
会 計 管 理 者 兼 

出 納 課 長 
髙 橋 教 一 

病 院 事 務 長   伊 勢 厳 則  

特別養護老人

ホーム所長兼 

老 人 デ イ サ ー ビ ス 

セ ン タ ー 所 長      

瀬 尾 さとみ 

教 育 長  浅 井 真 介  

学校教育課長兼

学校給食セン

タ ー 所 長 

吉 岡 信 弘 

社会教育課長兼

図 書 館 長 
 角 倉 和 博  農業委員会長 鈴 木 正 喜 

農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
 森  博 之  代表監査委員 澤 尾 廣 美 

 

○本会議の書記は次のとおりである。 

事 務 局 長  山 下 次 男  係 長  鎌 塚 喜代美 
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開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

○議   長 

 ただいまの出席議員は１２名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより、平成２７年第３回大樹町議会定例会を開会いた

します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

○議   長 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において、 

 ８番 安 田 清 之 君 

 ９番 志 民 和 義 君 

１０番 阿 部 良 富 君 

を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 議会運営委員会報告 

○議   長 

 日程第２ 議会運営委員会報告を行います。 

 先の本会議において、議会運営委員会に付託いたしました本定例会の議事運営等に関し、

協議決定した内容についての報告を求めます。 

 議会運営委員長安田清之君。 

○安田清之君 

 議会運営委員会報告をさせていただきます。 

 去る８月２７日、運営委員会を開き、付議事件並びに議事日程及び会期等について協議を

したので、ここで報告を申し上げます。 

 本定例会の提出案件は、報告２件、委員会発議１件、条例の一部改正・制定６件、規約の

変更３件、補正予算５件、決算認定８件、一般質問は５議員、８項目であります。 

 よって、会期については、提出案件の状況並びに一般質問の通告状況などを考慮し検討し

た結果、本日から９月２５日までの１９日間とし、会期日程については、お手元に配付した

とおりといたしました。 

 以上、委員会での協議結果をご報告申し上げましたが、本定例会の議事運営が円滑に行わ

れるよう、よろしくお願いを申し上げます。 
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○議   長 

 委員会の報告が終わりました。 

 なお、ただいまの委員会報告に対する質疑は省略いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

○議   長 

 日程第３ 会期決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２５日までの１９日間といたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から９月２５日までの１９日間と決しました。 

 

    ◎日程第４ 諸般報告 

○議   長 

 日程第４ 諸般報告を行います。 

 議会事務局長に内容の説明をいたさせます。 

 山下議会事務局長。 

○山下議会事務局長 

 それでは、平成２７年６月９日開会の第２回町議会定例会以降の諸般報告をいたします。 

 第１、監査及び検査結果の報告について。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定による６月、７月、８月、９月実施の例月出納

検査の結果について、別紙のとおり報告がありました。 

 第２、一部事務組合議会等について。 

 とかち広域消防事務組合、議員協議会が６月２２日、帯広市で開催され、議長が出席。 

 次に、十勝圏複合事務組合議会臨時会、十勝環境複合事務組合議会臨時会、とかち広域

消防事務組合議会臨時会が６月２９日同日、帯広市で開催され、３件議長が出席されてお

ります。 

 次に、南十勝複合事務組合議会定例会が８月１８日、大樹町で開催され、志民、髙橋、

船戸議員が出席しております。 

第３、委員会関係について。 

 総務常任委員会では委員会を３回、経済常任委員会では委員会を３回、広報広聴常任委

員会では委員会を３回、議会運営委員会では委員会を４回開催しております。 

 第４、会議関係と第５、その他につきましては、記載のとおりとなっております。 
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 以上で、諸般報告を終わります。 

○議   長 

 以上で、諸般報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 行政報告 

○議   長 

 日程第５ 行政報告を行います。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 それでは、平成２７年７月３０日開会の第５回町議会臨時会以降の行政の主なものにつ

いてご報告を申し上げます。 

 １番目の平成２７年度大樹町の表彰式についてですが、大樹町表彰条例に基づき、表彰

者の推薦を受け、去る８月２６日、大樹町名誉町民等審査委員会を開催し、記載のとおり

ご決定をいただいております。 

 なお、この後、北海道総合畜産共進会等が予定をされており、奨励賞については追加で

決定をする場合がありますので、あらかじめご報告をしておきたいと思います。 

 ２番目の北海道大樹町と台湾高雄市大樹区友好交流協定書の締結についてであります

が、去る９月１日、台湾高雄市大樹区において、友好交流協定書に署名をしてまいりまし

た。 

 大樹町からは私のほか、議長、副議長、親善協会から２名、職員１名の計６名で訪問し、

大変なご歓待をいただいております。 

 なお、高雄市大樹区関係者の皆様には今月２０日に開催をいたします柏林公園まつりに

ご来訪いただき、当地での協定セレモニーも予定しておりますので、併せてご報告を申し

上げます。 

 ３番目の南十勝地域消防連携連絡会につきましては、今年度をもって南十勝消防事務組

合が解散をすることから、解散後も引き続き南十勝地域の消防力強化に関する連携や消防

団制度の調査研究等を行う場として新たに設置したものでございます。 

 ４番目の航空宇宙関連ですが、８月２４日に自由民主党の宇宙政策のキーマンの１人で

もある今津衆議院議員がご来町され、関連施設の視察や懇談等の場を通じて、引き続き当

町の取り組みにご理解とご支援をいただきますよう要請をさせていただきました。 

 ５番目の農作物の成育状況についてですが、７ページに別紙として作況調査の結果をつ

けておりますので、後ほどお目通しをお願いをいたします。 

 ６番目の財産の処分ですが、旧尾田小学校教職員住宅１棟を１３４万７,０００円で、字

尾田２０２番地の有限会社手塚畜産さんに売り払いをしております。 

 ７番目の委員の委嘱ですが、地方版総合戦略策定のための大樹町まち・ひと・しごと創

生総合戦略推進会議委員を記載のとおりご委嘱を申し上げ、８月１２日に第１回目の推進
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会議を開催しております。 

 ８番目の契約の解除についてでありますが、平成２７年７月９日付けで大樹町字下大樹

１８９番地２５の有限会社コスモスハート、代表取締役勝海敏正氏と大樹中学校清掃業務

の委託契約を締結し、７月１３日開会の臨時第４回町議会で行政報告をさせていただきま

したが、８月６日付で同社から委託期間内に業務履行し、終了することが極めて困難であ

るとして、契約解除の申し出がございました。 

 契約解除の申し出の理由により、委託期間内にこの契約を履行することが見込めないと

判断をいたし、８月７日に契約解除を決定し、８月１０日に業務委託契約解除通知を行っ

ております。 

 なお、本業務につきましては、教育委員会において大樹中学校と日程等を協議の上、今

後、改めて実施してまいりたいと考えております。 

 ９番目の入札執行関係についてですが、指名競争入札により、工事請負契約６件の契約

を記載のとおりの内容で締結をしております。 

 １０番目の人事関係についてですが、後ほどお目通しをお願いをいたします。 

 １１番目のその他ですが、来町者、会議出席等について記載をしておりますので、後ほ

どご確認をいただきたいと思います。 

 以上をもちまして、行政報告を終わります。 

○議   長 

 続いて、浅井教育長。 

○浅井教育長 

 それでは、教育委員会の行政報告を行います。 

 １番目の人事関係についてでございます。８月１日付の人事異動により、社会教育課社

会教育係兼社会体育係主査として１名を発令しております。 

 ２番目の英語指導助手の契約更新についてでございます。平成２４年８月から３期、３

年間の任期を終えたマクビ－・アシュリー・レニー氏をさらに１年間、契約更新いたしま

した。詳細については、記載のとおりでございます。 

 ３番目のＢ＆Ｇ北海道ブロックスポーツ交流交換会、水上の部の開催についてでござい

ます。 

 ８月９日、砂川市以下９市町村から８５名の選手の参加を得て晩成、大樹町海洋センター

艇庫及び生花苗沼で開催いたしました。 

 大樹町海洋少年団の成績は、カヌー競技では中学男子で準優勝、高校男子では優勝と３

位、ローボート競技は男女ともに優勝、ＯＰヨット競技は小学校準優勝、高校生準優勝・

３位と好成績を上げております。 

 次に、４番目の優秀選手派遣についてでございます。少年サッカー大会と社会人サッカー

大会にそれぞれ１名を派遣しております。詳細は記載のとおりですので、お目通しをお願

いいたします。 
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 最後に、子ども農山漁村交流プロジェクトについてでございます。 

 ステップによる体験活動の受け入れの主なものとして、①の主催事業では８月６日から

８日まで実施いたしました大樹川遊びキャンプなど、以下の事業を実施しております。 

 ②の町内からの受け入れ事業では、８月９日の西本通り子ども会、川遊びなど、また③

の町外からの受け入れ事業では７月３０日の帯広開西児童センター体験活動などの事業を

実施しております。 

 活用内容及び参加者については記載のとおりでございますので、お目通しをお願いいた

します。 

 以上で、教育委員会の行政報告を終わります。 

○議   長 

 次に、ただいまの行政報告に対し、報告の範囲内での質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 髙橋英昭君。 

○髙橋英昭君 

 町長の行政報告の中で、８番目の契約の解除についてでありますけれども、ちょっとよ

く理解できませんので再度伺います。 

 契約の期間、これは２７年７月２５日から２７年８月１２日までというのでいいのです

か。６日付で申し出があったということで、残り６日間、こうして契約を解除となると、

町としてもそういったせっかく契約した会社、なぜ６日間でできなかったのか。 

 それともう一つは、この指名競争入札だと思うのですけれども、何社あったのかお聞か

せください。 

○議   長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 契約期間の関係でございますけれども、この業務ですが６日間の日程がまだ残っている

ということですけれども、その中では学校の行事が入っていたりして、その中でもうでき

ないと、当初、やはり夏休み期間中にこれは設定しているわけですけれども、夏休み前に、

日程調整を本来であれば業者と中学校で終わっていて、夏休み中のいついつからいつまで

という中身で実施すべきところを、なかなか業者のほうで学校のほうに打合せに来ること

ができなくて、こんな状態になったと。 

 ６日の中では学校、全部やる日数が足りないということで、業者のほうからこの中では

１２日での契約期間内に終わることができないので解除したいということでの申し入れで

ございます。 

 指名競争でございますけれども、町内２社でございます。 

○議   長 

 髙橋英昭君。 



 

－ 8 － 

○髙橋英昭君 

 業務ができないということで辞退されたということなのですけれども、ちょっとあまり

にも無責任ではないでしょうか。というのは、２社あって、せっかく指名されたわけです

から、やはりどんなことがあっても最後までやるのが本来だと思うのです。その中で、途

中でやめてしまうのはちょっといかがかなと思いますけれども、それについて町長、ひと

つお願いします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 髙橋議員ご指摘のとおり、私も委託契約、入札で委託契約をさせていただいたという部

分では業務についてはしっかり履行していただくということが筋だというふうに思ってお

ります。 

 今回の件につきましては、７月９日に契約をさせていただきましたので、教育委員会を

通じて学校と業者の方に作業の手順、または日程等について打ち合わせを進めていた経過

がございます。 

 ただ、残念ながら着手予定日になっても現場にご連絡がないということで、委員会のほ

うからも再三にわたって業者のほうと作業の進みについて早急にやってほしいというお話

をさせていただきましたが、最終的に資材、また人員が確保できないというようなことで

業者さんのほうから最終的に今回の契約については履行できないのでというお申し出あっ

たということで、今回の経緯になっているところでもあります。 

 残り６日間という期間での実施についても検討いたしましたが、床のワックスをはがし

て、さらに乾かした後にワックスを乗せかえるというような今回、作業を予定をしており

まして、その期間では中学校等の行事等の関係もあってどうしても履行できないというよ

うなこともありまして、今回、私どもも契約を解除させていただいたところであります。 

 中学校では、本来、休業期間に床清掃、校舎の清掃業務を行っておりますので、この後、

しかるべき段階でどういう形でできるかということもまた学校と教育委員のほうで相談を

して、再度、残りの業務について入札等で行いたいというふうには考えております。 

 私どもも今回の件については全く遺憾であるというふうに思っています。 

○議   長 

 髙橋英昭君。 

○髙橋英昭君 

 今、町長の説明で理解しました。今後とも、こういった入札あると思うのです。指名す

る場合、そういったこともよく吟味していただきたいと思いますので、そのことを伝えて

おきます。 

 以上です。 

○議   長 
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 ほかに質疑ありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 同僚議員が今、聞いた関連をいたします。 

 これは大樹町の条例には契約しても何もうたっていないのですよね。現実的に違約金が

発生するとか、指名にならないとか、条例にないのですから、これはどうでもいいという

ことですね、早く言えば。現実的には条例にないのですから。 

 仕事だけ安く取っておいて、はいやめました、やることもできる、ですかね。できるの

だよね、現実的には今認めたのだから、でしょう。 

 これ普通は。現実的には契約ってそういうものではないですよね。施行ができないので

あったら、少なくても損害賠償、それから少なくても指名停止というような措置が、これ

は道にはあるのですが、うちの条例にはないですよ。ありますか。何条にあるか僕、読ん

だけれどもわからなかったので、あるのか、ないのか、まず１つ、それから違約金が発生

するのかしないのか１つ、指名停止になるのかならないの１つ、その会社は今後、名前を

聞くと指定管理も受けて、中途で解約をした会社というふうに思うのですが、果たしてこ

れがずっと指名されてくるのかと。 

 今日見ると、違うところでまた親会社なのか子会社なのか実態がわかりませんが入札を

落としていると、これは別会社であればどんな手段でもいいのか。法律的な株主が同じで

あれば、これはやはり義務が発生するのではないかという気がするのですが、その点は町

長はどういうふうにお考えになっているのか、まず条例があるのかないのか。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 それでは、ただいまのご質問の違約金といいますか、賠償金ということになるかと思う

のですが、この辺の根拠でございますけれども、契約規則というのが定まっておりまして、

こちらの規則の中のところに契約の履行の見込みがないと認めたときは賠償金を請求でき

るという規定が一つございます。 

 本件は契約書の中に、１９条ですけれども、受託者の理由によりその期間内にこの契約

を履行することができないということであれば、賠償金ということで、その委託金額の１

０％に相当する金額を請求、納付をしてもらうということになっております。 

 今後の指名停止という云々という言葉、質問ございましたので、町の中に大樹町建設業

の指名選考委員会というのがございまして、私はその指名選考委員会の委員長ということ

で仰せつかっておりますので、この関係をご説明したいと思います。  

 今回の事案を受けまして、８月２４日でございますけれども、その指名選考委員会を開

催をしてございます。委員長、それから副委員長、それから委員ということで、委員６名

ですけれども今回５名の参加によりまして開催をしております。 
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 今後の取り扱いについて協議をさせていただいております。協議の結果でございますけ

れども、この事案につきましては契約期間内に当然、完了しなければならないわけですけ

れども、その業務を履行できなかったということで、重大な契約違反に当たり不適当であ

るという判断をいたしております。 

 指名の基準がございまして、不誠実な行為というふうに当たるということで、その大樹

町競争入札参加者指名停止事務処理要領という運用基準でございますけれども、これに基

づきまして照らしますと６カ月の指名停止の処分ということに合致をするということで、

過日８月２７日でございますけれども、この指名選考委員会の会議の内容を町長にその旨、

報告をいたしました。 

 町長は、その報告を受け、その会議内容等々判断をいたしまして、８月２８日から来年

の２月２７日でございますが６カ月の競争入札への指定停止の処分をするということで、

町長はその通知をいたしたところでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 会社、別会社での業務の入札の関係でございますが、私ども今回の件についてはコスモ

スハートと交わした契約について、契約の不履行があったということで、今、副町長のほ

うから説明した対応をとらせていただいたところでもあります。 

 別会社での業務については今後も必要に応じて指名をさせていただきながら、入札等に

図っていきたいというふうに考えております。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 申し訳ないのですが、我々議会というのは何も能力がないなと実に思うのです。いいで

すか、あなた方指名委員会で町長に報告をしたのは８月２８日、そんなに速急に結論が出

るのですか、８月１０日でしょう。契約、あれが出たのは。内部でもう少し、この会社は

どうなのだろう、何か問題があったのだろうという、普通は検証をされるべきものではな

いですか。 

 たったこの間、１３日ぐらい、土日を挟んだら１０日余りで結論を出しちゃう。これが

本当にいいのでしょうか。何だったのだろうというきちんとしたものがあるのでしょう本

当は、現実的に。 

 やはり、これは町の甘えもあるのだろうと思うのです。これは普通は、一般常識であれ

ば、もう二度と指名停止は道はしないそうです。確認をとりました。道のあれでいくと、

次は指名しませんよと、こういう会社に対しては。 

 やはり、その辺のペナルティーは重くさせなければならない。いいですか、これ違約金っ
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て幾らですか、払っていただいた金額。１０％だから１２万４,２００円、という形にはな

る、これで本当にいいのだろうか。これ申しわけないのですが、損、うちの町としてはこ

の金額で次も入札ができるのですか、現実的に。 

 これ逆に、これだけの金額をもらっても上がるということありますよね。現実的に３回

なので長々しゃべらせていだきますけれども、１２万円いただいても何も困らないのだろ

うと、資材かかっているわけではないですし、何もやっていないのだから、これはもう当

たり前の話。 

 だけど、大樹町には今度は損益が出てくるのか、また補正で何だか出てくるのか、教育

長、そこら辺の計算はされたのか。人がいなくてできなかったのか。入札が安すぎてでき

なったのか、そこら辺の検討ってされたのですか。 

 担当課なので教育委員会、これ少なくてもできないはずですよ、この金額で。嫌がらせ

で安く落として違約金払っていたほうが得だと、考え方できますね、これ。そうですね。

現実的に、しっかり聞いてよ。何ぼ工事でも１０万円と言って、ぽんと違約金を払えばい

い話だ、そうでしょう。安い金額で出して違約金払えば、役場に損益与えても、損は与え

ても、ここら辺の規定がないというのが問題であります。 

 やはり、これは重いのですよと、こういうことをやると、指名ももう入れませんよ３年

間とか、重いものにしないと町長が一生懸命地元企業のことを考え、地元業者に仕事が行

くよう、育成できるように心をしているのに、業者がこんなことでは困るのではないです

か、町長。いかがですか。町長、一生懸命頭悩ませてやっているでしょう、少なくても。 

 これには、今後は損益が出ないのか、出るのか。今度、入札しますということだから、

それは当たり前のことだから言いません。だけど、ここで今度、この金額ではできないよ

となって、これ損出ますよね、町としては。そうですよね。１２４万円、床をはがしてやっ

たらこれが絶対もうできませんよという金額が出されたときには、町に損をさせるわけで

すから、これはどのようなお考え、この金額でできるのかできないのか、これ以上上がる

のかということが必要ではないかと僕は思うのです。やるのでしょう、これから、少なく

ても。冬休みなのか、何休みなのか今、３連休、４連休あるからそれを使ってやるのか、

何か考えるのでしょうけれども、これ出ないのですか課長、教育長。そこら辺はどうなの

ですか。 

 それともう一つは、この６カ月間というのは重いのか軽いのか、判断は何を基準とされ

たのか、これは建築法のほうでとってきたのかどうなのか、うちにはないのだから条例と

して、附則でつけているのだから、そうでしょう。条例がない以上は、指名委員会で決定

を出した、我々にまず聞く前に出してしまっているのだから、そうでしょう。指名委員会

を出したのでしょう、これ。もう２８日で６カ月の指名停止ですと、これはちょっと問題

ありませんか。 

 やはり、ここで重い、我々町会議員というのは何なのでしょう。少なくてもこういうこ

とを話し合う場ではないのですか。話を聞いてから初めて、町民の思いはどうなるか、我々
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は町民の代表だと思っています。企業の代表ではない、町民のために不利益を与える会社

をそのまま野放しにすることはできないですよ。はい６カ月で、また２月から指名に入り

ますよ、３月。年度替わりになったらまた行くのですよ、こんな問題が本当にいいのかど

うか、良心的にも町長に本当にいいのかなと、僕はこの会社がだめだと言っているのでは

ない、現実的にそれが今度、あったときに６カ月で済む、１年も２年も指名停止というこ

とがあるのかないのか聞かせてほしい。前のときもどこか指名になったところも６カ月、

分からないなら教えてあげる、土木の関係で指名停止あったでしょう。だからそこら辺を

しっかり鹹味をしていただかないと、町長。指名委員会の委員長、これは重いのだよと、

指名したほうにも責任あるのだよ、落させたほうにも、この会社も内情をしっかりチェッ

クしなければいけない、責任をとってもらうというものは必要ではないかと僕は思うので

すが、教育委員会どうですか。そこら辺は出るのか、出ないのか。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 子どもたちが１日の大半を過ごす学校、生活の場ということで、その環境整備に図ると、

また公共施設の長寿命化の観点からも適切な施設管理行っていくことが非常に大切という

ふうに考えています。 

 そうした中で、今回、このような計画通りできなかったということは、非常に私として

もまことに遺憾なことと思っています。 

 今後、年度内の業務がまず行うことができるように、どのような方法で、また予算の確

保も含めまして改めて検討して、子どもたちの学習活動に支障が来さないということをま

ずもって考えながら今後、検討してまいりたいと思っております。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今回の契約の解除に伴う指名停止等の期間の関係でありますが、私どもの契約規則、ま

たはそれの運用基準に基づいて指名委員会のほうで判断、決定をさせていただいた経過が

ございます。 

 ６カ月が妥当かどうかというところもありますが、この基準に照らし合わせて６カ月と

いうことで指名停止をさせていただくという結論に至ったところでもあります。 

 それ以降、この後、この業務について再度指名をどうするかというところは今回の事案

も含めて、指名委員会でしっかりとその辺は判断した上で今後の解除後の指名については

進めていきたいというふうに思っているところでもあります。 

 今回の契約解除に伴って８月６日付で当会社から委託契約解除の願いが出されておりま

す。その事由として、担当者の急な退職により委託先の日程調整、人員、機材等の手配が

遅れ、予定期間内に完了するめどが立たなくなったという事由で、私どもとしては本意で
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はありませんし、遺憾ではありますが、この事由であればやむを得ないということで解除

に至ったということについてはご理解をいただきたいと思っております。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 るる説明、これ以上、長々やる必要もないので、しっかりと教育長、子どもたちの学び

の場でもある健康の増進の運動場ということもあるので、しっかりとご検討いただきたい

とお願いをしておきます。今後、そういうことないようにお願いをしたいというふうに思

います。 

 町長のほうには運用基準あるのだと、運用基準というのは要は後からつくるものだよな、

申し訳ないけれども、違いますか。附則でしょう、運用基準というのはこうだから、都合

のいいように逃げ道つくっていこうという意味と同じなので、今後、こういう会社は１年

以上指名をしないと条例できっちりとうたうぐらい、道にはあるようです。道のほうと協

議をしていただき今後どうするか、やはり重い、我々というか、業者の方にもこういうこ

とをやると重いのだよというものがなければ、別会社たくさんつくっていればいいのです

から、その会社は別ものだと、だけどこれは多分同じ会社ですよね、代表者が同じであれ

ばそこの会社の真意というものが疑われるわけです。これは企業としては一番恥ずかしい、

仕事をとってできませんというのは企業にとって一番恥ずかしいことです。 

 こういうことは普通は指名停止を受けた会社にはないそうでございます、道でも。途中

で投げたというのは、火事だとか事故でできなくったとか、指名停止をしている場合は少

なくても工事ミスだと、そういうような問題が多いので、あとは注意処分で工事を途中で

投げる業者なんて誰もいませんよと、びっくりされておりました。 

 私が直に聞いたわけでありませんけれども、現実的には道の方の職員の方に調べていた

だいた事例はないと、ないよと、だってさ今どき仕事が欲しくてしょうがないのに、とっ

ておいて投げるばかいないでしょうと、人がいないから、あれだからではなくて人がいな

ければ相談できる企業もあるはずです、少なくても企業には、おつき合いをしている会社、

助けてくれ、建築でも同じでしょう、共同でやってみんなが助けたりいろいろしているの

ですよ、少なくても。企業って多分そういうものだからというふうに思っていますので、

どうか今後、指名する上でも形だけではなく、やはり自主性、将来、今までされてきたそ

の会社の内情も見ていただかないと指名委員会としては困ります。ただ、表向きだけで指

名をしているのでは困りますよ、いいですか。 

 今までこうやってしっかりやってくれているのではないかと、この会社は。こうじゃな

いと、だから指名するのだよ、町の指名委員会の規約にあっているからするのだよと、や

はりそのぐらい重いものだと指名委員会は、そうでしょう。誰でも入れないのだから、だ

からしっかり論議をしていただいて、重く受けとめて今後、しっかりやっていただきたい

というふうに思います。 
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 もう一つ、いいですか。僕、大樹町の創生総合戦略推進会議というのが示されました。

これ一度お聞きをしたいなと思っていたのですが、ここに一般公募の方もおります。それ

から町の住民代表とかお選びになっている方もおられるのですが、僕、いつも変だなと思

うのは学校の先生、信金入るのです、転勤するのですよ。推進会議って１年ですか、これ。

１回ですか、違いますよね５年でしょう。 

 これ、僕はどうも不思議でならない、現実的に。これ一度聞いているんですよ、本当に

充て職的ではないですか。だって組合長だってかわるかもしれないよ、みんな、今回で。

それなら大樹農協を代表する人と入れておけばいいのだよ、商工会も同じだよ、５年間あ

るのだから、その間に総会があってかわるかもわからない、そうしたら今度どうするの、

また再選するの、こんな大事な問題を。 

 これは大事な問題ではないですか、人を呼び込み、大樹に住んでいただき、これ国の戦

略でやっているのでしょう、そうしたらやはり熱意がなければならないではないですか、

町も。 

 この間のＮＨＫか何かでやっていました、これは町の技量が必要ですよと、こういうも

のをつくってもやる気があるかないか、本気度があるかないか、必要でないかというふう

に思っています。 

 ですから、これを選んだ理由をまず一つ、途中で変わった場合はどうするか、５年間の

間に何をするのか、何を目標として進んでいるのか説明は私ども受けています、もう一度

お願いをいたします。 

○議   長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 ただいまの御質問にお答えします。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議の委員につきましては、先般の２月ごろ、１

定のときに質問をいただいている経緯は見てございますが、その中で若い人をどんどん選

ぶべきだというような意見もありまして、その中では公募をかけるので若い人がたくさん

応募してくれることを期待しているというような回答をしている方がおります。 

 公募かけましたところ３名、特に若いというわけではないですが、若い方ではなかった

のですが、３名の方の応募がありまして１５名枠を設けておりまして、１５名公募があっ

て若い人がどんどん出てくれれば一番いいかと思うのですが、そうなりませんで３名の方

の公募があったという中で、国からの指導で御存じかもしれませんが産学官金労言という

のを網羅しなさいと、網羅しない場合は事情聴取するぞというところまで言われておりま

して、その辺を網羅するような委員構成で考えております。 

 議員言われるように農協組合長、漁協の組合長など充て職ではないのかというところは、

確かにそのとおりでございまして、農協の代表者、例えば農業の代表で農協の代表者とい

うことでお願いをしておりまして、第１回目の会議のときも５年間お願いしたいのだとい
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うことで、代わった場合は後任に引き継いでいただく、残任期間をやっていただくという

ことでお願いしたいということは申し上げております。 

 何をするのかということでございますけれども、今年度中に総合戦略の計画をつくると

いうことは、ですから今年の委員さんが大変だとは思うのですけれども、来年以降はそれ

に対しての進捗状況の管理、どこまでいったと、できたのか、できていないのか、できな

いのだったらどうやるのだというような管理の部分になってきますので、今年ほどリュー

ムがないのかなと思っておりますけれども、その部分は後任の方に引き継いでいただきな

がらお願いしたいなと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 国の指導があって、産学官と十分わかっている、産業の代表の方、ではないのだよ本当

は産学官というのは、それに携わっている方を入れなさいよということなのだよ、そこら

辺は理解を間違わないようにお願いをしたいというふうに思います。 

 それで、これは本当に大事な問題なのだ、これはやはり全員出席してもらわなければ困

るよ、申し訳ないけど。そうでしょう、都合上出られませんなんていうことではだめ、こ

の方々だよ、特に町で指名した人達。費用弁償もするのでしょう、しないのかな費用弁償、

しますよね。ですから、きっちり出ていただく、これは大樹がどうなるか、大樹がいい住

みよい町になるか、産業も含めてしっかりできるかという会議なのですから、出席簿は今

度見せてもらいますから。 

 これ１回目は何回やったのかな、１回でしょうまだ。これのときにまず、このときはし

ようがないだろうなと、任命だけでしょう、多分。すぐ会議に入ったのではないと思うの

で任命をしたのだろうというふうに思うので、出席するしないは別にして、今後、やはり

みんな出ていただくよう、きっちり日曜日でもやってください、日曜日特に忙しいだろう

から、特に忙しい方ばかり入っている、だからそこら辺もしっかり、学校の先生もそうだ

よ、行事があるから出られません、みんな行事がある、これを受けるということは重いと

いうことを議会からはっきり言われていますから、それだったら受けなければいいのだか

ら、そうでしょう。受けたということはやるということだよね、この人方。 

 それから町民も応募した方もきっちり出てくれているということだね、そういう認識で

出てきていただいているのだろうと、人数がいればいいという問題ではない、将来展望を

子どものため、我々のために知恵を出していただく方ですから、しっかりお願いをしてく

ださい。 

 次の時にまた聞くかもわかりませんので、そこら辺は企画課長、手腕を、一番大事なと

ころ、総務課長、企画課長というのは一番大事、町を携わるような場所にいるのだから、

しっかりお願いをして答弁はいいかなと、心に刻んで相手方にお伝えをいただきたいとい



 

－ 16 － 

ふうに思います。やめます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅敏範君。 

○菅敏範君 

 先ほどの契約解除の問題に関連して、余り例を見ない事例でありますので、行政報告の

一般質問で話をしようかなと思ったのですが、かなり出尽くしたので残っている部分につ

いて確認をさせてください。 

 一つは、契約期間が金額１２４万２,０００円で、１９日間いろいろな業務があるのです

が、この期間について本当に問題があったのかなかったのかという疑問があるのです。夏

休み中で何とか無理なく終わらせなかったらいけなかったというような言い方をしたので

すが、そこのところがちょっと疑問があります。 

 それから、結果として契約と実行のあり方について言わせてもらいますと、こういう事

業がありますので、指名して入札に参加をしてくださいということで、入札に参加をする

場合には会社で議論をして、この業務をやりたいということでもって、認識統一をして、

金額をもって参加をする、誰が落札するかは別問題にして、それから事業に着手をするの

ですが、今回、町長の話でいうと契約解除はやむを得ないというのですが、実は説明の中

ではこの期間になっても来なかった、呼び出しにも応じなかった、着手をしなかったとい

うことになると全く触ってないわけです。 

 ただ、一般論でいうと努力をしたのだけれども、最後までできなかったので、これは無

理ですということで延期するとか解除するとかということはないとは言わないのですが、

やってもらわなければいけないから来てください、話し合いしましょうと言っても来な

かった、それから一つも着手しなかった、解除すると、事案としてはあるかもしれません

が、そのような状況の中でやむを得ないと町が判断したというのはちょっと僕は情けない

かなと思っているのです。双方の努力過程で、契約した企業も何とかやろうという努力の

問題と、町のほうもやはりただ電話かけて来てくれでなくて、これはやってもらわないと

困りますということの誠意の問題、双方の、そこのところがちょっと欠けているのではな

いかということで、これはこんなことは１年間に何回もあってはいけないと思うし、その

辺をやはり今後の課題として僕は大きいのではないかと。 

 先ほど同僚議員言っていましたけれども、最初からやる気あったのかなというような疑

問も生じるわけです。ですから、期間設定の問題とお金の問題と含めて、基本的なこと、

僕が一番疑問なのは町長が何でこのような状況でやむを得なかったと、そうしたらまた何

かのときに契約しておいて、緊急な事態、住民の安全とか何とかという緊急な事態のとき

も工事や何か契約して、できませんでしたといったら、はい解除ということは発生するの

ではないかと思うから。 

 この事案は多分、掃除をしなかったから子どもたちの生活環境、学習環境に多大な影響
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があるかどうかということはちょっとはっきりわかりませんけれども、もし別に住民生活

に緊急の課題のときに契約をしてできなかったときには、これ本当に影響が出ますので、

その辺のこのようなあり方の問題についてやむを得なかったというふうに認めることが妥

当なのかどうかという疑問がありますので、その期間設定の問題と、そのやむを得ないと

いう判断する根拠を答えていただきたいと思います。 

○議   長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 この夏休み期間、この夏休み中、全部この工事に使うということではございませんけれ

ども、業者と学校と打ち合わせた中で掃除する日を決めるわけですけれども、学校もいろ

いろ部活とかやってて使う日を決めなければならないという中で、夏休み前に業者と打ち

合わせしたかったということで、ずっとまだか、まだかということでやってきたわけです

けれども、そういう中で結局、来たときにはもう既に６日間、期間はありますけれども、

学校の使用も決まっているということで、その中では収まり切れないという中でございま

す。 

 その後も土日ということもございますけれども、全部が全部できることではございませ

ん。学校も行事がいろいろありますので、そういうことでそういう期間の中では無理であ

ろうという中で、年度内ということですけれども、今後は冬休みを中心に窓ガラスの清掃

もありますけれども、それについては今後、先ほど教育長のお話もありましたけれども、

検討しながら今後は進めていきたいと、いかなければならないと。 

 単純に何日あればいいという問題ではなくて、学校も常に使用しているわけですから土

日もいろいろ部活ということも使用しているわけで、そこら辺の調整をしなければならな

いということで遅れて来た中では、もう学校では調整がつかなかったということで今回の

解除に至ったということでございます。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今回の契約の解除に至った部分で、私、先ほどやむを得ないというお話をさせていただ

きましたが、前段お話ししたとおり、私としても町としても全く本意ではありませんし、

強く遺憾だというふうに思っております。 

 ただ、この段階に来て担当する相手の業者のほうに担当者が不在だと、資格を持った担

当者がいない、また先ほど同僚議員がおっしゃっていたとおりいかなる手段を講じてでも

契約をしたのであれば、契約を履行するということが責務だと私も思っております。そう

いう方策も講じ得ないという結論に至ったということで、最終的に今回についてはやむを

得ないという判断をさせていただいたところでもあります。 

 今後、こういう事例が発生しないように、町としてもしっかりと対応していきたいとい
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うふうに思っておりますが、今回についてはいろいろな状況を鑑みた中でやむを得ないと

いう最終判断に至ったところであります。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範君 

 僕は、今回のこの事案の結末の問題もあるのかもしれませんが、ちょっと何となくだらっ

としているような気がするのです。契約してから１９日間で、聞くとその中で使えない日

もあるのですよと言われているのです。では、中で何日間やれる日があるのかという問題

もあるのでしょうし、そうするとこの日とこの日は仕事できませんよと、ここはだめです

と、体育館はいついつの間でしかできませんと、そういうふうに枠にはまっているような

気がするのです。 

 そうすると、始まりが７月２５日だから、その何日か前にどこから手をつけて、どうい

うふうに進めるかという話を担当者と十分打ち合わせをしなくてはできないような事案だ

と思うのです。ここ全部空いていますから好きな日にやってくださいということではなく

て、部活や何か使っているから、今日やりたいといってもそこはだめですというふうになっ

て摩擦が起きるわけですから。そういう代物のやつをやるわけですから、その辺が事前に、

着手届けが出る前に、例えば窓ガラスはこういう日程で可能ですと、体育館の床はここは、

ここだけは責任持って空けますからできますというふうな話をしていかないと、詰まって

いかないという事例だと思っているのです。 

 その辺が何となくこちら側のミスっていないかということがあるのです。それと期間延

期の手段も一つは考えられなかったのかなというのもあるのです。ただ、バックしない、

元に戻れない事案なのですけれども、このことをやはりきちんと受けとめて、今後、仕事

をしてもらう場合にこういうところのを踏んでいって契約してしまえば、もう、多分相手

責任持ってやってくれるなら心配ないなというようなことではなくて、ちゃんと手を尽く

してきちんとやっていかないと、同じような事例が発生しないとも限らないので、その辺

はきちんとしておきたいということを申し上げて、これ以上言ってもらちあかないと思い

ますので、その辺が何となく結果としてはもうやむを得ないということなのかもしれませ

んが、そこに至ったところがちょっと何となく情けないなという気がしてならないのです。 

 ですから、今後の課題として十分内部議論をしていただきたいというふうに思いまして

終わりたいと思います。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認め、行政報告を終わります。 

 休憩します。 
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休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１０分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

   ◎日程第６ 委員会の所管事務調査報告（常任委員会報告） 

○議   長 

 日程第６ 委員会の所管事務調査の件を議題といたします。 

 調査が終了しておりますので、委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員長、菅敏範君。 

○菅敏範君 

 総務常任委員会の報告を行います。 

 総務常任委員会所管事務調査報告。 

 本委員会所管事務調査の結果を次のとおり報告いたします。 

 １、調査事件名、公営住宅・高齢者住宅の建設について、町有空き地の確認。２、調査目

的、公営住宅・高齢者住宅の建設計画と町有空き地を調査する。３、調査月日、平成２７年

７月１３日、月曜日。４、説明職員、建設課、小森課長、奥係長、保健福祉課、村田課長、

濱係長、企画課、西尾係長。５、調査の内容、公営住宅・高齢者住宅の建設について、担当

職員から住宅の配置状況及び建設計画のあり方と空き町有地の現況説明を受け、市街地周辺

の町有地の現地確認を行い、委員会で将来の公営住宅建設あり方について調査を行った。 

６、調査報告。１、公営住宅の供給状況。①平成２６年度現在の現況は、公営住宅４３６戸、

特定公共賃貸住宅３２戸、町単独住宅１２戸の４８０戸であり、そのうち約５０戸が空き家

となっている。②箇所別の配置状況は、市街地３８５戸、郊外、石坂、中島、旭、尾田、浜

大樹、生花の９５戸である。③この後の整備計画は、大樹町公営住宅等長寿命化計画に基づ

き、将来の管理目標個数を約４３０世帯として整備していくが、高齢者専用住宅の建設計画

については現在、考えていないとの報告を受ける。 

２、空き町有地の状況。①市街地の空き町有地は下大樹から南町まで大小約２０カ所に点

在しているとの説明を受け、立地条件や周辺の状況などを含め現地確認を行った。②現地確

認では、公営住宅団地として建設に必要な面積は確保できるが、利便性に問題がある箇所や

小面積で公営住宅団地としての利用に不適な箇所も確認された。 

３、将来の公営住宅建設のあり方。①町民の高齢化が年々進行していく状況の中では、今

後の建て替え計画の基本的な考え方として町の中心部も建設計画の対象地として検討して

いくべきであると考える。②特に、今後、高齢者専用住宅の建設を計画するなら、医療機関

への通院や生活用品の購入などを配慮し、旧鉄道公園、旧老人ホーム跡地周辺が適地と考え
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られる。③高齢者専用住宅・サービス付住宅建設のあり方については、他の自治体の建設実

態などを参考にして今後、検討を深めていきたいと考えている。④また、郊外の公営住宅に

ついては随時集約していきたいとの考え方であると説明を受けたが、地域集落のコミュニ

ティーに十分配慮し検討していくべきと考える。 

 以上で、総務常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

○議   長 

 委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 続いて、経済常任委員長、杉森俊行君。 

○杉森俊行君 

 所管事務調査報告をいたす前に、先の定例会において議決しておりました経済常任委員

会所管事務調査において、３件のうち、木質バイオマス晩成温泉の観光施設の意見につい

ては、１２月定例会で調査報告いたしたいと思いますので、本日は民有林の植林について

のみ所管事務調査報告をさせていただきます。 

 経済常任委員会所管事務調査報告書。 

 本委員会所管事務調査の結果を、次のとおり報告いたします。 

 １、調査事件名、民有林の植林について。 

 ２、調査目的、民有林の植林の調査。 

 ３、調査月日、平成２７年７月２１日、月曜日。 

 ４、視察参加者、杉森俊行、西田輝樹、阿部良富、安田清之、柚原千秋、船戸健二、事

務局、山下次男、鎌塚喜代美。 

 ５、説明員、農林水産課課長、瀬尾裕信、林政係長、細谷貴志。 

 ６、調査の内容、民有林の植林の状況。 

 ７、調査報告。近年、民有林の植林については、環境に対する貢献や地場産業としての

雇用面での位置づけなど、過疎地での数少ない産業として評価されている。森林環境の保

全は国土・水源のかん養、生物の多様性の保全や地球温暖化の防止など、多面的な機能を

有している。 

 大樹町の総面積は８万１,６３８ヘクタールであり、森林面積は５万８,７８８ヘクター

ルと総面積の７２％を占め、管内町村では３番目の面積である。 

 国有林、民有林の内訳は、国有林が４万１,４６０ヘクタール、民有林は１万７,３２８

ヘクタールとなっている。 
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 現在の造林の状況については、カラマツ林を中心に伐採が増加している、一方、再造林

をしない林地が増える問題が生じて森林荒廃につながる恐れがある。 

 本町においては、大樹町・大樹町森林組合・木材業者など関係機関での林業への関わり

はあるが、種々の課題が散見され、国土保全や次世代への引き継ぎの面からも対策が必要

である。 

 地域の産業振興や個人事業として林業を考えた場合、高齢者社会や過疎地での特性から、

林業経営では植林から伐採までの期間が非常に長く、所得への寄与が数世代に渡ることや、

木材価格の低迷から投資に見合う経済効果が期待できない。 

 不在山林所有者の増加や相続などの結果により、経営面積が少ない場所も多く、経費の

面からも不利な状況になっている。しかしながら、適正な林業振興策を執行することによ

り、森林経営の意欲向上も図られ、今後の施策によっては緑豊かな郷土の再興も可能とな

るのではないかと思う。 

 補助制度の活用については、未来につなぐ森づくり推進事業、大樹町民有林間伐促進事

業の補助制度がある、植林時の助成は手厚く、自己負担も少ないが、植林後の下刈りの必

要な数年間は補助金の額が少なく、結果的に手出しも多いことから、植樹の意欲が持てな

い理由となっていると思われる。 

 下刈りの必要な期間の補助制度を見直し、多くの森林所有者に補助制度の活用を強く勧

めるよう周知の強化を図ることも重要である。 

 また、間伐など日常的な管理においては、間伐材の利用の促進、民有林の川上(植林・伐

採・育林)の拡大においては、森林組合の協力事業の育成や高性能な林業機械の作業体制の

確立、林地残材の広範な利用、林業従事者の確保、苗木の供給体制の確立などの課題があ

ると思われる。 

 現状では、伐採後、管理が行き届かない森林も数多く見られることから、伐採後の植林

については大樹町森林組合が中心となって、経営計画をさらに推し進めていくことが有益

と思う。 

 平成２７年度より森林組合チップ工場が稼働し、晩成温泉の木質ボイラーも稼働してい

る。今後の計画もあり、地元木材の消流からも大きな期待が持てます。 

 今後はさらに森林所有者に確実な経営計画を促し、大樹町においても大樹町森林整備計

画の中で森林振興策の全体を示すことが重要である。 

 以上、所管事務調査報告を終わります。 

○議   長 

 委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 
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 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 

    ◎日程第７ 報告第３号 

○議   長 

 日程第７ 報告第３号健全化判断比率についての件を議題といたします。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました報告第３号健全化判断比率についてのご説明を申し上げます。 

 健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、監

査委員の審査に付し、議会にご報告するとともに公表することが義務づけられております。 

 算定項目につきましては、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担

比率の４項目であり、表に記載のとおり実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては発

生をしておりません。実質公債費比率につきましては前年比２.０ポイントマイナスの１１.

０％、将来負担比率は前年比４.０ポイントマイナスの５８.５％と、いずれも早期健全化基

準を下回り、適正な数値となっております。 

 これらの内容につきましては、去る８月１２日に監査委員への説明を行い、審査をいただ

いた上で意見書をいただいておりますので、これを付して今回、ご報告を申し上げるもので

ございます。 

 以上をもちまして、報告第３号の報告説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 次に、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

 以上で、報告第３号健全化判断比率についての件を終了いたします。 

 

    ◎日程第８ 報告第４号 

○議   長 

 日程第８ 報告第４号資金不足比率についての件を議題といたします。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました報告第４号資金不足比率についてのご説明を申し上げます。 

 資金不足比率につきましては、健全化判断比率同様、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律に基づき、監査委員の審査に付し、議会にご報告するとともに公表することが義務づ
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けられております。 

 この比率の算定対象となるものは公営企業であり、本町においては水道事業、国民健康保

険病院事業、公共下水道事業が対象となりますが、いずれの事業につきましても資金不足が

発生しておりませんので、比率は算定されません。 

 これらの内容につきましては、去る８月１２日に監査委員への説明を行い、審査をいただ

いた上で意見書をいただいておりますので、これを付して今回、ご報告申し上げるものでご

ざいます。 

 以上をもちまして、報告第４号の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

 以上で、報告第４号資金不足比率についての件を終了いたします。 

 

    日程第９ 発委第５号 

○議   長 

 日程第９ 発委第５号大樹町議会会議規則の一部改正についての件を議題といたします。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 安田議会運営委員長。 

○安田清之君 

 ただいま議題となっております発委第５号について、ご説明申し上げます。 

 大樹町議会会議規則の一部改正について、このほどの改正は全国町村議長会では昨今の社

会情勢を勘案し、国会、都道府県議長会、市議会議長会の規定等を考慮し、標準町村議会規

則の欠席の届け、第２条に新たに１項を加えたもので、この改正に伴い大樹町議会会議規則

の一部を改正するものであります。 

 それでは、朗読をいたします。 

 大樹町議会会議規則の一部を改正する規則は、次のとおりに定める。 

 大樹町議会会議規則の一部を改正する規則、大樹町議会会議規則(昭和６２年規則第１号)

の一部を次のとおり改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規則を、改正後の欄に掲げる規則に改正する。 

 文中、第２条の第２項に議員が出産のため出席できないときは日数を定めて、あらかじめ

議長に欠席届けを提出することができる。 

 附則。 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２７年９月１日から適用する。 



 

－ 24 － 

 ○議   長 

 これをもって、趣旨説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、質疑を終了いたします。 

これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

討論なしと認めます。 

これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、発委第５号大樹町議会会議規則の一部改正についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第６８号 

○議   長 

 日程第１０ 議案第６８号大樹町個人情報保護条例の一部改正についての件を議題とい

たします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第６８号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

本件につきましては、大樹町個人情報保護条例の一部改正をお願いするものであります。 

平成２５年に交付された行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律、いわゆる番号法とかマイナンバー法と呼ばれる法律が本年１０月５日から施

行されることに伴い、大樹町個人情報保護条例に所用の規定を盛り込むため、一部を改正し

ようとするものであります。 

内容につきましては、総務課長より説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜りますよ
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うお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、議案第６８号大樹町個人情報保護条例の一部改正についてご説明申し上げま

す。 

 今回の改正は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号等の利用に関する法

律、いわゆる番号法、マイナンバー法ですが、個人番号という強力な識別機能を含むことか

ら、特定個人情報についての保護措置の強化を目的に、個人情報の保護に関する法律の改正

が行われてございます。  

 個人情報保護法は、国や地方公共団体、国や地方の独立行政法人の個人情報の取り扱いや

保護に関する責務を規定していることから、町の条例におきましても法改正に伴い必要とな

る規定などの整備を行おうとするものでございます。 

 それでは、１ページの新旧対照表に沿って改正の概要をご説明申し上げます。 

 １ページ目では、改正後の欄ですが、この条例の４７条というちょっと長い条例になるも

のですから、その主な区分に沿って目次をつけて、章立ての構成としてございます。 

 ２ページをお開きください。第１条では、改正前の条例では個人情報の開示及び訂正を請

求する権利を明記してございましたが、これに当該個人情報の利用停止を求める規定を加え

ております。 

 第２章、第３章につきましては目次の添付でございます。 

 第２８条につきましては、個人情報の是正の申し出について規定していたものを、その情

報の利用や保有、提供について利用の停止や消去を求める権利を保障するとともに、その請

求機関について定めており、３ページ目でございます、第２９条ではその手続きを、４ペー

ジ目になりますが第３０条では実施機関の義務を、第３１条では利用停止請求に対する決定

の手続きを規定してございます。 

 ５ページをお開きください。第３２条及び第３３条では、利用停止の決定等にかかる決定

期限について、通常の場合と特例機関の設定及びその手続きを定めたものでございます。 

 改正前の条例では、是正の申し出、再申し出、苦情の申し出といった規定でしたが、これ

らを利用することや提供することの停止、情報の消去についての請求する権利及び手続きが

明確にされてございます。 

 ５ページ目の第３３条の部分ですが、不服申立の対象行為の中に、利用停止請求に対する

決定を対象に含めることとしたもので、次のページ、６ページの第３４条、そこにつきまし

てはその手続きについて引用条項ずれがありますので追加してございます。 

 ６ページの中段、第４章、特定個人情報に関する督促については、番号法に基づく特定個

人情報に関する保護措置の強化について規定しております。 

 なお、特定個人情報とは、条例の第３５条第２号に規定されておりますが、具体的には個
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人番号、いわゆる番号法に基づく個人番号、もしくはその個人番号自体をベースに作成され

た情報を含む個人の情報と規定されてございます。 

 第３５条では、第４章で用いる用語の定義を第１号から第４号まで規定したものでござい

ます。 

 第３６条では、保有する特定個人情報の目的外利用が可能なケースを明記してございま

す。具体的には、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人

の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるときに限り認めるものであるとし

ています。 

 本人の同意を得ることが困難であるという部分につきましては、災害等の対応を想定して

いるものでございます。 

 第３７条では、特定個人情報の提供の制限に関する規定を定めてございます。 

 第３８条及び第３９条では、開示の請求や訂正の請求は本人の委任による代理人でも可能

ですよとする規定でございます。 

 また、８ページ中段の第４０条では、特定個人情報の訂正を行った場合は、必要に応じて

関係機関に通知するべきと規定されてございます。 

 ９ページ目でございます。第４１条では、実施機関が保有している特定個人情報に対して

も利用の停止、消去、または提供の停止を求めることができる旨の規定でございます。 

 １０ページ目の第４２条をお開きください。第４２条で引用している、第４２条、第４３

条第１項の規定後の第４３条第１項の規定でございますが、法令等に個人情報の記録の閲

覧、縦覧、視聴、もしくは謄本、抄本、その他の写しの交付、または訂正に関する定めがあ

るときは、当該法令で定めるところによるとしているものです。 

 保有特定個人情報の開示については、この規定は適用されないという旨の規定をしている

ものでございます。 

 第５章雑則ですが、第４３条の改正は、条文の追加による条番号の改正でございます。 

 第４４条では、苦情申し出に対する実施機関の迅速かつ適切な処理に関する義務を規定し

てございます。 

 第４５条から第４７条までは、条文の追加によります条番号のずれを改正したものでござ

います。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、番号法の施行の日から施行するものとしており、

番号法の施行日は本年７月３日に公布されました政令第１７１号により、今年の１０月５日

とされているものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 安田清之君。 
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○安田清之君 

 中身がなかなか難しくてよく理解が現実的にわかりません。 

 この何項、何条、何条、これを町民の方が読んでもわからないと思います。現実的に、私

だけかもしれません、町民の方でも頭のいい方がたくさんおりますので、私よりも精通され

た方もおられますが、現実的にこれは中身をもう少しくだいて、この番号制ってこういう意

味ですよということを今議会でちょっと言っていただきたいと思います。 

 これは一方的に番号をもうつくってくるのですよね、国のほうで。そうですよね。僕らが

つくるわけではないですよね、あなたの番号は何番から何番ですよと、勝手につくってくる

のだよ。勝手につくっておきながら、実はこの条文の利用の停止を求めるときは３の１１、

利用の停止請求は個人の情報の開示を受けた日から９０日以内にという意味が、これは私要

らないよという意味なのか、どうなのか。僕はこの番号は要りませんという意味なのか、そ

れとも番号来たものは死亡したときなのか、これちょっと中身がちょっとわからない。 

 もう１つ固有特定個人情報、７の１１。これは実施機関の職員が職務上作成しと書いてあ

る、これはこの中身もちょっとわからない、現実的に。文章、図画及び電磁的記録によって

番号が来たものが、どういう意味なのかこれ、わからない読んでいて。この説明もよろしく

お願いします。 

○議   長 

松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ただいまのご質問に説明申し上げます。 

 この個人情報保護法につきましては、例の社会保障と税の一体改革の中で進められたもの

でございまして、個人番号はおっしゃるとおり国が１２桁の数字をランダムに各個人につけ

ます。１２桁ということですから、１兆より１少ないぐらいのパターンがあるわけですけれ

ども、この番号を各国民、もしくは外国人で登録されている方も含めてなのですが、１人一

つ必ず持つと、生まれたから死ぬまで持ち歩くと、特例で情報が漏れたところは再度、番号

を付すことはあるのですが、この番号を持ち歩くということになってございます。 

 実は、一つ一つ、例えば年金であるとか、税であるとか、そのほかの社会保障関係である

とかというのは、この番号自体を使うものではございません。この番号は、これをベースに

して各実施、事務処理を行う機関がそれを外部から読み取れないような形で新たな番号とし

て附番されます。 

 ただ、それが１０とか１２とかでいろいろなところで使われているのですけれども、では

これは誰かといったときに最後にまたその１２桁の個人番号に戻るというか、そこに結びつ

くというものでございます。 

 利用停止請求、これ個人で番号不要だと、当然、強く反対されている方もいらっしゃいま

す。利用停止請求は、個人に対する番号の付番をしなくてもいいということではございませ

ん。その個人の番号を使っていろいろな情報加工して、もちろんその情報量というのはかな
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りのものですから、もしくは特定目的とか、その関連目的に使う場合があるのですけれども、

その情報について私の個人番号を使っていただいたら困るよと、それが正当な理由があれば

利用停止となる、その１２桁の番号から加工されて番号を含めて、その加工された番号につ

いては使うなということを求める権利があるというものでございます。 

 それから保有特定個人情報というのは実施機関、例えば行政であるとか、これからいろい

ろな公益法人とか、各種の行政事務、社会保障事務、税金事務を行うところが個人番号から

符合された特殊な番号をいろいろなところで使ったり、いろいろなところで加工したり、共

有したりします。その持っている情報、個人番号本体ではなく、個人番号から波及したその

事務に使うためり新たな番号で行政とか、そういった組織が持っているのを保有特定個人情

報と呼んでございます。 

 個人情報につきましては、確かにわかりにくく私ども広報紙等で今月、新しい１０月号も

含めて周知に努めているわけなのですけれども、実際にこの個人情報保護法の改正案が成立

したのたは９月３日でございます。これと同時に国の個人情報の保護法も改正されたわけな

のですけれども、基本的に６月の年金流出事件でかなり事務が遅れていまして、それに伴い

まして周知が遅れているというのは私ども自治体もそうですし、国も同じでございます。 

 ただ、法律によって施行が始まってしまうとか、もうすぐにでも個人番号を使って始まる

事務があるものですから、できるだけ丁寧にわかりやすく説明していきながらご理解を求め

てまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 本当に課長、これは私の頭では理解できません。なぜなら、年金、それから報酬、それか

ら固定資産、こういうものには全部番号つけられるのでしょう、そうだよね。国が不利益を

受けないようなものには番号をつけるということだよね。それから預金通帳にもつけるのだ

よね。ただ外部からは見れないということでしょう。そういうことだよね。 

 私が安田清之と、あなたの個人番号は役場から全部吸い上げていくのだよね、多分、吸い

上げていくのだと思うのです。税務申告が間違ってないか何か、ということでしょう。  

 これは国としては税の公平やら、身分の保障やら必要なことなのだろうというふうに思う

のですが、現実的に国の機関の一番大事な情報、社会保険、個人情報が抜き取られると、こ

れは本当に大丈夫なのですか。これに今後かかわる経費も出てきますよね、出てこない。だっ

て、コンピューター全部制御しなければならないでしょう、そうですよね。これはおおよそ

どのぐらいかかるのか、３回なので本当にちょっと困るのだけれども、個別にやりたいぐら

いなのですが、現実的にどのぐらい、数千万ぐらいはかかるのでしょう。全部のところでしょ

う、社会保険、税務、固定資産、自動車税までいくのか多分、税にかかわるものは全部吸い

上げていくのだから、うちの町でも介護保険も該当してくるのだよね、これ多分。この施設
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だけでどのぐらいかかるのだろう。 

 長々議長ごめんね、現実的に国はやれと言うのです。やることは仕方ない、我々が選んだ

国会議員の先生方がない知恵を出して、税金を取るように国のということを考えたのだろう

と、これは官僚が考えたのだけれども、だけど一番やっている官僚がルーズだから、ルーズ

なので抜き取られてもわからない人がたくさんいる。個人情報、年金の。うちの町は大丈夫、

これ。抜かれない、まず金額がどのぐらいかかるのか、抜き取られないのか、誰でもアクセ

スができるのか、現実的にこの三つをちょっと聞かせてください、中身が全然わからないの

です本当に、申し訳ないけれども、勉強不足と言えば勉強不足なのですが、大体、このぐら

いだろうと思うので、町にこれからかかる経費、それから事務的にかかる経費、どのぐらい

かかるのかちょっと教えてください。 

○議   長 

松木総務課長。 

○松木総務課長 

 まず１点目のこれからこれに対応するための事務経費ということなのですが、もう既に何

点か予算等お認めいただいておりまして、多分、その金額として２６年度で１,０００万円

とか、そのほかにも出てきます。また、これがどんどん、どんどん個人番号使うデータが増

えていくものですから、今の段階で幾らとはなかなか言えないところもございます。 

 ２番目の抜き取りがないのかという部分なのですけれども、基本的に国民年金の情報が漏

れたのは、実はデータをためているところと外部と通信する、例えばインターネットにつな

げているとか、そういったところが明確に区分されていなかったと思います。 

 ですから、大切な情報があるところから外部につながる情報がある、外部につながる情報

のところから大切な情報に入っていけるというようなことがありまして、本来、それはだめ

でパスワードをかけるとかいろいろな手法があったのですけれども、年金事務所としては最

初にその不審なメールを受けたときにすぐ切断はしたのですけれども、それを組織的に対応

しなかったと、もう１回来たときにもう少し広まってしまって、それから上のほうからきっ

ちりとした対策をとるようにという速やかな迅速な対応もとれなかったというのが年金の

流出問題の事故報告書の中に出てきます。 

 もちろん、その中には年金事務所には３種類の職員が働いていて、そこの連携が余りうま

くいっていないのだ云々ということも書いているのですけれども、私どもの町もそういった

形で重要な部分には専用回線といいますか、ＬＧワンとか外部から入れない体制も持ってご

ざいます。 

 ただ、私どものところにもインターネットが見れる回線がありまして、そこを明確に遮断

することがまず最優先でございまして、それに向けての予算の検討も行っているところでご

ざいます。 

 まず、それを第一にやること、２回目は例えば同じ機械から、もしくは個人情報を職員、

約二百数十名という、出先も含めているわけなのですが、全員が個人情報を必要としている
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わけではないのです。社会保障であるとか、税を担当する部分、そういったところ以外はそ

のデータ、その端末、パソコン本体、そこにも触れられない、そういったパスワードをかけ

ながら明確に守っていくという形になるわけです。 

 マイナンバーでどうなるのというのは、確かに多分一番大きいのは税金を明確に把握でき

ること、特に個人経営でなくていいのですけれども、会社もこれから源泉徴収を行うところ

は従業員の個人番号をとった上で、その事務手続きをした上で税務署に報告をしなさいと、

民間にそういった義務を課すことによって、ある新聞によってはそのシステム改修とか、そ

ういったもので１兆円の産業が生まれるのではないかという話もされるぐらい経費がかか

るのは事実でございます。 

 ただ、今度は逆にある程度、メリットのある部分、例えば社会保障の手続きが簡素化され

るとか、将来的にはクレジットカードどか、鉄道とかバスのプリペイドカード、そういった

ものもマイナンバーを加工してＩＣカードができて、それで全てができるのではないか。そ

れとか医療との連携というのもあります。 

 そういった、これからプラスになることも間違いなくあるとは思うのですけれども、今現

在につきましては、確かな事務作業が膨大で、年金というのは個人番号の結合を１年５カ月

延ばしまして、平成２９年１１月以降ということになってございますけれども、それ以外の

ものにつきましては進みますし、国としても基本的にはもう大至急、それに対応する対策を

徹底するようにという姿勢もとってございますので、その国との指導もございますし、私ど

もできる範囲の部分もございますけれども、そういった形で万全の体制をとっていきたいと

考えております。 

 ただ、済みません、抜き取り、漏洩に関しては、実際、例えばヨーロッパとかアメリカと

か、もう既にマイナンバーというのは私どもの国よりも早く先に進んでいるのですけれど

も、多分アメリカでは年間１,０００万件の、アメリカでは社会保障番号というのですか、

とういう事例もあるというふうに聞いていますし、ある国によっては個人番号の情報漏洩が

多すぎて、個人番号制度をやめたというところもあるようです。 

 ただ、いずれにしましてもこのマイナンバーが悪用されない、もしくはきちんとしてそう

いう外部からの侵入とかを防ぐシステムができると、間違いなく国民生活にも、住民生活に

もプラスになるものだと思ってございますので、その点でご理解をいただければと思ってご

ざいます。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 今、議長心配していただいて答弁漏れではないかというふうに、松木課長は丁寧にまだ現

実的に積算できませんというお答えをいただいております。できないのだろうと、何を言っ

てくるかわからないですから。 

 そこで、これは国が決めたのだから交付税で戻してくれるのだろうというふうに思うので
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すが、確約はしてくれていないでしょう、国。ですよね。これは、やはり問題ですよ、国が

勝手につくっておいて、町に負担を設ける。これはやはりマイナンバー制度の財源を町長、

これは要求してください、これだけ経費かかるのですよ。今、我々は不自由していないのだ

から、今の状態で何も。不自由している方いるのですか、いないでしょう。うちの議員さん

いる、誰も今困っていない、誰も、今のやり方で、国の方針、現行制度では。困っていない

のに新たなものをつくることによって経費がかかって、コンピューター屋がもうかって、雇

用が生まれると、これも創生の一つ。 

 だから、これはやはり町長きちんと総務省でしょう多分、総務省にこういうものに対して

の経費は単独で交付税措置をしなさいと、個人情報取り扱い、交付にかかる経費については

国が何ぼ助成しますというように要求をお願いを申し上げておきたい、まず一つ。 

 それから、これは後ろにブン屋さんもいるからそれぐらい書いてほしい、一般交付税でや

られたらわからないのだから、そうでしょう。別にかかるものはかかるものとして出しても

らう、それで現実的にもう一つ疑問を感じるのだけれども、今度はマイナンバー、今度は企

業に調べてというのか、通知が役場から行くのか、それを全部つけて書いて出せと、この作

業出てきますよね。この管理も必要になってくる、これやらなかったら罰せられるのか、法

令厳守でないから、あなたは罪人として企業はだめと言うのか、これは書いていないですよ、

ここら辺には。ないですよね、そういうものに対しては、この個人情報に対しては。どこで

出てくるのか知らないけれども、そういうもの、これは企業に負担をかけることなのです、

現実的に。 

 ここら辺、それから働いている方も私はそんなの教えられないと言ったときどういうふう

にするのか、ここら辺、中身についてはまだきちんと精査をされていない部分もあるのだろ

うと思います。大方のことはできているのだろうけれども、こういう小さなことについては

事案に対してはできていない部分もあると思いますので、そういう場合どういうふうにする

のか、町はそこら辺は先ほどは１０月といったか、だけどまだ延びるだろうと思って、来年

までは行くのだろうと思っているのだけれども、現実的にはどこまで延びるかわかりません

けれども、ここら辺はどういうふうな形になるのか、これは企業の方もいますし、個人の人

も全部でしょう、これ。企業というのは会社だけなの、そこら辺。だって社会保険とらなけ

ればならない、国民健康保険もらっている、そこら辺、個人事業主だけなのか、会社だけな

のか、ということが出てきますよね。そこら辺はどういう区分になっているのか教えていた

だきたいと思います。 

○議   長 

松木総務課長。 

○松木総務課長 

 済みません、先ほど私、町の部分は１,０００万円程度の補正をやって、この後という部

分だったのですが、まず国の総体予算、初期投資が２,０００億から４,０００億と言われて

おります。 
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 毎年かかっていく管理運営費が数百億円というふうに報道等で公表されてございます。 

 それから国の財政措置につきましてですが、この法律ができ上がって以降、議員おっ

しゃったとおり、所要の財政措置を講じるとか、地方交付税措置を講じるという形で、交付

税の中に参入している部分もございますし、直接、システム改修費や国の交付金なり、補助

金なりとしてきている部分もございます。 

 それから、個人以外に付されるマイナンバー、番号ですね、事業主に付されます。という

のは、その社会保険もそうですし、税の徴収などもそうですけれども、企業が行う部分につ

いてはその従業員が企業に届け出ることを義務として課してございます。 

 ただ、申し訳ございません、その罰則云々については勉強不足で、それをしなかったらど

うなるかというのは、この場で安易にコメントできませんのでご勘弁いただければと思いま

す。 

 以上です。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま改修等にかかる経費の費用の負担のあり方についてのご質問をいただきました。 

 今回のいわゆるマイナンバー法については、議員もご指摘のとおり、今現在では直接、個

人がこの制度の恩恵を受けるというような状況は少ないのかなというふうに思っておりま

す。管理する側、国の側での利便性があるのかなというふうに思っておりますが、この法律

が制定されることに伴って個人情報が侵害される、そういうことはあってはならないという

ふうに思っておりまして、今回の個人情報の保護条例についてはそういうことがないよう

に、個人の情報の管理、個人で利用停止ができる、個人で自分の情報についてはしっかり管

理ができるという内容の条例の改正をさせていただいたところでもございます。 

 交付税の関係につきましては、国が進める事業、またはそういうシステムの改修等に生じ

る経費につきましてはしっかりと国が経費については負担をしてもらうと、すべきだという

ことを大樹町としても、また十勝全体で町村会としてもしっかりと国のほうに伝えていきた

いというふうに思っております。 

○議   長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅敏範君。 

○菅敏範君 

 １１の９の利用停止請求の関係なのですが、個人情報が法律に照らして適合に取得された

場合と、違法に取得された場合のことが書かれているのですが、違法に取得された場合には

消去または停止をすることができるというふうにあるのですが、個人が自分の情報が法律に

適して取得されているのか、違法に取得されているのかということがわかった場合はできる

のですけれども、それをわかるためには自分の何が載っているのかがまずわからなければな
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らないということなので、その取得するシステムがはっきり理解できないというので、個人

的にはこのマイナンバー制度が本当に必要かどうかというのは若干の疑問があるところで

すが、できてしまった場合、自治体としてはその運用を適切にするのだということが基本だ

というふうに思います。 

 この消去または情報の停止を請求できるということは、権利として個人に与えられている

のです、ここで。ただ、与えられていても何が違法で取得されているのかわからなかったら

全然行使も何もできない、使ってほしくないという停止をさせるも、消去するのも、その辺

の対応は例えば１回、情報収集をしたら、町民全部にあなたの情報はこの番号でこうですと

全部１回、オープンにしなかったらわからないものですし、それか個人が見に来ないとわか

らないということがあるので、これが何となくできるというふうにうたわれていながら、実

際には中身のないものになっているのか、具体的にこの辺をどうするかというのをわかるの

であれば聞かせていただきたいと思います。 

 ただ、先ほどマイナンバー制度自体は余り本当にどうか、いいかどうかという問題がある

というふうに理解をしているのですが、今いろいろな年金とかに何々詐欺とかというのが

あったりするのですが、人間がつくった機械ですから、頭のいい人はこれを使って我々みた

い頭の悪いやつをだます方法は幾らでも考えると思うのです。 

 ですから、人間が適切に管理をするものはできのいい人が違法にアタックをして壊すの

も、また可能ではないかと想定されるので、その辺はやりますという心構えはいいのですが、

本当にできたら僕は一番不安視するのは個人情報が漏れていって、１個わかれば全部個人の

素っ裸になるわけですから、それを使って弱いところがだまし討ちにされると、その辺が一

番不安なのです。 

 便利になる部分ではないのですけれども、何だかんだうまくだまされたりすることがある

ので、この停止とか消去とかという部分が具体的に活用できるようなシステムなのかどうか

というのをちょっとそこはお聞かせいただきたいと思います。 

○議   長 

松木総務課長。 

○松木総務課長 

 個人情報が適法に取得されたものか否かという部分なのですけれども、まず先ほどちらっ

と申し上げたのですが、個人番号を付される１２桁の番号と、例えば年金であるとか、自動

車運転免許証であるとか、税とかに付される番号は異なります。全部異なるのです。 

 ただし、それは全て元の１２桁をランダムに変換してと申しますか、特定番号でいくもの

ですから、一つがばれると全てがいくという形にはならないのかと思っています。 

 アメリカがその番号だったはずです。同じ番号を全てに使ったので成り済ましというよう

な形の事件が結構起きたという経過がございます。 

 それから、多分、１番どういった形の情報が使われているかというのはご本人たちがわか

らないというのが一番の問題だと思っています。ですから、それが適合云々、もしくはいい
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と言った記憶はないけれども、勝手に使われているというようなことがわかるシステムが

ちょっと１年遅れるのですが、平成２９年１月からスタートします。それはマイナーポータ

ルというところで、個人の個人番号等を使いながら、そこにアクセスするといいますか、そ

こにつなぐのです。 

そうすると、あなたの個人番号は、例えば社会保障に使われています、税に使われていま

す、年金に使われています銀行口座に使われていますというようなシステムが開発されると

いうことになっております。なっているとしか言いようがないのですけれども、平成２９年

１月のスタートということですので、そこを断言するまでの力はないのですけれども、そう

いうスケジュールで進んでございます。 

例えば、そういった保障体制ができなければ、いろいろな所への業務の開始というの当然、

スケジュール的な見直しが起きるのかと考えています。 

それからもう１点が、個人番号の関係でいろいろなところに使われていくというのがある

のですけれども、これらを例えばコンピューター、ＩＣＴ技術の進展に伴い、安全といって

も抜かれるだろう、侵入されるだろうというところなのですけれども、確かに情報通信技術

は日々進歩してございますので、今が万全といっても明日万全なのかと言われるとお答えの

しようもないのですけれども、そこは今まで善意の気持ちでやってきた部分もあるのでしょ

うけれども、これからはそういうふうに侵入してくることを前提に防御態勢をとっていくと

思いますので、ゼロとは言いませんけれども、そこについては十分な対応が進んでいくのだ

ろうと私としては期待してございます。 

以上です。 

○議   長 

菅敏範君。 

○菅敏範君 

 その気持ちはわかるのです、そうなかったらいけないので、抜かれたら抜かれたときだと

言われたら身もふたもないのですけども、そういうふうに行くと思えばいく、行かざるを得

ないし、行くべきだと思います。 

 ただ、常に起こるのは、どうしても万が一の場合に高齢者や何かが犠牲になるのです。今

の社会情勢の中でいうと、いろいろな詳しい人は自分のことを調べたりできますけれども、

高齢者になって全部背負うわけですから、そこは全く自分の情報がどんなになって集まって

いるのかを理解できないような人もだまし討ちに遭うような場合があるのです、今までの例

でいうと。そこのところが一番危惧される部分ですから、総務課長に明日だめかもしれない

と言われたら、それ以上言いようないのですけれども、ただ、そういうことがあるので、こ

の管理が大変なので、だからこれが本当にいいかどうかという疑問が、これはニワトリと卵

になってしまいますから大変ですけれども、ただこういうことが消去、それから利用停止が

できるということになれば、実際にはそういう違法に取得されたものの利用停止ができると

いうことを実際に生かしていただきたい。 
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 だから、本人たちがその方法としては、今後の課題として僕にしても何が収集されたかわ

からない場合には何も停止もできないので、これから高齢化社会に向かって個人が、この部

分はオーケーだよ、私の情報はここまで管理されているという部分がまだわかれば逆に一安

心、何だかわからないと安心感もないということでありますから、その辺のことは今後、実

際、施行していく中で十分配慮すべき課題だというふうに思いますので、そこをどうしてい

くのかちょっと意気込みというか、判断を聞かせていただきたい。 

○議   長 

松木総務課長。 

○松木総務課長 

 保有特定個人情報につきまして、私どもの町は法律等にないものをつくろうとする場合

は、条例でこの情報を番号と結びつけるという条例の制定が必要になります。 

 それ以外のものにつきましては、実施機関として横の連携という形で国から下がってくる

情報とかというものになりまして、取得するのは、この国、もしくはその法人とかというと

ころが取得してございまして、適法に取得したか否かは私どもの町でわかるものとわからな

いものが出てくるというのが事実でございます。 

 例えば、年金機構が取得して、年金機構がつくり上げたものにつきましては、どういう手

法で取得したか云々というのは、私どもでなくて、ただ自治体業務として、その年金機構の

持っているデータを必要とするというときは、そのデータを使うことができるという形にな

ります。 

 ですから、この個人情報保護条例、私どもの町でどういったデータが利用するのか、国と

かで決まっているもの以外、町はどんなのを単独で使っているのだというのは、これは条例

で定めなければなりませんので、そこをまた議会にお諮りをした上で、それの適法をご判断

いただくという形になろうかと考えてございます。 

 以上です。 

○議   長 

ほかに質疑ありませんか。 

休憩します。 

 

休憩 午後 ０時１０分 

再開 午後 １時００分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 質疑を続けます。質疑ありませんか。 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹君 
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 午前中に引き続きまして、マイナンバー法の関係なのですけれども、午前中、同僚議員も

いろいろと不安を持ちながら疑問をしたのですけれども、それよりもっと不安を持っている

のは町民であると思うのです。町民であるし、また企業とか法人、そういった開示だとか利

用の停止の問題とか、不服の申立とか、今、総務課長のほうから先ほどわかりやすくその都

度、説明していくというのですけれども、町民全体を通しての住民説明会だとか、法人だと

か、企業とか、そういう説明会の考えはないのか１点お伺いしたいと思います。 

○議   長 

松木総務課長。 

○松木総務課長 

 説明会ということだったのですが、実は１０月５日から個人番号の番号カードというのが

送られる形になります。 

 それで、改めてその説明会というよりは、広報紙を通じてわかりやすい説明に心がけてい

きたいと思います。 

 それから、企業のほうにつきましては７月、６月でしたか商工会のほうから企業向け説明

会をやりたいというお話を聞いてございまして、１１月４日に予定しているというお話を聞

いてございます。 

 以上です。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹君 

 企業はこれからやるので、それは町がやるのか、また上の振興局だとか、国から来て説明

をするのか、それとやはり町民はマイナンバー、番号発行されてもいろいろ聞きたいことあ

ると思うのです。 

 そういったことで、やはり住民懇談会というのは多少なりは必要ではないかと思っている

のですけれども、再度、お願いいたします。 

○議   長 

酒森町長。 

○酒森町長 

 先ほど説明をいたしましたが、１１月４日に予定をしている企業向けの説明会について

は、主催者が年金機構とハローワークというふうにお聞きしております。それと税務署だそ

うです。 

 このマイナンバーにかかわる国の機関が合同で大樹町で研修会を行うということですの

で、企業に対しての説明を行われるというふうに思っております。 

 町の役割としては町民の皆様に新たな制度でマイナンバー法、番号制度がスタートすると

いうことでもありますので、逐一、広報紙、またはいろいろな場を通じてどういう場がいい

か、懇談会がいいのか、そういう場合はどういう形がいいのかはこれから検討してまいりま
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すが、あらゆる場を通じてこの制度の内容、またはいろいろ懸念されることもあると思いま

すので、情報については逐一、細かくお伝えしたいと思っております。 

○議   長 

ほかに質疑ありませんか。 

阿部良富君。 

○阿部良富君 

 同僚議員から情報管理のことについてはいろいろと質問をされました。 

 また、町側も秘密主義ですので、完全な管理を行うということなのですけれども、こう見

ると３４条にまた情報漏れがあるかのように、不服漏れを精査いたしますとか、だから何か

曖昧なのだよね、だから絶対に情報を出さないという考えさえあれば、私はこういうことも

ないと思うのですけれども、そこら辺はどうなのですか。 

○議   長 

松木総務課長。 

○松木総務課長 

 もちろん、行政としては不適切な情報を流すということ、必要外の方に情報を流すという

ことは、絶対に避けなければならないことだとは当然、思ってございます。 

 ただ、そういうところに侵入していこうというやからもなかなかレベルが上がっておりま

して、本当に１００％逃げれるかどうかというのは、どうしても断言できない部分でござい

ます。 

 ただ、３４条につきましては、不服申立ということでございますので、情報漏洩も当然か

かわるかと思いますけれども、もう少し別のこういうところに使ってもらいたくないとか、 

そういった形の部分、もしくはこの情報について不適切な部分がある、さくむがある、そう

いった部分の不服申立となってございます。 

 いずれにいたしましても、個人情報の管理というのはもうとても重要なことだと言われて

大分、年月がたってございますけれども、これは一生、個人の情報を適切に守るという姿勢

は崩さず、またそういう心持ちを持ちながら行政運営、もしくはそういった情報管理を扱う

事務を行う職員にも徹底しながら、その部分、十分配慮してまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議   長 

ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 
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       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第６８号大樹町個人情報保護条例の一部改正についての件を採決いたしま

す。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第６９号 

○議   長 

 日程第１１ 議案第６９号大樹町手数料徴収条例の一部改正についての件を議題といた

します。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第６９号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、大樹町手数料徴収条例の一部改正をお願いするものであります。 

 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、 

１０月から交付される通知カード及び１月から交付が始まります個人番号カードの再交付

手数料の名目と金額の改正であります。 

 改正を行う理由ですが、手数料の名目については、全ての市区町村が通知カードや個人番

号カードの発行事務を委任しております地方公共団体情報システム機構が定めた個人番号

カードの再発行に伴い、徴収する費用の名称が再発行手数料であり、混同を避けること、そ

の手数料２００円については機構の委託により市区町村が徴収するもので、市区町村の手数

料には含めないこととしたためであります。 

 なお、個人番号カードの再交付に伴いご負担いただく額は、町の手数料８００円、機構の

手数料２００円の合計１,０００円で、改正前と同額となっております。 

 また、附則といたしまして、この条例は公布日から施行し、今年の４月１日から遡及適用

するものであります。 

 以上のとおりご説明をいたしましたが、ご審議の上、議決賜りますようお願いを申し上げ

まして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 
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○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 機構からの手数料って、これどういう意味。もうちょっと中身を。ただ、機構から委託さ

れましたというだけの話でしょう、これ説明になっていない。中身をもう少し。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 地方公共団体情報システム管理機構という組織は、このマイナンバーの部分を全ての自治

体から請け負ってございまして、再発行を求める場合は、そこの証明手数料というのが必要

になってございまして、その証明手数料というのが機構が市区町村に委託をして再発行を受

けるものから徴収するというシステムになってございます。 

 そういうことですので、大樹町の条例の手数料ではなく、大樹町の条例の手数料は８００

円で、その全ての番号カードの事務手続きを取り扱う機構、地方公共団体情報システム機構

というところの証明書の再発行手数料２００円は、あくまでも機構の手数料なものですか

ら、この１,０００円から除外されて一緒に徴収はするのですけれども、町の部分が８００

円、機構の手数料が２００円という形になるものでございます。 

 以上です。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 委託を受けるのですから委託料が発生するのでしょう。委託を受けるのでしょう、だから

向こうからうちはもらわないの一銭も。ただ、手間だけやるのですか、２００円をお客さん

からいただきました、はい２００円、機構へ払います、これだけのことですか。委託料とい

うのは少なくても委託を受けるというのは委託料というのが発生するのだろうというふう

に思うのですが、発生はしないのだよね、そしてこれは今まで個人番号は発行手数料１,０

００円、大樹の改正後は８００円、何で８００円になったの、今まで１,０００円だったの

が、だからプラス２００円ではないの普通は。安くした理由は何なのですが、全然意味わか

らない。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 当初設定していました１,０００円につきましては総務省が標準的な金額といいますか、

実費として１,０００円という金額を示してございます。その折に、全て自治体のほうが徴

収すべきものと理解はしていたのですが、地方公共団体情報システム機構、こちらのほうが
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その個人番号と符合しているという証明をするための手数料というのが必要になると、それ

も含めて当初、総務省のほうでは１,０００円という設定をしておりましたけれども、シス

テムの部分、この証明の部分が２００円、各自治体での手数料が８００円の合計１,０００

円程度であるという見方になったものですから、そういう修正をしてございます。 

 委託料云々の部分なのですけれども、実は地方公共団体情報システム機構につきまして

は、その番号の関係の事務のほとんど全ての自治体がそこに委託をしている形になったと、

そうしたら委託料をうちが払っているかということになりますと、決してそうではなく、お

互いに対等の立場と申しますか、私ども自治体がつくった組織でその事務を任せると、その

事務は当然、国の資金なども入りながら動くわけで、そこでお互いの委託料については徴収

し合わないというような流れになってございます。 

 以上です。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 現実的には町の意向は何も働いていませんと、国から言われたとおり変えているだけです 

と、そうでしょう。 

 これ、だから僕は大樹条例っておかしいと言っているのです、１,０００円にしなさいよ

１,０００円に。何も機構にあれしているからと関係ない話だよ。ずっと１,０００円だった

ものが取れる側は同じ１,０００円だよ、だけど機構に２００円行くのだよ、でしょう。だ

から、うちの税は変わるのだよね、これ、手数料は。ですよね。町が損するじゃない、しな

いの。手数料は減るのでしょう、委託を受けているだけで、委託料のあれは何の関係ないと

いうのだから、普通は委託を受けたら委託料って発生するものです。 

 勝手にマイナンバーは国が決めたのだよ、うちの町が決めたのではない。そうでしょう、

これは不合理。こんな不合理なことを、はいそうですかと条例で上げてくるな、現実的に。

我々を無視している、国が。国が無視している。お前らは俺達の、だからこれは士農工商が

前から言っているように残っているのだと、お前は我々の言うことを聞いてやっていればい

いのだと、お前の町は俺達の交付税やらなかったら生きていけないのだから、言うことを聞

けというのと同じですよ、これ。 

 これ、変えましょう、もう１回。これは、手数料は現実的に払う必要もないだよ、国が勝

手に決めているのだから、そうでしょう。再発行しなければならない何かがあるのですか、

再発行しなければならない、それだったらなくなったら再発行するのは国の努めでしょう、

マイナンバーをつくったのは国なのだから、でしょう。それを無くしました、落としました、

我々がほしいと言っていないのだから、勝手に国がつくってきてなくしたから、今度、出す

ときには手数料払えよというのは、これは不合理があります。不合理ではないかい。勝手に

与えたものに対して、無くなったからお前落としたのが悪いと、俺要らないと拒否したらど

うするのですか、これは。 
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 これは全部、ふっ付いているのだよ条例は、前の条例と。議会運営速やかにと言って僕は

お願いをした立場だけれども、ちょっと国のやり方はおかしい、町もそれを甘んじて受けて、

はいそうですかと言うのもおかしい、手数料をいただきましょうよ、これ。言われたとおり

やるの、今まで１,０００円できたじゃない、総務省の指示できたのでしょう、手数料は１,

０００円ぐらいもらいなさいと、はいそうですねと言ってもらったのですよね。管理機構っ

て国、どこがつくったの、町村がつくったの、町村がつくったの管理機構、まだつくってい

ないでしょう、できているの、どこにあるの、東京でしょう。我々は、それは議会で管理機

構に所属した、予算も付けたのかもしれない、しかしこれはつくるのは勝手だけど、委託を

受けたら委託金をもらうのが普通です。これは経済の流れです。経済の流れをできない国が

徴収を我々にすれというのはおかしい話で、これは納得できません。これは反対しますから。 

○議   長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１５分 

再開 午後 １時２５分 

 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午後 １時２５分 

再開 午後 １時５０分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 手数料徴収条例の一部改正の内容で説明が至らなく申し訳なく思っております。 

 再度というような形になりますが、私のほうからもう一度説明をさせていただきます。 

 今回のカードの再発行に関する１,０００円の内容では、当初予算で町の再発行に関す

る手数料１件につき１,０００円という説明で予算も認めていただいたところです。 

 今回、大樹町の手数料徴収条例の一部を改正するということで、町の手数料について

は８００円、町民の皆様からいただく１,０００円のうちの８００円については町の手数

料徴収条例に基づく金額、２００円につきましては地方公共団体情報システム機構が再

発行にかかる電子証明書代ということで定めたという内容の通知が総務省の自治行政局

のほうから私どもに届いたということで、今回の改正をさせていただいたところでもあ

ります。 
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 従前からご負担いただく住民の皆様からご負担いただく金額は１,０００円というこ

とで金額は変わりませんが、内容には大きな差がある、８００円と２００円というよう

なことで大きな差があるというふうに私どもも承知をしておりますが、新たな作業でこ

の制度が始まりますので、ぜひ内容等の変更についてもご理解をいただいて、議決を賜

りますようよろしくお願いしたいと思います。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅敏範君。 

○菅敏範君 

 この改正を読んだときに、この文字どおり解釈すると町民の負担が２００円軽減され

るというこの条例改正にとれるです。ただ、補足説明で、その２００円がひもついてい

るやつが分かれていくということですから、これ出し方の問題、いかがなものかなとい

うことが一つあるのと、その領収証の扱いというのは条例８００円だから１,０００円と

いう領収書を切ることがいいのかどうかという問題があるのですが、その辺、再度説明

をいただきたいと思います。 

○議   長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５２分 

再開 午後 １時５３分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○酒森町長 

 この条例がお認めいただいた以降、その再発行に関する１,０００円の取り扱いではあり

ますが、先ほどご説明いたしましたとおり８００円については手数料ということで、８００

円については手数料ということで町のほうで発行する８００円の手数料でお受けいただく、

これが領収証になりますし、うちのほうで財務処理で回ることになると思います。残り２０

０円につきましては手数料ではありませんので、今、１枚でやれないかというちょっと内部

で協議もしたのですが、今のシステム上はなかなか難しいということですので、もう１枚に

ついては機構が定めました電子証明発行分にかかる費用というような形で領収証が発行さ

せていただく形になろうかと思います。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範君 

 そういう方法もあるのですが、ただ、町民が理解するときに、ここに何も書かれていない
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ですよね。その２００円の分のやつは。だから、条例が変わったら８００円になったなと、

見た人は。条例が変わりましたので、８００円になったので何で１,０００円取られるかと

いう疑問があるので、その辺の説明もちゃんとしていかなけれるば、そこはよろしくお願い

したいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 当初のこの条例では個人番号カードの再発行の手数料１件につき１,０００円というふう

にお認めいただいておりますので、今回、この中身だけを見れば大樹町の手数料徴収条例の

改正の正誤表だけを見れば８００円になおっているぞというふうなご理解をいただくこと

になってしまうかなと私も思います。 

 ただ、今後、このカードの事務手続き等で私ども町民の皆さんにいろいろ周知していかな

ければならない場面も多々あろうかと思いますので、再発行に関する費用としては１,００

０円になりますが、その中身としては２００円とか８００円というそれぞれの項目の金額に

なりますということをしっかりと周知していきたいと、お知らせしていきたいと思ってりま

す。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 議案第６８号大樹町手数料徴収条例の一部改正について、反対の討論をいたします。 

 私は、機構が手数料、これはマイナンバー、我々国民が望んだものではありません。しか

しながら、国が決めて、法令で決めてきたものであります。 

 しかしながら、機構のほうに大樹の役場の職員を使って１円の手数料も入らない、事務だ

けを負わせということには納得がいきません。 

 もって、大樹町手数料徴収条例の一部改正に反対を申し上げます。 

○議   長 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 
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 賛成討論なしと認めます。 

 次に、反対討論の発言を許します。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 反対討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第６９号大樹町手数料徴収条例の一部改正についての件を起立により採決

いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議   長 

 起立８人、起立多数であります。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第７０号 

○議   長 

 日程第１２ 議案第７０号大樹町病院事業の設置等に関する条例の一部改正についての

件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

ただいま議題となりました議案第７０号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

本件につきましては、大樹町病院事業の設置等に関する条例の一部改正をお願いするもの

であります。 

去る７月３０日に開催の第５回町議会臨時会でご報告のとおり、１０月から皮膚科専門外

来を開設することに伴い、条例第２条第２項に掲げる診療科目に第７号として皮膚科を追加

しようとするものであります。 

附則といたしまして、この条例の施行日については本年１０月１日としておりますので、

ご審議の上、議決賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきま

す。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 
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質疑なしと認めます。 

これをもって、質疑を終了いたします。 

これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

討論なしと認めます。 

これをもって、討論を終了いたします。 

これより、議案第７０号大樹町病院事業の設置等に関する条例の一部改正についての件を

採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第７１号から日程第１５ 議案第７３号まで 

○議   長 

 日程第１３ 議案第７１号大樹町消防団の設置、名称及び区域に関する条例の制定につい

てから、日程第１５ 議案第７３号大樹町非常勤消防団員報償金条例の制定についてまで、

以上３件を一括議題といたします。 

提出者から、提案理由の説明を求めます。 

酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま、一括議題となりました議案第７１号、７２号、７３号につきまして、提案理由

のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、大樹町消防団の設置、名称及び区域に関する条例、大樹町消防団員

の定員、任免、給与、服務等に関する条例、大樹町非常勤消防団員報償金条例の制定につい

てをお願いするものであります。 

 この３条例は、とかち広域消防事務組合の設立によって、消防団の事務が本町に承継され

ることに伴い、消防団の設置、名称ほか関係条例を制定する必要があることから、本条例の

制定をお願いするものであります。 

 内容につきましては、企画課長より説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜りますよ

うお願いを申し上げまして提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 黒川企画課長。 
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○黒川企画課長 

 それでは、議案第７１号、７２号、７３号についてご説明申し上げます。 

 現在、南十勝消防事務組合で設置している消防団につきまして、とかち広域消防事務組合

が設立され、今年度末で南十勝消防事務組合が解散するため、消防団の事務が本町に継承さ

れることに伴い、消防団の設置及び関係条例を制定するものであります。 

 議案第７１号は、大樹町消防団の設置、名称及び区域に関して定めるもので、第３条で名

称を大樹消防団、現在と同じでございます。管轄区域を町内全域とするもので、現行の南十

勝消防事務組合条例と同様となっております。 

 議案第７２号は、大樹町消防団員の定員、任免、服務等に関して定めるもので、現行の南

十勝消防事務組合条例のうち、大樹町にかかる分を定めるものです。 

 第２条では、団員の定数を現行と同数の１１０人としております。 

 第３条では、消防団長及び団員の任用と団長の任期４年でございますが、これについて定

めております。団長は町長が、団員は団長が任用することになっております。 

 以下、第４条から第７条では、退職、欠格条項、分限、懲戒について定め、第８条で懲戒

に関する処分の手続きを規則に委任しております。 

 第９条では、休団に関し、第１０条から第１３条では服務規律について定めております。 

 第１４条では、団員の報酬と支払い方法を定めており、団長以下、機能別団員まで現行ど

おりの金額となっております。 

 また、報酬の支払い方法についても規定してございます。 

 第１５条では、団員の出動費用弁償について規定しており、こちらも金額は現行と同額と

なってございます。 

 議案第７３号は、非常勤消防団員の報償金について定めるものであります。 

 消防団員が、消防活動に従事するに当たって、その職務を随行し、そのために死亡し、ま

たは障害の状態となった場合に報償金を授与する規定であります。 

 殉職の場合２００万円以下、障害の場合２００万円以下で、それぞれ功労の程度、障害の

程度などにより授与されるものでございます。 

 以上、３条例とも施行日は、平成２８年４月１日となっております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、一括議題となっております３件の議案について質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

安田清之君。 

○安田清之君 

 １点だけ、１４条の団長、副団長のこの年額、これは現行どおりということでございます

が、これが高いのか安いのか、議論をされたことがあるのかどうか。ほかの町村の比較をし
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たのかということがあるのだろうというふうに思うのですが、これ年額で書いていると８万

５,０００円ぐらいかな、一番高い人で、そのほか出動、一度出るとこうというような条例

もありました。 

 しかしながら、我々の命、生命、財産を第一線で守っていただける人方であります。もう

少し、ここら辺の見直しは今回は出ましたけれども、来年度、見直しをすることがうちの町

としてできるのか、うちの条例だからできるのだろうというふうに思うのですが、そこら辺

のお考えはあるのかないのか、お聞かせをください。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま消防団員に関する報酬及び金額等についてのご質問をいただきました。 

 従前につきましては、南十勝消防事務組合、一つの組合を組織してございました。その中

で、南十勝につきましては、各町村の消防団の報酬については統一したもの、金額とさせて

いただいております。 

 今後、南十勝での広域消防がなくなるということもございますが、先ほど、私、前段の行

政報告でも報告をさせていただきましたが、南十勝地域消防連携連絡会という組織を新たに

立ち上げをいたしました。今まで、南十勝一つで消防団の活動等も、同じ待遇等も含めてやっ

てまいりましたが、今後についても南十勝の連携を図っていくというような意味もあって、

この連絡会を立ち上げてございますので、その中で消防団に関するいろいろな業務、または

処遇等についても南十勝全体で足並みをそろえた形で検討してまいりたいと思っておりま

す。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今、説明いたしましたとおり、南十勝では統一をしております。十勝管内には、６つの消

防組合がございますが、ちょっと申し訳ありません、その比較の具体的な数字は今現在、持

ち合わせておりませんが、低いほう、トップでもございませんが、低いほうでもなかったか

なという思いでおります。資料が必要であれは後ほど、提出をさせていただきます。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 資料も何もよろしいので、比較をしていただいて、やはり今、最低賃金が１０月より値上

げになりました。そういうものも含めて、来年度の予算に反映されるようお願いを申し上げ

てやめますので、検討していただけるだけ聞いておかないと知らないと言われたら困るの

で、検討するということなのか、改正をするのか別にして一言お願いをいたします。 

○議   長 
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 酒森町長。 

○酒森町長 

 再度の説明になりますが、南十勝地域消防連携連絡会、この中で消防団、または消防団制

度に関する調査研究を行うということでありますので、この中で検討して進めるということ

にて回答させていただきます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 柚原千秋君。 

○柚原千秋君 

 定数１１０人となっておりますけれども、私の認識不足か何か知りませんけれども、その

最近、消防団員にもなかなかなり手もとかという話を聞くのですが、その辺はどうなので

しょうか。 

○議   長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 ご質問のようになり手がなかなかいなくて、今も定数をちょっと割っていると、１名欠員

というふうには聞いています。途中で辞められた方かもしれませんが、なり手がなかなか、

若い方皆さん忙しくて高齢化も進んでいるというところでは、大変、心配しているところで

はございますけれども、なるべく確保化図ってまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹君 

 条例７３号で気になったところで、殉職の方の死亡などについてここでは２００万円とい

うふうな金額で今どきというふうに、ちょっと個人的には思っていたのですけれども、これ

以外に殉職された場合に何か保険だとか、何とかというのはあるのでしょうか。 

○議   長 

黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 これは、町から出す分のつけ足しといいますか、その分でございまして、非常勤公務災害

の消防はちょっと別にあったかと思いますけれども、別途支給されるものと認識しておりま

す。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 杉森俊行君。 
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○杉森俊行君 

 ７１号、３番なのですけれども、今度から広域消防になったということでございますので、

その中で第３条に消防団の所轄区域は町内全域というふうに書いてあるのですけれども、南

十勝の場合でもこういう条例だったのか、例えば、隣の町村でも消防の設置場所から遠い場

合は大樹から行って助けるとか、例えば幕別の場合は忠類もあるのですけれども、それ以上

の来る場合、大きい火事の場合は大樹から行って消防団が助けるというような話し合いとか

何かないでしょうか。 

○議   長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 消防団の活動範囲の区域のお話でございますけれども、南十勝消防事務組合では広尾、大

樹、更別、中札内と、それぞれが表になってございまして、広尾の消防団は広尾町全域、大

樹町は大樹町全域というようになっておりまして、抜き出して書いたような形でございます

ので、消防団の活動範囲というものは今までと変わらないということでございますけれど

も、その助け合いの部分は都度、状況によりけりの判断で活動していたかと思いますので、

その辺は変わらないかと思いますが、先ほどありましたように広域のほうで、その辺も含め

て話し合っていかれる、スムーズな運用ができるようにしていきたいと思っております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、議案第７１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第７１号大樹町消防団の設置、名称及び区域に関する条例の制定について

の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第７２号の討論に入ります。討論はありませんか。 



 

－ 50 － 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第７２号大樹町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の制定

についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第７３号の討論に入ります。討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第７３号大樹町非常勤消防団員報償金条例の制定についての件を採決いた

します。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第７４号 

○議   長 

 日程第１６ 議案第７４号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についての件を議

題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第７４号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、北海道市町村職員退職手当組合規約の一部変更についてをお願いす

るものであります。 

 内容につきましては、一部事務組合の構成団体の数の増減に伴う変更でございます。 
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 内容につきましては、総務課長より説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜りますよ

うお願いを申し上げまして提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、議案第７４号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてご説明しま

す。 

 変更の内容は、新旧対照表をお開きください。 

 この表にお示しのとおり、６つの組合の脱退と１つの組合の加入について整理するもの

で、脱退する６組合の中には十勝の消防事務組合４組合が含まれており、加入する１組合は

とかち広域消防事務組合でございます。 

 附則の第１項では、この改正規約の施行日を総務大臣の許可の日から定めておりますが、

とかち広域消防事務組合を加える規定につきましては、平成２８年４月１日からの施行とな

ります。 

 なお、南十勝消防事務組合は、平成２８年３月３１日をもって解散する旨の規定が規約に

明記されてございますので、この日までは現状のまま北海道市町村退職手当組合に加入して

ございます。 

 また、議案の附則第２項の部分なのですが、これは規約の作成様式を縦書きから横書きに

変換するための読みかえ規定を定めたものでございます。 

 以上で、ご説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第７４号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についての件を採決い

たします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 
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○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第７５号 

○議   長 

 日程第１７ 議案第７５号北海道市町村総合事務組合規約の変更についての件を議題と

いたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

ただいま議題となりました議案第７５号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、北海道市町村総合事務組合規約の変更についてをお願いするもの

で、一部事務組合の構成団体の数の増減に伴う変更でございます。 

 内容につきましては、総務課長より説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜りますよ

うお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、議案第７５号北海道市町村総合事務組合規約の変更についてご説明します。 

 北海道市町村総合事務組合は、道内の消防団員の損害補償や退職報償金、非常勤職員の公

務災害補償、学校医などの公務災害補償などを主な業務としてございます。 

 ２ページをお開きください。 

 変更の内容は、この組合を組織する地方公共団体の数で新旧対照表、上段ですが別表第１

では６組合の脱退と１組合の加入について整理してございます。 

 この脱退する６組合の中には十勝の４消防事務組合が含まれており、加入する１組合はと

かち広域消防事務組合でございます。 

 その下の中段以下、別表第２をご覧ください。 

 別表第２では、各事務ごとの加入団体の整理を行うものですが、管内の４消防事務組合の

解散及び池北３町行政事務組合の中の消防業務の廃止に伴いまして、消防団が各町村におか

れるため、共同処理する事務の１、消防組織法云々と書かれていますけれども、非常勤消防

団員にかかる損害補償に関する事務から、５つの組合が脱退し、管内の１８町村が加わるも

のでございます。 

 次のページをお開きください。 

 ３ページは、地方公務員災害補償に関する共同処理する団体ですが、解散する十勝管内の
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４消防事務組合を含む６組合の脱退ととかち広域消防事務組合の加入を整理したものでご

ざいます。 

 １ページ目にお戻りいただきまして、附則といたしまして、この規約は総務大臣の許可の

日から施行するもので、ただし書きの規定によりまして別表第１の十勝の４消防事務組合の

脱退、別表第２の十勝の４消防事務組合と池北３町行政事務組合の脱退及び管内１８町村の

加入、３ページの十勝の４消防事務組合の脱退に間する規定は、平成２８年４月１日の施行

となるものでございます。 

 以上でご説明を終わります。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第７５号北海道市町村総合事務組合規約の変更についての件を採決いたし

ます。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第７６号 

○議   長 

 日程第１８ 議案第７６号北海道市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

ての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第７６号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま
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す。 

本件につきましては、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてをお願

いするもので、一部事務組合の規約本文の一部と構成団体の数の増減に伴う変更でございま

す。 

内容につきましては、総務課長より説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜りますよ

うお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、議案第７６号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてご説

明します。 

 新旧対照表でご説明しますので、２ページをお開きください。 

 第１条につきましては、この組合設置の目的を定めておりますが、現行の規約で引用して

おります地方公務員と共済組合法の改正によりまして、文言の整理を行ったものでございま

す。 

 ２ページ中段から、３ページにかけましての別表第１の変更の内容ですが、十勝管内の４

消防事務組合を含む６団体の脱退ととかち広域消防事務組合の加入について規定してござ

います。 

 １ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この規約は総務大臣の許可の日

から施行するとされ、ただし書きの規定によりまして管内の４消防事務組合の脱退について

は、平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で、ご説明を終わります。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第７６号北海道市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についての

件を採決いたします。 
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 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２７分 

再開 午後 ２時４０分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

    ◎日程第１９ 議案第７７号 

○議   長 

 日程第１９ 議案第７７号平成２７年度大樹町一般会計補正予算（第５号）についての件

を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第７７号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

本件につきまして、平成２７年度大樹町一般会計補正予算（第５号）をお願いするもので、

今回の補正は歳入歳出それぞれ１億２,４４８万４,０００円の追加補正でございます。 

内容につきましては、総務課長より説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜りますよ

うお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、議案第７７号平成２７年度大樹町一般会計補正予算（第５号）についてご説明

いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ１億２,４４８万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ６１億２,６８３万８,０００円とするものです。 

 最初に資料でご説明いたしますので、３ページをお開きください。 

 最初に、総務費、一般管理費、総務管理費、備品購入費で３７万８,０００円の増、財源

は一般財源です。 
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 歴代の町長につきまして、町長室前に肖像画を提示しておりますので、今回、前町長の伏

見悦夫氏の肖像画を作成、購入するものでございます。 

 次に同じく、総務費、企画費、大樹町地域おこし協力隊設置事業、報償費から備品購入費

まで１００万円の増、財源はその他、諸収入でございますが１万円、一般財源が９９万円で

ございます。 

 企画課に配置させていただきました地域おこし協力隊にあっては、ふるさと納税や町のＰ

Ｒ、町民との交流拡大などに取り組んでいただいておりますが、今後も移住や定住の促進、

出会いや交流の場の提供、特産品開発などを目的にワークショップの開催やアンケート調

査、映像等を活用した広報活動の強化を図りたく、研修会等の講師謝礼、アンケート調査の

実施費用、デジタルビデオカメラなどの購入などに要する経費を計上してございます。 

 次に、同じく総務費、戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳管理事業でございます。委

託料及び備品購入費で１０４万７,０００円の増、財源は一般財源でございます。 

 いわゆる番号法、マイナンバー法の施行により通知カードや個人番号カードを大量に処理

することとなるため、裏書き業務の効率アップやカードの心眼確認機能を備えた機器の購入

と保守点検に要する経費を計上してございます。 

 次に民生費ですが、社会福祉総務費、臨時福祉給付金事業、償還金利子及び割引料で１２

万６,０００円の増、財源は一般財源です。消費税率改定に伴う低所得者への影響緩和を目

的として、昨年度、臨時福祉給付金の支給が行われましたが、事務費及び事業費の精算に伴

い超過交付分を変換するものであります。 

 同じく民生費、心身障害者福祉費、心身障害者福祉事業、償還金利子及び割引料で１０３

万円の増、財源は国道支出金が３万９,０００円、一般財源が９９万１,０００円です。 

 前年度に交付された障害者自立支援給付費負担金及び障害者医療費負担金について、国庫

及び道負担分を精算し、超過交付金の返還を行うものでございます。 

 ４ページをお開きください。 

 国民年金事務費、同じく国民年金事務費、委託料で３８万５,０００円の増、財源は国道

支出金３８万４,０００円、一般財源１,０００円です。 

 国民年金の納付猶予対象者の年齢が３０歳から５０歳に時限的に引き上げられること、免

除申請様式及び学生納付特例申請様式の見直しにより年金システムの改修を行うものでご

ざいます。  

 次に衛生費、環境衛生費、一部事務組合負担金事業、負担金補助及び交付金で３１３万８,

０００円の増、財源は一般財源でございます。 

 南十勝複合事務組合の雑紙用の資源保管庫の実施設計費、人事異動に伴います人件費の増

額分について繰越金と調整した上で、大樹町の負担分を計上いたしました。 

 次に、農林水産業費、農業振興費、北海道中山間地域等直接支払交付金事業、需要費から

負担金補助及び交付金まで１億７４９万３,０００円の増、財源は国道支出金８,０６５万

２,０００円、一般財源２,６８４万１,０００円です。 
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 中山間地域等直接支払推進事業につきましては、今回で第４期対策となりますが、先日、

対象の用地面積の確定作業が終わりましたので、今回、予算措置をお願いするものでござい

ます。 

 ３集落の協定の用地面積は約７,１５６ヘクタール、反当たり１０アール当たりの交付金

単価は今までと同じ１,５００円で、集落への交付金として１億７３４万８,０００円、事務

費として１４万５,０００円を計上してございます。 

 次に、環境保全型農業直接支援対策事業、負担金補助及び交付金で１６６万７,０００円

の増、財源は国道支出金が１２４万９,０００円、一般財源が４１万８,０００円です。化学

肥料や化学合成農薬の低減などに取り組む農業者を支援する制度ですが、カバークロップ、

緑肥の作付が２１ヘクタールほど増加したことなどにより、事業費を増額するもので、補助

単価は反当たり１０アール当たり８,０００円となってございます。 

 同じく農林水産業費、水産振興費、各種補助負担金、負担金補助及び交付金で２８万３,

０００円の増、財源は一般財源でございます。 

 現在、十勝の４町３漁協では、共同でマツカワの増殖に取り組んでおりますが、８月の停

電により飼育していた稚魚の一部が酸欠で死んだことにより、稚魚を追加購入し、放流にそ

なえるため十勝管内栽培漁業推進協議会への負担金を計上してございます。 

 なお、４町３単協の負担総額は合わせて１７０万円の予定でございます。 

 次に、土木費、住宅建設費、寿町団地建設事業、委託料で４５０万円の増、財源は国道支

出金２２５万円、一般財源２２５万円です。 

 来年度、再来年度に寿町団地として建築を計画している１ＬＤＫ３戸、２ＬＤＫ１戸の公

営住宅２棟及び外構工事等の実施設計業務の委託経費です。 

 ５ページをお開きください。 

 消防費、消防総務費、南十勝消防事務組合負担金事業、負担金補助及び交付金で１７３万

３,０００円の増、財源は一般財源です。 

 事業名称が南十勝消防事務組合負担金事業となっていますが、これは平成２７年度当初予

算の段階で、とかと広域消防事務組合が設立されていなかったため、設立後のとかち広域消

防事務組合に対する負担金につきましても、この事業の中に計上していたもので、ご了承い

ただきたいと思います。 

 今回の補正は、とかち広域消防事務組合に対する負担金の増額で、共通経費の負担分６２

万円、単独経費として署員の活動服の購入経費１１１万３,０００円を増額するものです。 

 次に教育費、学校給食費、給食調理事業、備品購入費で５３万７,０００円の増、財源は

一般財源です。 

 購入後、１６年を経過した牛乳用の保冷庫、冷蔵庫が故障し、修理には３５万円程度要す

るとのことのため、今回、更新させていただくものでございます。 

 次に図書館総務費、図書館管理運営費、共済費及び賃金で１１６万７,０００円の増、財

源は一般財源でございます。 
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 図書館職員の死亡退職に伴います図書館業務の人員不足に対応するため、臨時職員１名の

保険料と賃金を計上してございます。 

 以上、合計で補正額１億２,４４８万４,０００円の増、財源内訳といたしまして特定財源

が国道支出金８,４５７万４,０００円、その他、諸収入ですが１万円、合わせて８,４５８

万４,０００円、一般財源が３,９９０万円のそれぞれ増額となるものでございます。 

 次に、第１表歳入歳出予算補正をご説明申し上げますので、２ページをお開きください。 

 最初に歳出でございます。 

 歳出合計、補正前の額６０億２３５万４,０００円、補正額２款総務費から１０款教育費

まで、１億２,４４８万４,０００円の増、補正後の歳出合計６１億２,６８３万８,０００円。 

 続きまして、歳入をご説明いたしますので、１ページをお開きください。 

 歳入合計、補正前の額６０億２３５万４,０００円、補正額１２款分担金及び負担金から、

２０款諸収入まで１億２,４４８万４,０００円の増、補正後の歳入合計６１億２,６８３万

８,０００円となるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹君 

 ３点ほどお聞きしたいと思います。 

 一つは衛生費のほうで雑紙の対応をするので３００万円ほどの補正を予定されているの

ですけれども、どのような施設ができるのかと、それから雑紙の週何回かの回収というので

しょうか、それがイメージが固まっていればどのような形で雑紙の収集というのでしょう

か、回収というのか、それをされるのかなというふうなことをまず１点目お聞きしたいと思

います。 

 それから、これはちょっと勉強不足で大変、お恥ずかしいのですけれども、中山間の当初、

中山間については何か補助対象外から外れるということで、大変なことだなというふうに

思っていたのですけれども、これは何か特別な事情があって今回、採択という言葉がいいの

か、該当という言葉がいいのかわかりませんけれども、それはどのような条件が変わって当

初から変わられたのかというふうなことをお聞きしたいと思います。 

 あと、草地の飼料畑の飼料が何１０％以上でなければだめだよというふうなお話、当初さ

れていたようなことを記憶しているのですが、その牧野というのか、飼料畑の比率が堆肥の

比率がわかれば教えていただきたいと思います。 

 それから、３点目、土木費の住宅建設費の中で寿のところにいろいろ議員協議会のお話の

中でもちょっと寿のあの場所ということでお話があったのですけれども、計画、いよいよ町

側のほうというか、執行者のほうでは練りに練った計画だと思うのですが、おおむねコンパ
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クトシティーの考え方からいったら、あの場所が妥当でないかなとは思うのですが、例えば

また今のイメージでは平屋の４件というか、俗に言う公営住宅のスタイルをお考えになって

いて、この設計費、委託料を組まれているのか、今のここの時点でどのような設計会社にそ

の資料というか、基本的な考えを示されるのか、その３点ついてお伺いしたいと思います。 

○議   長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 １点目のご質問の衛生費に関します組合負担金の関係についてご説明させていただきた

いと思います。 

 今、総務課長のほうから説明がありましたように、来年４月から一般の紙、今は燃えるご

みとして集めているような紙について資源回収をしたいということで、それに対応するため

の収集した後、より分ける作業、それから保管などに使うための保管庫、これを建設する費

用ということで組合から求めがありましたので、それに対する費用として認識してございま

す。 

 組合議会の中では建物の面積等について説明を受けているのですが、ごめんなさい、手元

に明確な数値ございません。申し訳ございませんが、そういう保管庫をつくるということで

の負担分ということで求められている金額でございます。 

 それから、収集方法について今現在、どのような予定になっているかというようなことで

すが、正確な部分でこういうふうに始めますというような形での打ち合わせについてはまだ

整っていないというのが現状でございますが、先の担当者会議などの話は今収集している資

源ごみの回収に合わせて雑紙も同じような形で資源用の一般の袋などを利用しながら回収

していくということを想定しながら準備を進めていくことになるかと思います。  

 以上です。 

○議   長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 ２点目の中山間の採択の条件、そして草地比率の質問ということでご説明のほうさせてい

ただきたいと思います。 

 中山間事業につきましては、平成２６年度に第３期対策が終了していまして、平成２７年

から第４期対策ということで、当初、この採択の期限としまして世界農林業センサスの数値

を用いて、その草地比率が７０％を超えるか超えないかという採択要件の一つとなってござ

います。 

 最新の２０１０年の世界農林業センサスの草地比率になりますと、当町では基準の７０％

に達せず６８％にとどまり、事業の対象外となる見込みでありましたが、国の最終の要領に

よりますと２００５年、または２０１０年のいずれかの調査数値を用いてよいということに

なったものでございますから、当町におきましては２００５年の数値、２００５年の数値に
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つきましては７０％を超えております。 

 具体的な数字は７３％というふうになってございますが、基準を超えておりますので、今

回、補助の要件を満たすということで補正をお願いをしたものでございます。 

 以上でございます。 

○議   長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 まず日方団地の移転の関係でございますけれども、日方団地につきましては平成２６年度

で６戸移転しております。今年度も６戸、予定しておりまして、２カ年で１２戸移転する計

画でございます。 

 来年度以降の公住の建設の関係ですけれども、寿町団地でご提案させていただいておりま

す。平成２６年度の作成の大樹町都市計画マスタープランの改定に基づきまして、コンパク

トなまちづくり、それから住みよいまちづくりの推進としまして、それらを目標としまして

中央地区の中央有地を候補地として日方団地の一部、街なかに移転することとご提案させて

いただいております。 

 その中で今回、公住の工期の決定につきましては、交通公園の東側と寿町車庫跡地、この

２候補地と絞らさせていただきました。その中で、交通公園につきましては、道路、それか

ら下水道等のインフラの設備が不十分でございまして、それらの経費もろもろ、それから道

路等の接続部分も考えた中で最終的に寿町団地の場所として旧車庫跡地を今回、ご提案させ

ていただいております。 

 計画につきましては、２年間の計画でございまして、来年が１棟１ＬＤＫが３戸、２ＬＤ

Ｋが１戸、２９年度につきましても同じ内容の規模で合計８戸計画しております。 

 設計の内容でございますけれども、川南団地と同じような平屋で設計の仕様を考えており

ます。設計の内容につきましては、今年度、予算措置で認められております地場産材、町有

産材の活用につきましても現在、調査中、それから研究中でございまして、来年度に向けた

準備をしている状況でございます。 

 以上です。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹君 

 今、ご答弁いただきました１番と３番について、ちょっとお話させていただきます。 

 すごく雑紙の回収というのは町民要望もありましたし、大変いいことだなというふうに

思っております。 

 そのようにしていただけるのでしたら、例えば大きなスーパーとか、そのほかのコンビニ

とか、お店の前にいろいろそういうふうな資源を回収するような、そういうふうなことも

もっと努力いただければより回収率なども上がっていくと思うのですが、そのような町とし
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ての努力の考え方があるのか、それをまず一つお聞きします。 

 それから、３番目の寿の公住なのですが、今、ご答弁いただいたようにマスタープランと

いうか、それをあれにしてコンパクトシティーの実現を目指すのだよというふうなことです

けれども、過日ＡとＢということで、こちらのほうが有利性が高いのだよというふうな現況

の今の状態では確かに、私も寿に住んでおりますので、そこを反対というわけではないけれ

ども、ちょっとお聞きいただきたいのは、３年、５年のスパンでは確かに鉄道公園は非常コ

ストも高いし、開発行為も必要だからできないよというふうなお考えかもしれませんけれど

も、これもうちょっと長いスパンで２０年とか３０年のスパンで考えていただいたときに、

町の目指すコンパクトシティーということになれば、もっと広い土地で、あそこは街路の制

約などもあると思いますけれども、そういうふうなこともよくお考えいただきたいなという

ふうに思っています。 

 平屋にどうして、法的な縛りがあって平屋を選択されるのかなというふうに思っているの

ですけれども、多層階には多層階のマイナスもあることも承知はしておりますけれども、そ

こら辺はなぜ平屋なのかなという素朴な疑問を持っているのですが、以上のことをお答えい

ただけたらと思います。 

○議   長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 今、資源回収についてもっと積極的に取り組んではどうかというようなことでご意見をい

ただいたかと思います。 

 今、雑紙は資源回収を始めるに当たりましては、現在、各所、資源ごみ回収を随時できる

ところからスタートしてきたという経緯がございます。近いところではプラ包装容器のプラ

の回収などを２年前からというような形で順次、そういった形で進めてきたところでござい

ます。 

 新たに今、回収できていない雑紙についても資源として回収する方向でと考えております

ので、今の状況としましては、現在、進めているような家庭分別におけます収集というよう

な形で取り組みを最初スタートしたいなと考えております。 

 ただ、ご意見いただきましたように、もっと資源回収を積極的に進めるという部分につき

ましては必要なことだと考えておりますので、それらにつきましては近隣町村も含めて、ま

た当町としてもどういった形でそういった回収、資源回収を進めていけるかということにつ

いては検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議   長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 公営住宅の建設についてでございますけれども、交通公園、議員のおっしゃるとおり確か

に面積が広く、公住も７棟２３戸が建設可能な状況であります。  
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 しかしながら、いろいろと調べていく中で、やはり今の段階で建設をするとなると約１億

円近い別な費用も負担となってきております。 

 その中で、今回、寿町団地ということで２年後、３年後の計画も見据えてというお話でご

ざいましたけれども、とりあえず日方団地の建て替えにつきましては今、合計２０戸を予定

しております。残り７１戸につきましては、日方団地の現地での建て替え、取り壊し、建て

替えということで計画しているところでもありますけれども、こちらのほうがまだはっきり

決まったわけではありませんけれども、その中で検討されているところでございます。 

 平屋についてですけれども、特段、強いこだわりというわけではございませんけれども、

やはり高齢者の方が、住まわれる方が多いということで、その中でやはり平屋のほうが２階

建てよりも高齢者に住みよい形になるのではないかという考えのもと、それから騒音等も２

階建てになりますと、やはりどうしても発生することの話を、トラブルだとかそういった

ケースもございます。その中で今回も平屋ということで計画させていただいております。 

 以上です。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅敏範君。 

○菅敏範君 

 ４ページの農林水産業費の水産振興費の２８万３,０００円について伺いたいと思いま

す。 

 これはマツカワの稚魚が死亡したために追加購入をするということですが、それは理解で

きるのですが、この対策として原因が停電だというふうに聞いているのですが、これ稚魚買

うだけだとまたいつそういうことでもって停電でまた死んでしまうことがあるかもわから

ない、同じことの繰り返しにならないかという疑問もあります。 

 停電というのは、いつでもあり得るような現象でありますので、少なくても停電でもそう

いう飼育している稚魚が死なないような対策が同時に議論されているのか、とりあえずは稚

魚だけでもって、それは後回しになっているのか、そこを伺いたいと思います。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 今回のこの事案に関しましては、その事故が起きたのは８月１８日ということなものです

から、その翌日に緊急的に臨時役員会が招集されました。その席に私、町長のかわりに出席

をしたものですから、今、ご説明させていただきますけれども、冒頭、施設を管理している

会長のほうからるるおわびの言葉も含めて管理上のこと、停電のこと等々ご説明もございま

した。 

 今、議員ご質問の設備上の課題といいますか、今後の対策に向けてなのですけれども、説

明を聞きますと設備上の課題としましては警報装置というのがついておりまして、これ自体
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には老朽化もあるのだということの説明と、それから停電の際に警報装置自体が今回、作動

しなかったという問題、それから停電時の情報の伝達の手段といいますか、体制、ここを明

確になっていなかったというのが説明もございましたし、先般の新聞等でも報道されており

ますけれども、このことによって停電そのものは約１時間ほどの停電だったのですけれど

も、ポンプが３時間ほど止まったということで酸素、酸欠ということで稚魚の死に至ったと

いうのが原因とその状況なのですけれども、そこで今後の対策でございますけれども、停電

時においても担当職員に連絡が今後入るような体制を整えると同時に、そういう設備という

か装置、これらが老朽しているということもあったものですから、それらも含めて対策をそ

の協議会の中で既に即構築したということで連絡がございました。 

 会議のときにはそういった対策をすぐ講じたいという話はございましたけれども、その後

のご連絡ではそういう対策も設備的には更新をしたということでございました。 

 協議会の会長のほうもそういう事業を管理している立場で、しっかりそういうこともあり

ましたけれども、今後はそのようなことがないようにということで十分なお話もございまし

たので、我々としましてもぜひよろしくお願いしたいということで、その日は私もお願いを

してまいった次第でございます。 

 以上でございます。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範君 

 大樹町が責任持って管理する施設ではないので、ここで全て詰め切れないかもしれません

が、ただ、そういう事情がありつつも、すぐ稚魚を購入しても、また９月の何かのときに、

１０月のときに停電が起きてまた死亡するということもあり得るということにある。 

 僕はできるのであれば、その施設をちゃんとして構えを直してから購入することも一つの

手段ではないかというふうに思うのですが、その辺、ここで言っても解決しないのだと思い

ますが、そういうことを早急にやって、同じことの繰り返さないようなことを管理している

担当というか、施設の代表のほうにぜひ強く申し入れていただきたいということを申し添え

ておきたいと思います。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 先ほど冒頭、もう少しご説明しておけばよかったと思ったのですけれども、今回のマツカ

ワの稚魚の関係。ここの施設設備は広尾の本町、それから音調津、それから大津のほう３カ

所に分かれて稚魚に分けて稚魚が飼われているのですけれども、この協議会でその臨時役員

会が冒頭あったときに、やはりこれまで平成４年からこの協議会始まって、特に平成１９年

から５万尾の体制といいますか、５万尾を確保したいということから進めておりました。 

 今回、この事故に至って２万３,０００匹が死亡したわけなのですけれども、そこをまず
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どうしようかということの議論を最初にスタートしたわけなのですけれども、やはり今回、

一緒に漁協のほうからも行って、各漁協さんですとか、それから関係４町が集まったのです

けれども、どうしてもやはり５万尾は確保したいのだという話もございました。 

 そこを意思確認していった中で、５万尾も体制をとるにはやはり仕入れ先のほうの都合も

あって、その大きさもあるので、その残りも早くということも、大きさもあるので早くとい

うことの話がいって、そういうふうに話が進んだのですけれども、その後段、おっしゃられ

るように設備の関係も先ほど繰り返しになりますけれども、そういうことの設備がまた、例

えば購入したとしても短期間の間に同様のことが、いつ何時あるかわからないということ

で、そういうことはないようにという話の中で、なるべく早急にということで対応するとい

うお話だったものですから、そのような形で我々としてもお願いしたいということで、各町、

それから漁協のほうからもそういうお話が出て、管理をしている広尾町のほうもそのように

早急に努めたいと、こういう話でございましたのでご理解を願いたいと思います。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹君 

 土木費の実施設計業務についてお伺いしたいのですけれども、寿団地の関係ですけれど

も、まず１点目ですけれども、あの周辺、民有地とか、道路、歩道の関係からいくと、かな

りの高低差があるのですけれども、高低差は一体どのぐらい程度があるのか、冬の雪解け水

だとか、洪水警報が出た場合には、ここに建てた場合、大丈夫なのか、それと日方団地を優

先的に入れるのですけれども、あの周辺、病院だとか、健康センターが近いということで、

その日方団地の入居者の入居条件もある程度は整備していくのか、それと日方団地の入居者

は誰でも応募があれば多ければ抽選でいくのか、ある程度、絞っていくのか、その辺ちょっ

と聞きたいです。 

○議   長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 現在の建設場所の関係でございますけれども、議員のご指摘のとおり今の土地と、隣、調

剤薬局さんがあるかと思いますけれども、そちらの土地につきましては高低差がございま

す。こちらにつきましては、まだ、調査設計しておりませんが、まだはっきりした数字では

ございませんが約８０センチ以上あると私たちのほうでも調査しているところでございま

す。 

 それで、雨水対策でございますけれども、調剤薬局さんのほうに今、１カ所個人で設置さ

れた雨水枡がございます。はっきりした年数はわからないけれども、多分、設置してからも

う５、６年以上たっているかなというふうに認識しております、 

 その中で、今まで大雨警報とかいろいろ出ておりますけれども、現状ではこちら側の敷地
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のほうに水が流れてきているという状況はないかなと思っております。 

 現状の敷地でございますけれども、確かに低い土地でございますけれども、全面、外構の

ほうもアスファルトは予定しておりません、駐車場の部分になろうかなと思います。砂利と

かそういった部分で自然浸透、それから必要な部分については調査設計した中で必要に応じ

て雨水枡を設置するなど、そういったことを今、考えている状況でございます。 

 それから、日方団地の入居条件でございますけれども、来年度、１ＬＤＫが３戸、２ＬＤ

Ｋが１戸建設いたします。昨年まで意向調査している中では、日方団地の現在、建て替えを

予定している土地、公住でその中の方々を優先して入居させたいと今のところ考えておりま

す。 

 当然、入居希望も聞いておりますので、その要望に応じられるような形で入居を予定した

いなと思っております。 

○議   長 

齊藤徹君。 

○齊藤徹君 

高低差が８０以上あると結構大変な実施設計になるのではないかと思うのですけれども、

あの辺の周辺、これは議員協議会でもお話ししたのですけれども病院があり、病院の跡地が

あり、旧特老があり、そして昨年度は民有地と土地を交換して大体、固めたのですけれども、

前町長の段階ではこの辺は一帯は福祉ゾーンで、そういう構想があったのですけれども、今

でもその辺の考え方は変わらないで公営住宅を建設はしていくということで、ある程度、青

写真を描いているのか、その辺ちょっと聞きたいのですけれども。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 新しい病院の周辺も含めた町有地の活用の方法についてのご質問をいただいたというふ

うに思っております。 

 前町長もあの地域については医療福祉ゾーンであるという考えを示されておりまして、私

も同様の考え方でおります。 

 地権者の方もご理解いただいて、町有地を一部交換をして旧特養の隣接地も町有地を確保

できたというようなことがあります。 

 旧特養については、現在、役場の書庫というような使い方をしておりますが、その用途に

よってはあそこも更地にした上で、医療・福祉ゾーンとして最も適した土地の利活用の方法

を検討していきたいなというふうにも思っているところでもありますし、旧病院を解体した

ところ、２１号付きのところについても大きな区画で、町有地がありますので、そこについ

ても高齢者向けの住宅も考えた上で公営住宅、またどういう施設をどういうふうにレイアウ

トするのがいいのかということも町民の皆様もそして議会の皆様とともに検討した上で、設

置に向けて検討していきたいなというふうに思っております。  
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○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹君 

 最後に一つお願いですけれども、今、課長のほうから日方団地の入居者、高齢者だとか、

障害者の方がいるのですけれども、今回、大樹町で出されたマスタープランのこの辺の地域

はまちづくり重点地区ということで、その中で子どもや高齢者、障害者などが誰でも快適に

便利に暮らせる生活の場とうたっているのですけれども、それは来年から障害者差別解消法

というのが４月からスタートするのですけれども、そういったことになると、例えばこの住

宅に入居する場合、そういったいろいろな条件で入れないとか、その差別解消法の中には不

当な差別の取り扱いだとか、合理的な配慮をきちんとしていかなければならないのですけれ

ども、そういった中で、例えば病院も近いし、健康センターも近いのですから、今、町長が

おっしゃったとおり一つの福祉のゾーンとして高齢者住宅を考えていくのだとなるのです

けれども、障害のある方も障害のない方も特に一緒に生きる、生活できるという場を考える

と、ぜひあの辺、施設そのものはバリアフリー化なのですけれども、今、課長が説明した、

あれだけの高低差があると土地整備、環境整備の段階で車椅子だとか、歩行困難な方、手帳

持っている方が、そういったときに入居時に妨げ条件にならないような土地整備のバリアフ

リー化というのもぜひ、実施設計業務の中に取り入れていただきたいのですけれども。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいまの齊藤議員のご質問は、今回の設計に関する部分ということでよろしいでしょう

か。 

 新しく日方団地の移住先という部分での公営住宅の候補地として今回、寿団地の建設にか

かる実施設計の費用を計上させていただいております。 

 先ほど私もその他、その周辺の地域で高齢者というふうにも申し上げましたが、ちょっと

言葉足らずでありましたが、その中には当然、障害者の皆様も入っているというふうにご理

解いただいても構わないかなというふうに思っておりますので、あらゆる方々が安心して暮

らせるような施設整備を進めていきたいというふうに思っておりますので、今回の実施設計

についても可能な限り、そういう方々にも安心してお暮らしできるような実施設計に努めて

いきたいと思っております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 同僚議員が聞いた同じ団地の関係ですが、これから設計をしていくのでしょう、いろいろ

な問題がありながら。 
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 一つ、僕、疑問をいつも感じるのです、これはみんな持っているのだろうと思うのですが、

前町長のときには酒森現町長は副町長でおられました。前町長は日方団地に住宅を建てます

とお答えになりました。なぜなら、反対側の道路に一つ建てて、あそこを壊して順次やって

いきたいという説明をしながら、したわけですね、我々に。ところが今度は、寿という説明

は協議会をお開きをいただきましたが、予算を出すころに我々にご説明をいただきました。

これは少しおかしいのではないかなと、我々は議会の中で議論を深める中でいろいろな提案

をさせていただいて、今まできています。来ていますが、我々の意見は削除され、あなた方

のご意見もどこかにトーンダウンし、そのときそのときによっていろいろな手法を使ってこ

られる。これは本当に、ちょっと不愉快なのです、逆を考えると。 

 我々に説明されたときにそういう説明をしておきながら、湧いたように寿と、総務委員会

で所管事務調査をされましたが、コンパクト何だかと横文字をお使いになっておりましたけ

れども、町を小さくして住民がそこに行きたいような構想がいいのだよとという話をされて

います。 

 現実的に、町長にお聞かせいただきたいのは、あのゾーンは将来どういう展望で、どうい

う形で、どうやって青図面を書いていくのか、書いてあるのか、町の１０カ年計画に入れて

いるだけなのか、あの一画、病院、老人ホーム、その一帯をどういう図面をお考えになって

いるのか、町長新しいのですから、まだこれからやるので、どうい青図面をお考えになって

いるのかお聞かせください。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま住宅建設費の寿団地の造成に関するご質問をいただきました。 

 私も４年間、伏見町長のもとで副町長を努めてまいりましたが、日方団地の改築に当たっ

て、地域住民の皆様からのご意見ということで、この隣接する地に移住をしたいというご回

答をいただいたということも含めて、今年もう建設しております川南第２団地の地に公営住

宅を建設していくという計画をもくろんでおりました。 

 その後、来年以降、増設を予定をしておりました町有地の２区画について、あの地で営業

されている会社のほうから購入の希望があったというようなことで、もう議会の皆様もご承

知のとおり２区画については売却を行ったということであります。 

 そこの地域に予定をしておりました、今後、建てる公営住宅については、その場所での現

在での川南第２団地の建設がかなわなくなったということで、昨年、伏見町長以下、私、ま

た関係職員含めて町有地の視察を行って、次の公営住宅の設置、建設場所についていろいろ

検討を進めてまいった経過がございます。 

 その中で、Ｂ＆Ｇの海洋センターのプールの前も候補地となりましたが、最終的にそれ以

降、あの地域における商店街の閉店等々、買い物に関する足の確保というような部分も含め

て、そこよりもさらに街なかがいいのではないかというようなことも含めて検討した結果、
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今回、寿町の団地のほうに公住を川南第２団地の代替となる公住を建設してはどうかという

きことで、実施設計を提案させていただいたところでもあります。 

 町立病院の周辺の用地につきましては、先ほど私の説明の中で触れさせていただきました

が、今後、どういう形であの施設を利活用していくのがいいのかというところは、しっかり

と皆様とご議論をしていきたいというふうに思っております。 

 いろいろ障害者の関係でありますとか、高齢者福祉に関する情報をたくさんお持ちの方も

いらっしゃいますし、私どもも今、鋭意情報を収集しているところでもあります。 

 今後、街なかに安心・安全に暮らせる施設のレイアウトについては、多くの皆様のご意見

を伺いながら取り進めていきたいと思っております。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 町長長々と言っていただいたのだか、日方団地が建てられなくなった理由がわからないの

です、僕。全然だらっとはしゃべっていますよ、あれ工業団地に売ったのもその前ですよね、

買いたいと、そういう考えあったけれども向こうが売ってくれというから売りましたと。 

 日方団地にあれを壊して、あそこに建てるといって、それがトーンダウンしたのはどうな

のだと聞いているのだけれども、国会と同じで違うことを言っても１回は１回だから表現か

えてしゃべりますけれども、現実的には日方には建たなかったのか。 

 それから、あの１ゾーンはどうするのですかと聞いているのだけれども、何もお答えをい

ただいていないのですけれども。病院、老人ホームの１ゾーンを福祉ゾーンと考えます、だ

から何を建てたいのかが全然わからない、福祉ゾーンて何なのですか。福祉ゾーンって町長

わかっているの、福祉ゾーンって何ですか。福祉って何ですか。福祉ゾーンって何ですか。

現実的に答えていただいていませんよ、福祉ゾーンって。 

 福祉は、何者も平等に暮らせる町という意味なのですよ。だから、どこに住んでも福祉ゾー

ンなのです。そうですよね、福祉課長。福祉ってそうですよね、違いますか。そうですね、

何事も福祉に、そこで暮らせるように、そこを福祉ゾーンにしたいのだったら、あとの   

所は福祉ゾーでもなければ何でもないのですかと。あそこには何を今度、建てたいのですか

と、あのゾーンを。福祉ゾーンってわかりますよ、青ビジョンもないのに何を言っているの

ですかと言っているのです。 

 ですから、今後、ビジョンづくりをしていただけるのですか、ただ町の１０カ年計画だけ

でやるのですかと聞いているのです、議長しっかり頼みますよ。そこら辺は、僕は賛成はす

るよ、現実的にはこれから実施設計に入ります。課長、実施設計入るよね、入るのだから、

あそこは障害者の方も入れる、今、町長言ったとおり、こういう方も、高齢者の方も、それ

から今、同僚議員がバリアフリーにしたい、高低差８０センチある、大丈夫か、掘るのだか

ら大丈夫だ、埋めればいいのだから、土をどこかから持ってこなくても掘ったら基礎を入れ

るのだから、その平米数を考えたら埋め立てはできる。現実的に、ですから今後、僕が考え
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るのはあそこは１ルームですよね。それから単身者用でなくて、夫婦というか、高齢者用と

いうか、それが２棟ですよね、我々説明いただいたのは。本当にそれがいいのかどうか、僕、

町長が福祉ゾーンという言い方をしたときに、本当に１ルームでいいのだろうかと、ここら

辺の論議はされたのだろうかという部分、そういう論議をしてほしいのですよ、現実的に。 

 ただ、あの図面を引くだけではなくて、将来、それでは障害者も入れるよ、これもこうだ

よ、そうしたらこれをちょっと変えることによってこうなるのだよと、これは公営住宅法で

規約か制限がかけられているのでしょう、多分。多分、こういうものをつくれと、これはな

いですか、あるのかないのか。現実的には西田議員は２階建てとか出ていたようですけれど

も、それもちょっと答弁、聞いていたけれども、公営住宅基本法みたいなものがあるのでしょ

う、補助金が出るのだから。これには、これしか建てられないのだよという網がかかってい

るのかどうか、お聞かせをください。 

 それから町長には、福祉ゾーンのグループホームをつくるのか、老人ホームをつくるのか、

ケアハウスをつくるのか、こういうもののイメージが頭の中におありになるのか、お聞かせ

をいただきたい、２点。 

○議   長 

 今の規制、工事に対する規制がちょっときっちりしたあれが書類が確認できないので、確

認しますということで、後ほど。 

 その福祉ゾーンの関係、青写真の関係、町長の構想の中であるのかどうか、先ほどいろい

ろな人と相談しながらというこれからの話みたいになっているのですけれども、もう一度そ

の辺を含めて酒森町長。 

○酒森町長 

 私が申し上げている福祉ゾーン、医療ゾーンということで、その中に構想があるのかとい

うご質問をいただきました。 

 大樹町が進めております住生活基本計画の中では、正直申し上げて高齢者住宅の建設とい

う部分には明確には考えはなかったというふうに思っております。 

 私も今回の第３期の介護保険福祉計画、高齢者福祉計画の策定で多くの委員からご意見を

出されて、審議される内容について私も出席をさせていただきました。 

 介護保険の保険料が増額になっていくということで、その中で介護保険を適用されない、

まだ軽いサービスで生活ができる皆様がいらっしゃる、介護保険に至らないまでも、その前

に安心して暮らせるような施設づくりがあったらいいねというお声もいただきましたので、

私が思う高齢者住宅というのは、簡単なサービスを受けて、お一人、またはご高齢者がお２

人の家族で健やかに暮らしていけるような、そういう集合的な高齢者住宅ができないかなと

いうふうに考えているところでもあります。 

 福祉ゾーンとはいかがかというご質問がありましたが、私は町民の皆様が安心・安全に医

療、または買い物、いろいろな部分でお暮らしができるような、そういうエリア、そういう

地域をあそこに構築できればなというふうに思っておりまして、そういう施設の中の中核的
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な施設として高齢者向けの住宅も地域に配置をしたいなというふうにもくろんでいるとこ

ろでもあります。 

 それ以外については建設課長のほうから説明いたさせます。 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３７分 

再開 午後 ３時５０分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 補助金の関係でございますけれども、公住に関しましては１階、２階、３階、５階でも特

に補助金の縛りはございません。 

 その中で、うちが今、平屋を建設中でございますけれども、やはり入居される方が高齢者

の方がほとんどであるという状況を踏まえますと、やはり平屋で、ある程度、高齢者の方に

も配慮した住宅がよいということで平屋の住宅を計画させていただいております。 

 ２階建て、３階建てで木造住宅で建設は可能でございますけれども、どうしても２階、３

階となりますと生活音、いろいろな音だとか、そういった面で苦情も多いと予想されます。

現状でもそういった苦情が数々寄せられているところでございます。 

 そういったこともありまして、現状では平屋の住宅ということで進めさせていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 町長、４５０万円、これから設計をするわけです。今、私も含めてですが、いろいろ疑問

を感じている方、夢を持っている方おりますので、どうかこれは設計をした中間では我々に

もお示しをいただけないかどうか、我々の意見も若干お聞きをいただいた上で、我々の思い

の設計も組み入れていただくよう、予算は通ったけれども後はおまえらは言うなということ

になりますので、ここでお約束を一度していただければありがたいなというふうに思うので

が、いかがでしょうか。これでやめますので、頼みます。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 
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 この予算を認めていただければ、これから実施設計の作業に入ってまいりますが、その中

間でぜひその実施設計の内容等お示しをさせていただいた上でご意見を伺いたいというふ

うに思っております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行君 

 ４ページの水産振興費、これ２８万円で上がってきているのですけれども、これは大樹町

が２８万円で、広尾とか大津、それから豊頃も同じような金額なのでしょうか。 

 それと、漁組なんかもこういうふうにして割り振りをして出資金を出しているのか、また、

例えば漁業者である人たちがマツカワの水揚げをした中の何％をこれにつぎ込んでいるの

かということを聞きたいのですけれども。 

○議   長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 負担割合でございますけれども、４町３単協でそれぞれ折半をしているところでございま

す。 

 それぞれ自治体、そして漁組さんで組合数等々、負担割合を設定しているところでござい

ます。 

 また、マツカワの割合ですか、今ちょっと手元に資料がないものですから、後ほど確認を

したいと思います。 

 以上でございます。 

○議   長 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行君 

 金の問題ではなくて、マツカワが水揚げしているのであれば、それに合わせてもらってい

ますよだけでもかまわないのですけれども。 

○議   長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 ご承知のとおり、大樹町でもマツカワのほうの水揚げというのは確認をされていますし、

実際問題、水揚げのほうされております。 

 数量的なものは、申し訳ございません、ちょっと今、把握をしてございません。 

 以上でございます。 

○議   長 

 漁業者が、マツカワの漁業者がそこから出しているのかという、その数字、今わからなく
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ても出しているかどうかだけわかれば。 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 負担金の関係でございます、私ちょっと勘違いしておりました。 

 今回、４町と３単協がそれぞれ負担をしておりまして、漁業者からの負担はいただいてお

りません。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 次に、お手元に配付のとおり、議案第７７号平成２７年度大樹町一般会計補正予算(第５

号)に対して、杉森俊行君、船戸健二君から修正の動議が出されました。 

 この際、提出者の説明を求めます。 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行君 

 議案第７７号平成２７年度大樹町一般会計補正予算(第５号)に対する修正動議を地方自

治法第１５号５条の３及び会議規則第１６条第２の第２項の規定により、別紙の修正案を添

えて提出します。 

 船戸議員とともに修正案を提出しましたので、私から説明を申し上げます。 

 議員各位のご審議をいただきたいと存じます。 

 初めに、修正動議の提出理由について説明をいたします。 

 この案件は、日方団地の建て替え、移転のことと認識しております。昨年の議案、議決の

中に国道を挟んで１０戸ほどを新築し、旧住宅人の移設が済み次第、旧住宅を解体し、跡地

に新たに町営住宅をつくり、随時推進する案が議会を通過いたしました。 

 この案件に沿って事業を進むべきではないか、また、住民のアンケートもとってあるとの

説明でしたが、南町、麻友地区は大樹町の市街地の南に位置し、老朽化した大規模公営住宅

団地の日方団地が立地し、周辺には空き地が目立つ上、下水道の本管、各基線が整備されて

いるものの、各棟には接続が進んでいない状態です。 

 また、一部には狭い道路など、道路基盤が整備されていない住宅地も見られるなど、人口

が減少する中で郊外型、市街地における基盤整備をどのように行うべきか課題がある地区で

す。 

 このような現状を踏まえ、空き地が増加し、民家、公営住宅の老朽化や地区人口の高齢化

が進む郊外地の基盤整備や地域の集約、再編のモデルケースとなる地区として位置づけであ

ります。 
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 モデルケースということは、将来の町の方向性が成功するか、不成功するか重大な案件で

あり、町、議会、民間等と十分話し合う必要があるのではないかというふうに考えます。 

 次に、移転先でありますが、旧車庫跡地につきましては、医療福祉施設が形成されつつあ

る地区です。今後も集積をするべきと私も思います。 

 よって、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、特老、介護養老型医療施設、病院等が集

積していますので、認知症対応型共同生活介護グループ、グループホームと言われているも

のです。サービス付高齢者向け住宅等の病院等の協力機関の必要な施設建設には賛同いたし

ますが、一般的町営住宅建設には反対いたします。 

 ３番目に旧車庫跡地と比較されました、大樹交通公園周辺の準工業地域については、歩い

て生活できる利便性が高く、コンパクトな都市機能の集積を目指し、順次、住居への用途地

域の変更を図り、緑豊かな住宅地の形成を図ります。 

 交通公園周辺は、下水管の埋設、旧駅舎跡地の解体、道路整備等に約９,０００万から１

億の経費が見込まれるという説明がありました。 

 しかし、この土地を金をかけて整備しないと将来的にも使用不可能な土地です。このよう

なことがあるのであれば、近年、大樹町の貯蓄高が３億円前後に下がったときがあります。

近々の貯蓄高は約２５億前後と認識しております。多い、少ないを論ずる前に、土地の固定

資産税や補助金等を勘案し、この土地が使用できるように実現するものであれば、早急に取

りかかるべきではないか、後々にかかる経費が少なくなると考えます。また、旧車庫地の跡

地は道路用地５メートル幅がありますが、この用地の使用方法をどのように考えているのか

お尋ねいたします。 

 私がこの修正動議を用いた資料は、町議の方々もご存じと思いますが、この資料でござい

ます。これは、平成２７年４月に北海道大樹町が発行しているものです。これによりますと、

町長はこういうことをよくご存じだと思います。 

 大樹町都市計画マスタープランです。これの４８ページ、５３ページ、５６ページ、５７

ページに記載されています。これが４月に改訂版が出されました。２月にたしか普通の版が

出たのですけれども、平成１３年から平成３５年間の２５年間のたしかこれは計画だと思い

ますが、平成２６年、２７年にかけてこれは１０年間のサイクルで改正版を出したものです。

これはまだ出て半年もたたない案件なのです。それで、先ほどから同僚議員からも出ている

ように、すぐ１年もたたないうちにころころ変わっていいものなのかというほうに私も思い

ます。 

 また、本日の所管事務調査でも私たちはちょっとわかりませんでしたが、その中でもこう

いうふうな交通公園などの整備をしてつくるべきではないか、そして同僚議員が言いまし

た、伊藤さんとの交換した土地などがこの５６ページにあるとおり、ここにあるとおりオレ

ンジ色で囲まれている線は医療関係の建物を建てるというような、前町長の案でございます

ので、これはやはり１年もたたないうちに、それをころころ変えるのであればちょっと私た

ち町議としても、今までの案件が何だったのかというように感じます。 
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 特に、この車庫地跡地は８０センチも段差があるというような意見も出ています。それで

あれば、交通公園のほうに１億円の金をかけても、私、大体計算した感じでは最大５０何戸

の住宅がつくれると思います。 

 そうして、これは柏木町、松山、そして双葉町の住宅も年々老朽化してくるという話も聞

いています。 

 そういうことを受け入れるためにも、こういう土地を更地にして町営住宅が使えるような

状態にしておいたほうが将来的に私はいいのではないかというふうに考えます。 

 そして日方団地のことですが、これは建て替えをしていくということでモデルケースとい

うようになっています。これは、私たち議員の中でも一般質問でよく出てきましたが、バス

を回すとか、買い物のためのバスを回すとか、病院に運ぶためのバスを回すとかという一般

質問が出てきたやつがこれからこういうものが実現していくのではないかというふうに考

えます。 

 特に柏木町も双葉町も松山町もバスで動かなければ、買い物とか病院に行く人たちが大変

困る時代がもう２、３年後に来ると、特に団塊の世代が７５歳を過ぎるのはもう１０年もた

たなくて来るということですから、そういう関係からちびちびやらないで、大きい規模で、

１億かけてもいいから将来的にはこうやるのだと、同僚議員も言っていたとおり何をやりた

くて、何を考えているのだということをもっとアピールすべきだと思うのです。そのために

私は１億円をかけても交通公園は更地にすべきだというように考えています。 

 次に、お手元の資料をご覧いただきたい思います。議案第７７号平成２７年度大樹町一般

会計補正予算(第５号)の一部を次のように修正する。 

 第１条、中、１億２,４４８万４,０００円を１億１,９９８万４,０００円に、６１億２,

６８３万８,０００円を６１億２,２３３万８,０００円に改める。 

 第１表、歳入歳出予算の一部を次のように改める。１４款国庫支出金、国庫補助金、補正

額２２５万円をゼロ円に減額する。合計１億３,３９５万４,０００円に改める。 

 １９款繰越金、１項繰越金、３,９１６万７,０００円を３,６９１万７,０００円に改める。

計１億１９３万２,０００円を９,９６８万２,０００円に改める。 

 歳出、第８款土木費、５項住宅費、補正額４５０万円をゼロ円に減額する。計１億５,５

３４万８,０００円を１億５,０８４万８,０００円に改める。 

 歳出合計、補正額１億２,４４８万４,０００円を１億１,９９８万４,０００円に改める、

計６１億２,６８３万８,０００円を６１億２,２３３万８,０００円に改める。 

 続きまして、歳入歳出予算事項別明細書総括、歳入１４款国庫支出金、２６３万４,００

０円を３８４万円に改める。計３億６５２万３,０００円を３億４２７万３,０００円に改め

る。 

 １９款繰越金、補正額３,９１６万７,０００円を３,６９１万７,０００円に改める、計１

億１,９３２万円を、９,９６８万２,０００円に改める。 

 歳入合計、補正額１億２,４４８万４,０００円を１億１,９９８万４,０００円に改める。 
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 合計６１億２,６８３万８,０００円を６１億２,２３３万８,０００円に改める。 

 歳出、８款土木費、補正額４５０万をゼロ円に減額する、計６億２,４１０万１,０００円

を６億１,９６０万１,０００円に改める。 

 財源内訳、特定財源、国道支出金２２５万円をゼロ円に減額する。一般財源２２５万円を

ゼロ円に減額する。歳出合計、補正額１億２,４４８万４,０００円を１億１,９９８万４,

０００円に改める。 

 合計６１億２,６８３万８,０００円を６１億２,２３３万８,０００円に改める。 

 財源内訳、特定財源、国道支出金を８,４５７万４,０００円を８,２３２万４,０００円に

改める。 

 その他の財源１万５,０００円、一般財源３,９８９万５,０００円を３,７６４万５,００

０円に改める。 

 歳入、１４款国庫支出金、２項国庫補助金、５目土木費国庫補助金、補正額２２５万円を

ゼロ円に減額する。計８,９３９万７,０００円を８,７１４万７,０００円に改める。 

 節、区分に住宅管理費補助金、金額２２５万円をゼロ円に改める。 

 説明、社会資本整備総合交付金２２５万円をゼロ円に減額する。 

 計、補助金２２５万円をゼロ円に改める。計１億３,６２０万４,０００円を１億３,３９

５万４,０００円に改める。 

 １９款繰越金、１項繰越金、補正額３,９１６万７,０００円を３,６９１万７,０００円に

改める、計１億１９３万２,０００円を９,９６８万２,０００円に改める。 

 節、１、前年度繰越金３,９１６万７,０００円を３,６９１万７,０００円に改める。 

 説明、前年度繰越金を３,９１６万７,０００円から３,６９１万７,０００円に改める。 

 合計、補正額３,９１６万７,０００円を３,６９１万７,０００円に改める。計１億１９３

万２,０００円を９,９６８万２,０００円に改める。 

 ３項歳出、８款土木費、５項住宅費、２目住宅建設費、補正額４５０万円をゼロ円に減額

する。計１億２,３１９万１,０００円を１億１,８６９万１,０００円に改める。 

 補正額の財源内訳、特定財源、国道支出金２２５万円をゼロ円に減額する。一般財源２２

５万円をゼロ円に減額する。 

 節、区分、委託料４５０万円をゼロ円に減額する。 

 説明、寿町団地実施設計業務４５０万円をゼロ円に減額する。 

 計、補正額４５０万円をゼロ円に減額する。計１億５,５３４万８,０００円を１億５,０

８４万８,０００円に減額する。 

 特定財源、国道支出金２２５万円をゼロ円に減額する。一般財源２２５万円をゼロ円に減

額する。 

 以上でございます。 

 議員皆様のご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○議   長 
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 これより、修正動議を含めた歳入歳出の全般の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 髙橋英昭君。 

○髙橋英昭君 

 ただいまの修正動議ですけれども、杉森議員に伺います。短く伺います。 

 まず、杉森議員は街なかに公住を持ってくることは決して反対しているわけではないと思

うのです。ただ、寿団地に持ってくることがだめで、鉄道公園に持ってこいというご意見か

と思いますけれども、そういう感じでよろしいでしょうか。 

○議   長 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行君 

 私はできましたら日方団地のほうでやるということが決まりました。それが先の町長の説

明で工業団地として売るというようなことがあって、なかなかできないという説明がありま

したので、それはある程度わかります。 

 だけども、この交通公園は準工業団地ということでございますので、このマスタープラン

ですか、これすごくよくできたプランだと私は読んで感心しております。そういうことであ

りまして、１億円近くの設備がかかると思いますけれども、できましたら私はそこのところ

に団地を持ってきて、工業団地ではなくて交通公園に持ってくるということに賛成している

のです。 

○議   長 

 髙橋英昭君。 

○髙橋英昭君 

 議員おっしゃっておりました川南団地、今、第２団地に移設して、順繰り順繰り壊して建

て替えるということは私も伺っております。  

 その後、議員協議会等で議会からやはり街なかに持ってくるべきではないかと、そういう

議論もされてきました。 

 今回、寿団地に持ってくるようになったのは、そういったことからもあるかと思います。 

 私も鉄道公園がいいなと思ったのですけれども、やはり経費だとか、今すぐできない、そ

ういった事情も聞いております。そうならば、いち早く建てて、早く川南団地を整備をする

と、そういうことが必要だと思うのですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 

○議   長 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行君 

 それは先ほど説明したとおり、病院の近くは医療とか、福祉施設が形成されているという

ことで、そういうようなもの、例えばグループホームとか、介護付老人アパートとか建てる

ものに対しては私は反対しません。 
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 それはなぜかというと、その地区は医者とか介護士、看護師たちが常時近い場所にいると

いうことでございますので、同僚議員から出たとおり、そこのところを私としては医療を支

える住宅施設をつくっていったほうがいいのではないかという青写真というものを私自信

も持っていますので、そういうことがあります。 

 交通公園に金がかかると言いますけれども、ずっとやらなくてもいずれかかってくること

になるのです。それで、先ほど説明したように３億しか金がなかった貯蓄が今、２５億ぐら

いあるといいます。それで１億かけてもいいから、今やっておくと将来的にチョビチョビや

るのではなくて、今やっておいたらいかがなものですかということです。 

 そうすれば、これからの住宅を建てる２３戸建てるにしても、一々一々ちょびちょびやっ

ていくことはないと、そこに集約できるのではないかという気持ちがありまして、この意見

を述べているのです。 

○議   長 

 髙橋英明君。 

○髙橋英昭君 

 最後の質問です。 

 私も病院の近くにそういった医療施設を持っていることについては賛成です。 

 ただ、公営住宅を持ってくることも、また先ほど同僚議員もありましたように高齢者だと

か障害者の方が住まわれれば、それは病院に近いほうがいいわけで、決して医療施設だけを

持ってくるだけがそういった寿団地ということでの活用はないと思いますので、そういった

ことで私は考えておりますけれども、その辺についていかがなものでしょうか。 

○議   長 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行君 

 私も公営住宅を持ってくるのは反対ということではないのですけれども、ただ、日方団地

は書いてあるとおりモデル事業なのです。モデル事業。 

 ということは、これから柏木町も松山も双葉もなるのですよ。そして同僚議員が言ってい

るようにバスというのですか、循環バスを走らせたらどうかということを一般質問でも何年

も前から言っている人はいます。 

 そういうことも考えてやるとか、食品を買う場所が、私の考えでは今、大樹町４カ所しか

ないのです。それが１０％になったら２つ残るかどうかです。 

 そういうことも考えて言うことは、要するにモデル地区だということです。柏木町も建て

替えるわけにはいかないのですよすぐに、そういうことでモデル地区なので、そういうシス

テム、バスで歩くとか、食品を売りに来る人、それは民間でやるのか、町でやるのか、町で

お願いするのかわかりませんけれども、そういうことを考えていかないと立ち行かなくなる

のではないかということで私は考えているのです。これ、それこそ５年、１０年のスパンで

考えていることですから。私の意見はそれです。 
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○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 同僚議員にお聞きをします。 

 公営住宅はつくることは賛成なのかどうか、まず１点。それから２点目、今の議案と大分

違うことをお話をされていたと思うのですが、バスを通せとかああとかいうことが出ていま

したが、公営住宅をつくることに反対、今、同僚議員も聞いていましたがちょっと説明がわ

かりません。イエスかノーか、この場所ではだめだというふうにお答え、それから公営住宅

をつくることは反対というふうにご理解していいのかどうか、お聞かせください。 

○議   長 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行君 

 今の寿町につくることに対しては反対します。それは１２月からの前町長のときにみんな

がこれで賛成して通ったわけです。それを１年もたたないうちにこういうふうに変えるとい

うことは、私は議会としての信用性がなくなるし、町民に対して説明ができないと思います

から。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 それでは今、公営住宅を建てることはだめだと、それでは入っている方が入れない状態が

起き得る可能性があると思うのですが、その場合、どのようなお考えで反対になっているの

か、入るところがなくなったときはどういうふうにするのか、お考えを。そして、どの場所

がいいのかお聞かせをください。 

○議   長 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行君 

 私は寿町の車庫あたりにつくるのが反対であって、日方につくることは何も反対していま

せん。そのほかにも皆さんで協議するなり、交通公園がいいのであればいいし、プールの前

につくるのも別に反対しません。寿町の車庫跡につくる一般の住宅をつくることには反対し

ています。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之君 

 今、聞くと寿だけが反対、あとはつくることは賛成という認識でよろしいですね、今後、

この事案が、違う事案が出てきたときにこうだ、ああだということはないというふうにご理
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解してよろしいですね。 

○議   長 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行君 

 はい、よろしいです。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般の質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

お諮りします。 

討論は、議会運営基準９６で、初めに原案賛成、次に原案及び修正案反対、次に原案賛成、

次に修正案賛成の順で行う規定となっていますが、本会議においては、先に修正案に対して

反対討論、賛成討論、次に、原案について反対討論、賛成討論を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

ご異議なしと認めます。 

よって、討論は、先に修正案に対して反対討論、賛成討論、次に原案について反対討論、

賛成討論を行うことに決しました。 

それでは、修正案に対する討論を行います。 

討論はありませんか。 

髙橋英昭君。 

○髙橋英昭君 

ただいま議題となっております、議案第７７号の平成２７年度大樹町一般会計の補正予算

(第５号)の修正案に反対する立場で討論します。 

修正案は、平成２８年度に建設を予定している日方団地公営住宅建て替え移転に伴う寿団

地建設事業の実施設計業務の補正予算案を、全額削除する内容の修正案であります。 

日方団地公営住宅の建て替えについては、既に川南第２団地として、平成２６年度から建

設し、６世帯が移転しており、平成２７年度では２棟建設中であり、６世帯が移転を予定し

ている状況にあります。 

原案の寿団地建設は、平成２６年度において改定した大樹町都市計画マスタープランに基

づいたコンパクトなまちづくりを推進しており、街なかへの建設案として提案されておりま

す。 
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今回の建設予定地は病院、調剤薬局、らいふなどの福祉施設が隣接し、高齢者世帯や子育

て世帯の方々も安心して住めることができ、商業施設などの利用においても、比較的近い位

置にあるほか、町道２１号線とのアクセス、上下水道などのインフラ整備状況もよく、入居

者に対した配慮とした建設位置と考えます。 

よって、原案を支持する立場から、平成２７年度大樹町一般会計の補正予算(第５号)の修

正案に反対いたします。 

○議   長 

次に、賛成討論の発言を許します。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

賛成討論なしと認めます。 

次に、反対討論の発言を許します。 

反対討論なしと認めます。 

これをもって、修正案の討論を終了いたします。 

次に、原案に対する討論を行います。 

討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

討論なしと認めます。 

これをもって、原案の討論を終了します。  

これより、議案第７７号平成２７年度大樹町一般会計補正予算(第５号)についての件を採

決いたします。  

 まず、本案に対する杉森俊行議員、船戸健二議員から提出された修正案について、起立に

より採決いたします。 

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議   長 

 起立２名。 

 起立少数であります。 

 よって、本修正案は否決されました。 

 次に、原案について採決します。 

 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議   長 

 起立８人。 

 起立多数であります。 
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 よって、本案は、可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第７８号 

○議   長 

 日程第２０ 議案第７８号平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました、議案第７８号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算(第２号)をお願いす

るもので、今回の補正は歳入歳出それぞれ６４４万６,０００円の追加補正でございます。 

 内容につきましては、保健福祉課長より説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜りま

すようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 それでは、議案第７８号平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算(第２号)について

ご説明いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ６４４万６,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ６億

７,６２２万２,０００円とするものです。 

 内容につきましては、事項別明細書でご説明いたしますので、８ページ、９ページをお開

きください。 

 歳出です。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、補正額３９５万７,

０００円の増。これは、平成２６年度の介護保険給付費が確定し、余剰金が生じましたので

翌年度以降の給付費に備えて全額、基金へ積み立てるものです。 

 今回、３９５万９,０００円を積み立てますと、基金の保有額が１,０４６万９,４９７円

となるものです。 

 ５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金、補正額１８８万５,０００円の

増。これにつきましては、平成２６年度保険給付費の確定に伴い、介護給付費として交付さ

れた交付金を返還するものです。 

 同じく５款諸支出金、２項操出金、１目他会計操出金、補正額６０万４,０００円の増。

これにつきましても、平成２６年度保険給付費の確定に伴い、大樹町の負担率に応じて負担

金を返還するものです。 



 

－ 82 － 

 次に、歳入についてご説明しますので、６ページ、７ページをお開きください。 

 歳入です。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額６４４万６,０００円の増となります。 

 次に、総括の歳出、５ページをお開きください。 

 歳出です。 

 ４款基金積立金から５款諸支出金まで、歳出合計、補正前の額６億６,９７７万６,０００

円、補正額６４４万６,０００円の増、計６億７,６２２万２,０００円でございます。 

 次に、４ページの歳入です。 

 ８款繰越金、歳入合計、補正前の額６億６,９７７万６,０００円、補正額６４４万６,０

００円の増、計６億７,６２２万２,０００円となります。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第７８号平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算（第２号）につい

ての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２１ 議案第７９号 

○議   長 

日程第２１ 議案第７９号平成２７年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算（第２

号）についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 
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 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第７９号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算(第２号)

をお願いするもので、今回の補正は歳入歳出それぞれ８７万４,０００円の追加補正でござ

います。 

 内容につきましては、特別養護老人ホーム所長より説明いたさせますので、ご審議の上、

議決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 瀬尾特老所長。 

○瀬尾特別養護老人ホーム所長 

 議案第７９号平成２７年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算(第２号)につ 

いてご説明いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ８７万４,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ３億９,

４６１万７,０００円とするものです。 

 内容につきましては、事項別明細書により説明いたしますので、８ページ、９ページの歳

出をお開き願います。 

 歳出。 

 ２款介護老人福祉施設事業費、１項介護老人福祉施設事業費、１目介護老人福祉施設、補

正額８７万４,０００円の増につきましては、１２節の役務費１４万７,０００円の増につき

ましては、故障した厨房用のエアコンの処分にかかる手数料と大腸菌検査等の手数料の増に

よるものです。大腸菌検査の手数料につきましては、冬期間に流行するノロウイルスによる

食中毒を防ぐため、調理員に実施している大腸菌検査の際に１０月から３月の間に限り月１

回、ノロウイルス検査の項目を追加する経費でございます。 

 １８節備品購入費、６９万９,０００円の増につきましては、２０年前から使用している

厨房用エアコンが故障し、修理が困難であるため、エアコンの更新にかかる経費でございま

す。 

 ２３節償還金利子及び割引料２万８,０００円の増につきましては、昨年１２月十勝総合

振興局の実地指導を受け、介護報酬の栄養マネジメント加算、１日１４０円について低栄養

状態の高リスク者の記録方法が加算の要件を満たさないとの指摘を受け、自主点検した結

果、平成２５年６月から平成２６年１１月の期間に高リスクであった７人の利用者負担分の

加算額の１割に当たる１日１４円、総額２万８,０００円を還付するものであります。 

 次に、６ページ、７ページをお開きください。 

 歳入です。 

 １款サービス収入、１項介護給付費収入、２目介護老人福祉施設事業収入、補正額２４万
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９,０００円の減であります。 

 これにつきましては、平成２５年６月から平成２６年１１月までの間に誤って受領した栄

養マネジメント加算の介護給付費９割相当分を町に返還するもので、介護給付費は国保連合

会を通してやりとりし、現年給付費から差し引かれる方法により返還するため、収入を減額

するものです。 

 ４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額１１２万３,０００円の増。これは前年度

繰越金を充当したことによります。 

 次に、総括５ページの歳出をお開きください。 

 ２款介護老人福祉施設事業費、歳出合計、補正前の額３億９,３７４万３,０００円、補正

額８７万４,０００円の増、計３億９,４６１万７,０００円となります。 

 次に、４ページの歳入です。 

 １款サービス収入から４款繰越金まで、歳入合計、補正前の額３億９,３７４万３,０００

円、補正額８７万４,０００円の増、計３億９,４６１万７,０００円となります。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

これをもって、提案理由の説明を終わります。 

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

安田清之君。 

○安田清之君 

 この２万８,０００円、還付するという協議会で説明を受けました。町民の方に誤解を与

えたら困りますので、きちんとその部分はやることはやっていましたと、記載ミスでござい

ましたというふうに、還付というふうに書くとまた還付金と単純にお書きになる方もおられ

ますので、その内容はきちんと説明をするようお願いをしておきます。 

 これは、道の監査の甘さ、ずっと前からあったわけですから、道の監査が監査の方の能力

がなくて、指摘が受けなくて、次に来た方が指摘をしていったということでご理解をしてお

きますので、道にも今後、こういうときには始末書というのですか、注意処分で普通は還付

まではないだろうと、自分の同僚方が見つけられなかったものを見つけて還付してやれとい

う話はちょっとやり過ぎかなと、指導をしていただくよう道にも議長会からこういうミスが

あったのだから、議長会から監査委員に言っていただいて、議長会からこういうときには、

こういうことにならないように記載ミスだけですから、こういう要望、道の職員が悪いのだ

から、うちの職員が悪いのではない、職員が見つけられなかった、次に来た方が見つけたの

だから、それは道の責任であって指摘もできなかった、注意もできなかった、これは指導機

関としてあるまじき行為であるのだから、議長会から十分、道に申し入れをしていただくよ

う議長お願いしておきます。 

 それでやめますから、議長よろしいですか。 

○議   長 
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一応、各議長さん等に情報を聞いてから判断したいと思います。 

ほかに質疑ありませんか。 

菅敏範君。 

○菅敏範君 

 簡単なことを聞きたいと思います。 

 ９ページの役務費の大腸菌等の検査手数料なのですが１２万円計上されております。人数

と単価を教えていただきたいと思います。それとその範囲、それから一定の期間内にやるも

のですから、雇用の関係とかでいろいろあった場合にはまた補正を組むという考えなのかど

うかもお聞きしたいと思います。 

○議   長 

 瀬尾特老所長。 

○瀬尾特別養護老人ホーム所長 

 人数ですけれども、調理員、臨時の調理員を含め９名と栄養士１名で１０人で、単価が２,

０００円で、６カ月ということで１２万円になります。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行君 

 ９ページの備品購入費、６９万９,０００円なのですが、これはエアコンというふうに聞

きましたけれども、これは一般用のものなのか、それとも業務用のものなのか、それと私た

ちの平米数、何平米に対処できるものなのかというのを聞きたいのですけれども。 

○議   長 

 瀬尾特老所長。 

○瀬尾特別養護老人ホーム所長 

 業務用の厨房用のパッケージエアコンというふうになっておりまして、今、ついているも

のと同様のタイプの天井からのつり下げ式といいますか、壁に設置するようなタイプのもの

になっております。 

 平米数といいますと、ちょっと手持ちの資料がないのですが、すみません。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 
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○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第７９号平成２７度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）

についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 

 

 

    ◎日程第２２ 議案第８０号 

○議   長 

日程第２２ 議案第８０号平成２７年度大樹町水道事業会計補正予算（第２号）について

の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第８０号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町水道事業会計補正予算（第２号）をお願いする

ものでございます。 

 今回の補正は、資本的収入及び支出の部で、過年度分損益勘定留保資金を２億１,８８０

万円に改め、支出では７０万円の増の補正と棚卸資産の購入限度額を１,２０７万円に改め

るものでございます。 

 内容につきましては、水道課長より説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜りますよ

うお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 鈴木水道課長。 

○鈴木水道課長 

 それでは、議案第８０号についてご説明させていただきます。 

 平成２７年度大樹町水道事業会計補正予算(第２号)についてですけれども、第２条の資本

的収入及び支出では、過年度分損益勘定留保資金を２億１,８８０万円に改めることとし、

補正額は資本的支出を７０万円増額するものでございます。 
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 第３条では、棚卸資産の購入限度額を１,２０７万円に改めるものでございます。 

 内容につきましては、事項別明細書で説明させていただきますので、１０ページ、１１ペー

ジをお開き願います。 

 資本的収入及び支出の支出の部。 

 １款資本的支出、１項建設改良費、１目固定資産取得費、補正予算額７０万円の増、これ

につきましては新規メーター器の購入費でございますが、今年度は集合住宅などの新築件数

が多く、規定の予算では不足する見込みとなるもので７０万円の増額補正をお願いするもの

でございます。 

 次に、８ページ、９ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出の収入の部。 

 損益勘定留保資金で、補正予算額７０万円の増でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第８０号平成２７年度大樹町水道事業会計補正予算（第２号）についての

件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２３ 議案第８１号 

○議   長 

日程第２３ 議案第８１号平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計補正予算(第

１号)についての件を議題といたします。 
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 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第８１号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計補正予算(第１号)

をお願いするものであります。 

 今回の補正は、収益的収入及び支出の部で、収入、支出ともに１２８万円の増額補正でご

ざいます。 

 内容につきましては、病院事務長より説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜ります

ようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 それでは、議案第８１号平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計補正予算(第１

号)について説明いたします。 

 今回の補正は、１０月から皮膚科専門外来の開設にかかる経費と、それに伴います外来収

益の増額について補正をお願いするものであります。 

 １ページをご覧ください。 

 議案第８１号平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計補正予算(第１号)につい

て、第１条、平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計補正予算(第１号)は、次に定

めるところによる。 

 第２条、平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算(第３条)に定めた収益的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入、第１款病院事業収益、補正予定額１２８万円の増。 

 支出、第１款病院事業費用、補正予定額１２８万円の増とするものであります。 

 内容につきましては、事項別明細書で説明させていただきますので、１０ページ、１１ペー

ジをお開きください。 

 収益的収支の支出の部、第１款病院事業費用、第１項医業費用、３目経費１２８万円の増、

内訳は賃借料で１送迎用のタクシー借上料として３１万円の増、委託料で皮膚科医師の派遣

委託料として９７万円の増となっております。 

 次に、８ページ、９ページをご覧ください。 

 収入の部、第１款、病院事業収益、第１項医業収益、２目外来収益、１２８万円の増で、

皮膚科の診察に伴います診療収入の増額を見込んだものであります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 
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 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹君 

 １１ページの委託料で９７万円ということなのですが、これは半年とかの分のトータルで

の９７万円なのですか、それとも１回何ぼで積み上げて９７万円なのでしょうか。 

○議   長 

 伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 今回の補正につきましては、１０月から３月分の診療にかかわる部分でありまして６カ

月、月２回の医師が派遣されるということでありまして、１回当たり８万５００円をお支払

いするという形で、その１２回分でございます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行君 

 すみません、私も今ちょっと聞き違ったのですが、逆を考えていけば、タクシーの借り上

げ料は要するに６カ月で月２回ということで計算してよろしいのですか。 

○議   長 

 伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 タクシーの借上料につきましても、月２回、６カ月１２回分で、１回当たり２万５,６０

０円となっております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第８１号平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第１

号）についての件を採決いたします。 
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 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎散会の宣告 

○議   長 

 以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

散会 午後 ４時５４分 
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開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

○議   長 

 ただいまの出席議員は１１名であります。 

 定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

○議   長 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において、 

 １１番 柚 原 千 秋 君 

  １番 船 戸 健 二 君 

  ２番 齊 藤   徹 君 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 認定第１号から日程第９ 認定第８号 

○議   長 

 日程第２ 認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定についてから日程第９ 認

定第８号平成２６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定についてまで、以上８件

を一括議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました認定第１号から認定第８号まで、一括上程されました決算認定

について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 認定第１号は平成２６年度大樹町一般会計の決算認定でございます。認定第２号は平成２

６年度大樹町国民健康保険事業特別会計の決算認定、認定第３号は平成２６年度大樹町後期

高齢者医療特別会計の決算認定、認定第４号は平成２６年度大樹町介護保険特別会計の決算

認定、認定第５号は平成２６年度大樹町介護サービス事業特別会計の決算認定、認定第６号

は平成２６年度大樹町公共下水道事業特別会計の決算認定、認定第７号は平成２６年度大樹

町水道事業会計の決算認定、認定第８号は平成２６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計

の決算認定で、８会計についての決算認定をお願いするものでございます。 

 さきに、会計管理者から決算書の提出がありましたので、水道事業及び病院事業につきま

しては６月５日に、その他の会計につきましては７月２４日に、それぞれの審査をお願いす

べく監査委員さんに提出をいたしました。 
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 監査委員さんにおかれては、７月１５日から８月２０日まで延べ１９日間にわたり、８会

計の内容審査をいただき、お手元にお配りの意見書の提出をいただいておりますので、今回、

８会計の決算認定をお願いするものであります。 

 それぞれの会計の内容につきましては、認定第１号については総務課長、認定第２号及び

第３号は町民課長、認定第４号は保健福祉課長、認定第５号は特別養護老人ホーム所長、認

定第６号及び第７号は水道課長、認定第８号は病院事務長より、それぞれ説明いたさせます

のでご審議の上、認定賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせて

いただきます。 

○議   長 

 それでは、これよりその順序に従い、説明を求めます。 

まず初めに、認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定について。 

松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定についてご説明します。 

 議案の１ページをお開きください。 

平成２６年度一般会計決算総括表でございます。 

単純に４列目の決算額から６列目の収入未済額についてご説明いたします。 

最初に、町税、決算額７億６,６３５万２,９６９円、不納欠損額１万４,４００円、収入

未済額１,５９３万４,３８９円、収入割合につきましては、前年度と同じ９８.０ポイント

でございます。 

地方譲与税１億５,６９１万２円。利子割交付金１５３万１,０００円。配当割交付金３１

８万９,０００円。株式等譲渡割所得割交付金１７０万１,０００円。地方消費税交付金７,

４７８万円。自動車取得税交付金１,９３２万４,０００円。国有提供施設等所在市町村助成

交付金３０万円。地方特例交付金７４万３,０００円。地方交付税３３億８,５５４万７,０

００円。交通安全対策特別交付金１０２万９,０００円。分担金及び負担金、決算額１億２,

４４８万４,５００円、不納欠損額１８万７,８７０円、収入未済額２６９万２１０円、収入

割合は前年度より０.３ポイントプラスの９７.７％でございます。使用料及び手数料、決算

額２億３,２５６万５,３２８円、収入未済額６８１万５,１５４円、収入割合は前年度より

０.２ポイントプラスの９７.２％です。国庫支出金４億１,３０９万５,９１１円。道支出金

５億４,０７８万７６２円。財産収入、決算額５,７４３万１,３０９円、収入未済額７万５,

７００円、収入割合は前年度と同じ９９.９％でございます。寄附金９１７万５,０００円。

繰入金１,０６５万１,２９６円。繰越金３億４,６７５万２,７８７円。諸収入、決算額１億

７,７９７万２,８６８円、収入未済額１９２万５,０００円、収入割合は前年度より１.５ポ

イントプラスの９８.９％です。町債１０億８４０万８,０００円。 

歳入合計では、予算現額７４億５,５４１万２,０００円に対し調定額７３億６,０３６万

７,４５５円、決算額７３億３,２７２万４,７３２円、不納欠損額２０万２,２７０円、収入
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未済額２,７４４万４５３円、収入割合につきましては前年度と同じ９９.６％です。 

なお、前年度歳入決算額は７３億８,５２５万６１６円で、収入済額は前年度に比べ０.

７ポイントのマイナスとなってございます。 

次のページをお開きください。 

歳出でございます。 

科目ごとに５列目の決算額と６列目の翌年度繰越額の順でご説明申し上げます。 

議会費５,５１４万９,３００円。総務費、決算額１３億８,６６４万８,３６９円、翌年度

繰越額５１万５,０００円。民生費、決算額７億１,７３２万５,０２４円、翌年度繰越額１,

９１０万１,０００円。衛生費１億５,８３３万６,６０９円。労働費、決算額７７万７,９０

３円、翌年度繰越額７００万円。農林水産業費、決算額６億９,０２６万７,５１７円、翌年

度繰越額１億４,７３０万円。商工費、決算額２億７,８５２万３,３０１円、翌年度繰越額

５,１４４万９,０００円。土木費５億６０万３,６９５円。消防費、決算額３億２,１８８万

７,３７７円、翌年度繰越額５,７０３万９,０００円。教育費３億８,９４４万６,７６４円。

災害復旧費の執行はございません。公債費８億２２万３,８３４円。諸支出金、決算額１７

億４,６６４万４５６円、翌年度繰越額１６４万３,０００円。予備費の執行はございません。 

以上、歳出合計では、予算現額７４億５,５４１万２,０００円に対し決算額７０億４,５

８３万１４９円、翌年度繰越額２億８,４０４万７,０００円、不用額１億２,５５３万４,

８５１円で、予算現額に対する歳出執行率は、前年度から１.０ポイントマイナスの９４.

５％でございます。 

なお、前年度歳出決算額は７０億３,８４９万７,８２９円で、執行額は前年度に比べ０.

１ポイントのプラスでございます。 

歳入総額７３億３,２７２万４,７３２円から歳出総額７０億４,５８３万１４９円を差し

引いた残額は２億８,６８９万４,５８３円で、このうち繰越明許費繰越額３,６１９万１,

０００円を差し引いた２億５,０７０万３,５８３円を平成２７年度会計に繰り越しするも

のでございます。 

次の３ページでございます。 

款ごとの歳出決算額を性質別に分類した表をつけてございます。 

一番下の構成割合、下段の構成割合が、前年度に比べて大きく変動している主な要因につ

いて、簡単にご説明いたします。 

中段ほどの列の維持補修費でございます。維持補修費につきましては０.５ポイントのプ

ラス、これは主に土木費におけます除雪や道路維持業務の増加によるものでございます。そ

の横、扶助費につきまして０.４ポイントのプラスは、民生費における臨時福祉給付金や子

育て世帯臨時特例給付金事業によるものでございます。補助費につきましては９.１ポイン

トのマイナスとなりましたが、これは平成２５年度において農林水産業費で執行いたしまし

た農業生産法人への国庫補助金の減額、諸支出金で計上した北海道市町村備荒資金組合に対

する超過納付金の積み立ての減額によるものでございます。普通建設事業につきましては
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５.６ポイントのプラスとなりましたが、これは主に総務費に計上した旧歴舟小、旧中島小

を改築し、コミュニティセンターにするための改築経費。それから、商工費に計上いたしま

した晩成温泉のバイオマスボイラー等の導入工事費。それから、土木費に計上されてござい

ます川南地区での公営住宅改築工事によるものでございます。そのほかの２.８ポイントの

プラスにつきましては、商工費の中小企業振興のための預託運用資金の貸付金及び諸支出金

のうち、財政調整基金への積立金の増加によるものでございます。 

続きまして、別冊の決算附属資料についてご説明申し上げます。 

表紙が平成２６年度大樹町各会計決算附属書類というものが別冊でついているかと思い

ます。それでは、続きまして決算附属資料について簡単にご説明申し上げます。 

最初に、１ページをお開きください。 

１ページの財産に関する調書でございます。土地の増減につきましては、取得した土地が

１筆１,９１４平方メートル、新たに保存登記を起こしたものが３筆１万５,５５８平方メー

トル、寄附をいただいたものが１筆６３０平方メートル、錯誤により道路用地に含んでいた

ものが１筆３９６平方メートル。以上、１万８,４９８平方メートル増加に対しまして、売

却した土地が１１筆１万６,２７８平方メートル、分筆５筆等による減少面積が３平方メー

トル、合わせて１万６,２８１平方メートルの減少となり、差し引きまして２,２１７平方

メートルの増加となるものでございます。 

 (２)の建物につきましては、町立病院や宇宙交流センターＳＯＲＡなどを新改築したも

の、新改築して増えた建物が５棟、４,３７１平方メートル増加してございます。解体した

建物が１５、５,３３８平方メートル減少してございます。売り払いを行った建物が１施設

８３平方メートル、錯誤による減少面積が４平方メートルで、合計で５,４２４平方メート

ルの減となり、差し引きまして下段右側の１,０５４平方メートルの減少となったものでご

ざいます。 

 ２ページをお開きください。 

 (３)の山林ですが、面積の増減はなく、立木の推定蓄積量につきましては、２万１,２３

２立方メートル増えてございます。この増加量は、前年から３.６％の増ということになり

ます。 

 その下、(４)有価証券、(５)出資による権利の変動につきましてはございません。 

 次に、３ページでございます。 

 ２、物品ですが、車両につきまして小型乗用車を２台処分し、４台を購入してございます。

小型貨物車、バン型の乗用なのですが、２台を処分してございます。それから、特殊用自動

車のうち除雪専用車１台を処分してございます。以上、差し引き１台の減少となるものでご

ざいます。 

 次に、基金ですが、公共施設整備基金、農林水産業振興基金、過疎地自立促進基金から合

わせて９７０万円を繰り入れしてございますが、歳計剰余金、寄附金、利子などを新たに積

み立てた結果、一般会計では前年対比１４.０％、３億３,４５９万３,０２７円増の２７億
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２,５５１万６,２７１円となりました。 

 なお、昨年度からお礼の品を返しておりますふるさと納税につきましては、附属資料の３

５ページに掲載してございますが、４３６件、４８７万５,０００円となりまして、全額を

魅力あるまちづくり推進基金に積み立てしてございます。 

 また、このほかに財政運営に充当可能な資金といたしまして、同じ決算附属資料の５５

ページに書かせていただいてございますが、北海道市町村備荒資金組合負担金というのが

のっかってございます。随時、必要に応じて支消できますというか、返還を求められる経費

といたしまして、超過納付分の１１億４,４７７万４６２円を預け入れてございますので、

実質的な基金残高につきましては、これらを合わせました３８億７,０００万円程度という

ことでご報告を申し上げます。 

 そのほかの附属資料につきまして、４ページから６６ページに病院と水道会計を除く６会

計の主要成果報告を、それから後ろのほう６７ページには地方債の現在高調書、６８ページ

には債務負担行為額調べを、６９ページには主な公共施設の管理運営経費等の資料を添付し

てございますので、お目通しをいただきたいと思います。 

 以上をもちまして、平成２６年度一般会計の概略説明とさせていただきます。 

○議   長 

 それでは、事項別明細書のほうに入っていきます。 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは続きまして、平成２６年度大樹町一般会計歳入歳出決算の事項別明細につきまし

て、款・項・目ごとに順次、担当課長よりご説明させていただきます。 

 最初に、歳出より説明申し上げますので、事項別明細書の６２ページ、６３ページをお開

きください。 

 １款議会費１項議会費１目議会費、ともに同額の５,５１４万９,３００円、議員報酬、共

済費、その他議会活動に要する経費を執行してございます。その下段、２款総務費、支出済

額１３億８,６６４万８,３６９円、繰越明許費５１万５,０００円、１項総務管理費１３億

４,２５７万８,０２９円、繰越明許費５１万５,０００円。 

 ６２ページから７１ページにかけまして、１目一般管理費９億３,８２２万６,５０１円、

ここでは特別職を含みます職員の人件費、庁舎の維持管理費、事務経費等を執行してござい

ます。常勤職員につきましては、特別職３名、一般職が延べで８９名、事務生１０名、再任

用職員６名、準職員２名、嘱託職員７名、通年の臨時職員１名で、前年度に比べまして一般

職１名の増でございます。一般職員の給料と手当の合計ですが、昨年度に比べまして１,２

１３万８,９４５円減少してございますが、時間外勤務手当につきましては１８万６,６７６

円増加してございます。この主な理由といたしまして、固定資産税の住宅用地に対する課税

標準特例措置の適用漏れに対する事務処理対応、それから各種計画の策定に伴います人件

費、時間外の増加によるものでございます。このほか職員の旅費や町長交際費、庁舎の維持
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管理費や一般事務経費などを執行しており、６７ページ、役務費の一番下段でございます。

ＰＣＢ処理手数料につきましては、安定器３５９台の処分経費として３９０万９６０円を執

行してございます。現在、保有しているものにつきましては高圧トランス２台、高圧コンデ

ンサー１台で、いずれも低濃度であることが確認されてございますので、処理施設での時限

が可能となりますまで、このまま保管を続ける予定でございます。 

○黒川企画課長 

 続きまして、７０ページからでございますが、２目文書広報費でございます。３０１万８,

７８６円の支出でございます。広報たいきの発行経費、あるいは広聴はがき、町のホームペー

ジの管理経費を支出してございます。同じく下段でございますけれども、３目財産管理費、

支出が５,７２８万３,６４１円でございます。町有財産の維持管理経費、地籍システムの管

理経費のほか、寿町、双葉町の車庫、あるいは栄通り職員住宅、石坂研修センターの解体経

費、寿町の土地の購入をしてございます。 

 ページが飛びまして、７４ページから７９ページにかけてでございますが、４目企画費、

支出額１,８５１万１,２６７円、ここでは十勝圏複合事務組合など広域組織の運営、姉妹都

市・友好都市・銀河連邦などの都市間交流、コスモスシンボルガーデンの管理、宇宙交流セ

ンターＳＯＲＡや多目的航空公園管理と航空宇宙産業基地の誘致などの計画費でございま

す。また、大樹高校活性化対策など、太陽光パネルの導入補助６件を行っております。 

 地方創生推進事業としまして、まち・ひと・しごと総合戦略推進会議の経費５１万５,０

００円を繰越明許として、２７年度に繰り越してございます。 

 以上です。 

○松木総務課長 

 ７８ページ、７９ページの下段、５目公平委員会費につきましては、執行がございません

でした。 

○黒川企画課長 

 その下段でございます。防犯交通安全推進費でございます。１８７万２,６４２円の執行

でございます。交通安全指導員や地域交通安全推進協議会の活動経費などを支出してござい

ます。 

○松木総務課長 

 ８０ページから８３ページにかけまして、７目福祉センター費７０９万４,４９２円、福

祉センターの維持管理等に要する経費を執行してございます。厨房備品のうち炊飯器の故障

による更新のため、需用費から備品購入費に流用を行ってございます。 

 続きまして、８２ページから８７ページにかけまして８目電子計算費４,１２９万６,８１

１円、行政事務用の電子計算機に係る経費ですが、１３節委託料では８５ページに記載して

ございますが、社会保障税番号制度に伴うシステム改修費といたしまして９１４万５,４４

０円を執行したほか、１４節使用料及び賃借料では業務の一部クラウド化に伴いますデータ

センター使用料として７６１万４,０００円を、１５節工事請負費では大樹橋の耐震補強に
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伴いまして、町内ＬＡＮ用光ケーブル移設等の工事費３３１万５,６００円を執行してござ

います。 

○黒川企画課長 

 ８６ページでございます。９目車両管理費１,３３８万５,３９６円を執行してございま

す。町有車両のうち、各課に属さない車両の管理経費と、町有バスの運行委託経費を見てご

ざいます。また、連絡自動車１台を購入してございます。 

○松木総務課長 

 同じく８６ページから９１ページにかけまして、１０目諸費２億６,１８８万８,４９３

円、これは行政区長さんの報酬や行政区会館の維持管理経費、名誉町民等審査委員会、特別

職報酬等審議会、情報公開審査会の運営経費のほか各種団体等への補助負担金、地上デジタ

ル放送難視聴対策経費などを執行してございます。 

 平成２６年度におきましては、旧中島小学校と旧歴舟小学校を避難所機能を持つ地域のコ

ミュニティセンターとして改築するため２億３,２４３万６,０００円のほか、今年度工事を

実施してございます旧尾田中学校改築に係る実施設計業務の委託料として６６３万１,２０

０円を執行してございます。 

○林税務課長 

 続きまして、９０ページ、９１ページの下段になります。２項徴税費、１目賦課徴収費と

もに同額の２,７９２万１,１４８円、ここでは税金の賦課徴収に伴います経費の全般を支出

しております。９３ページ下段の２３節償還金利子及び割引料は、過年度の課税額に変更が

あった場合の還付金などを支出しているものですが、２,５３０万９４２円のうち１,５７７

万１,９００円を住宅用地に対する課税標準特例措置の適用漏れに対する還付金として支出

しております。 

 次に、３項戸籍住民基本台帳費１目戸籍住民基本台帳費、ともに同額の５０９万１,０９

２円、ここでは戸籍や住民基本台帳管理業務などに係る費用を支出しております。 

○松木総務課長 

 続きまして、９４ページから９９ページにかけまして、４項選挙費７９９万５,２５０円、

１目選挙管理委員会費２３万９,８４０円、選挙管理委員の報酬・旅費等について執行して

ございます。２目北海道知事・北海道議会議員選挙費２１２万６４９円、本年４月１２日に

執行されました選挙に要する平成２６年度中の執行経費でございます。 

 続きまして、９６ページ、３目大樹町農業委員会委員選挙費１４万２００円、７月６日に

執行予定でございましたが、定数を超えなかったため、投票は行われてございません。 

 続きまして、９８ページでございます。４目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査計画費５４９万４,５６１円、１２月１４日に執行された総選挙に伴う経費でございま

す。 

○黒川企画課長 

 同じく下段の統計調査費でございます。５項統計調査費１目統計調査費、支出が１０１万
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１,０００円でございます。工業統計、農林業センサス、商業基本調査などを行ってござい

ます。 

○松木総務課長 

 １００ページから１０１ページの中段、６項監査委員費１目ともに監査委員費１９６万

１,８５０円、監査委員の報酬、事務経費、負担金等について執行してございます。 

○村田保健福祉課長 

 ３款民生費、支出済額７億１,７３２万５,０２４円、１項社会福祉費４億４,８７０万７,

７６３円、１目社会福祉総務費３,６７５万９,０２８円、ここでは主に民生委員、児童委員

の活動費用、遺族援護事業の経費、また当該年度におきましては、臨時福祉給付金に係る経

費を支出しております。３節の職員手当等における時間外手当、１１節の需用費における印

刷製本費。 

１０２ページ、１０３ページをお開きください。１３節の委託料のシステム導入業務、 

１４節の使用料及び賃借料の複写機使用料等は、臨時福祉給付金に係る主な支出です。１９

節の負担金補助及び交付金の臨時福祉給付金として１,２８１万５,０００円を６１１世帯、

９３９人に支出しております。同じく１９節では社会福祉協議会、シルバーセンターなどに

対する補助金を支出しております。社会福祉協議会補助金１,１３５万４,０００円につきま

しては、事務局長と事務員の人件費に対するもの。シルバーセンター運営費補助金１００万

円につきましては、訪問開拓員の人件費の一部に対して補助したものでございます。２０節

の扶助費では、福祉灯油支給事業を実施し、高齢者世帯・障害者世帯・生活保護世帯など３

５９世帯に、１世帯当たり１００リットルの灯油、あるいは１万５,０００円分の商品券を

支給いたしました。灯油支給は３００世帯、商品券は５９世帯の支給となっております。 

１０４ページ、１０５ページをお開きください。２目老人福祉総務費、支出済額３,１５

４万１,３３２円、ここでは主に高齢者福祉の事業を行っております。１５節の工事請負費

では、老人アパートの解体工事として１,３４７万８,４００円を支出しております。１９節

負担金補助及び交付金では、老人クラブ運営費補助金として１５クラブ、１,０６０名分、

１５９万円を支出しております。２１節貸付金ですが、高齢者等に優しい住宅整備の貸し付

けはありませんでした。３目心身障害者福祉費、支出済額１億６,４００万６,５９１円。 

１０６ページ、１０７ページをお開きください。１３節委託料、大樹町障がい者地域活動

支援センター「ほっと」の運営委託業務として、１,０３０万７,４３６円を支出いたしまし

た。当該年度の開設日数は２５４日、実利用人員は２９人、延べ利用人員は１,０７３人と

なっています。 

○林町民課長 

 １０８ページの１０９ページの下段になります。４目国民年金事務費２６万９,８３２円、

ここでは年金時に係る費用を支出しております。 

○村田保健福祉課長 

 １１０ページ、１１１ページをお開きください。５目高齢者保健福祉推進センター費、支
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出済額７５０万２,６７４円、ここではらいふの施設維持管理経費について支出しておりま

す。 

○林町民課長 

 同じページの６目福祉医療諸費１億４,８３８万１,５５１円、ここでは１９節負担金補助

及び交付金で後期高齢者医療療養給付費負担金を、２０節扶助費で重度心身障害者の医療

費、ひとり親家庭の医療費、乳幼児の医療費等を支出しております。２８節操出金の保険基

盤安定制度操出金は、保険税、保険料の軽減分として町が負担しなければならない分の繰り

出しで、国保分と後期高齢者分をそれぞれ支出しております。 

○村田保健福祉課長 

 同じく１１２ページ、１１３ページ、７目発達支援センター費、支出済額５,３５２万５,

０１９円、南十勝４町村と幕別町で運営しています南十勝子ども発達支援センターの運営経

費を支出しています。主に人件費となっております。 

 １１６ページ、１１７ページをお開きください。８目公衆浴場費、支出済額６７２万１,

７３６円、公衆浴場の２６年度の利用状況は、営業日数が３０８日、入湯者が１万２,３４

６人で、１日平均、約４０人となっております。 

○林町民課長 

 １１８ページ、１１９ページになります。２項児童福祉費２億６,８６１万７,２６１円、

１目児童措置費８,９８４万６,７１１円、ここでは児童手当と昨年度実施されました子育て

世帯臨時特例給付金を支出しております。 

○村田保健福祉課長 

 ２目保育所費１億７,８７７万５５０円、町立保育所２カ所と法人が運営する保育所２カ

所及び学童保育所の運営に係る経費を支出しています。 

 １２２ページ、１２３ページをお開きください。１３節の委託料、大樹保育園児童措置業

務ですが、法人保育所では昨年より月平均６.８人の保育園児の数が増加しており、そのた

め措置費が約６８０万円、昨年より多くなっております。 

 同じく１２２ページ、１２３ページ、３項生活保護費１目扶助費については、支出はあり

ませんでした。４項災害救助費１目災害救助費につきましても支出はありませんでした。４

款衛生費、支出済額１億５,８３３万６,６０９円、１項保健衛生費１億２,８３９万７,４７

９円、１目健康づくり推進費４７７万７,２５２円。 

 １２４ページ、１２５ページをお開きください。１９節負担金補助及び交付金では、帯広

厚生病院運営費補助金として、平成２６年度より３１７万円を支出しております。２目母子

保健費、支出済額６１２万３,０１２円、ここでは妊婦健診、乳幼児健診が主な事業になり

ます。１３節委託料では、平成２６年度より子どもミニドック健診業務として２８万４,６

８０円を支出しております。子どもミニドック対象者は３３３人、受診者数４４人、受診率

は１３.２％、うち要精密検査は８人、１８.２％となっています。３目成人保健費、支出済

額９８１万７,０１８円、ここでは主に成人の健診業務を行っております。 
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 １２８ページ、１２９ページをお開きください。１８節備品購入費では、保健指導等に利

用します連絡乗用車を１台更新しております。同じく１２８ページ、１２９ページです。４

目予防費、支出済額７５万８,１４２円、予防費では、主に予防接種業務を行っております。 

○林町民課長 

 同じページの５目環境衛生費９,９８８万９,０９１円、ここでは環境衛生に係る費用のほ

かに、１９節負担金補助及び交付金で南十勝複合事務組合の負担金と、し尿処理を依頼して

おります十勝環境複合事務組合の負担金を支出しております。次に、６目墓園費２０万９,

９６４円、ここでは墓園の管理に係る費用を支出しております。次に、２項清掃費１目じん

芥処理費、ともに同額の２,９９３万９,１３０円、ここではごみ収集に係る費用として指定

ごみ袋の印刷費や売りさばき手数料、収集業務の委託料などを支出しております。 

○黒川商工観光課長 

 その下段でございます。５款労働費１項労働費１目労働諸費、ともに７７万７,９０３円

の支出でございます。勤労者センターの維持費、中小企業退職金退職共済の補助などを行っ

ております。また、繰越明許費で事業費として７００万円、地域活性化地域住民生活等緊急

支援交付金を活用しまして、季節労働者の冬の雇用対策のための事業を繰越明許費として組

んでおります。 

○森農業員会事務局長 

 続きまして、１３２ページから１３５ページをご覧ください。６款農林水産業費、支出済

額６億９,０２６万７,５１７円、１項農業費５億６,０１０万４,９８２円、１目農業委員会

費１,３７６万５,８８４円。１３３ページ、１節報酬から１３５ページの２７節公課費まで

でございますが、ここでは農業委員会運営事業費、また農業者年金加入促進事業に係る経費

につきまして支出をしてございます。 

○瀬尾農林水産課長 

 続きまして、１３４ページ、１３５ページの中段下をご覧ください。２目農業総務費、支

出済額６３万２,８０４円。１３５ページ、９節の旅費から、１３７ページ、１９節負担金

補助及び交付金までです。農業総務費では、営農指導全般に係る経費並びに一般事務管理費

を支出しております。 

 続きまして、１３６ページ、１３７ページの上段をご覧ください。３目農業振興費、支出

済額３億２,７２４万５,６６３円。１３７ページ、１節報酬から、１３９ページ、１９節の

負担金補助及び交付金までです。農業振興費では、町内農業に対する各種振興事業を行って

おり、特に第３期対策の最終年になります中山間地域等直接支払制度集約交付金、農地中間

管理事務における地域集落協力金、耕作者集積協力金が主なものです。 

 続きまして、１３８ページ、１３９ページの下段をご覧ください。４目畜産振興費、支出

済額７,８７９万１,９１３円、繰越明許費が１億４,７３０万円。１４１ページ、８節報償

費から、１４３ページ、２７節公課費までです。畜産振興費では、町内農業の基幹でありま

す畜産に対して、振興事業並びに防疫業務を行っております。１３節委託料でございますが、
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畜産担い手育成総合整備事業に係るもので、なお、繰越明許費となりました２,９００万円

については、同事業に係るものでございます。また、１９節負担金補助及び交付金でござい

ますが、同じく繰越明許費となりました１億１,８３０万円は、畜産競争力強化対策緊急整

備事業に係るものでございます。 

 続きまして、１４２ページ、１４３ページの中段をご覧ください。５目牧場管理費、支出

済額１億１,３１２万８,２１２円でございます。１４３ページ、１節報酬から、１４７ペー

ジ、２７節公課費まででございます。牧場管理費では、町営牧場に関する運営管理業務を行っ

ております。 

○小森建設課長 

 次に、６目農地費でございます。１４６ページから１４７ページの中段をご覧ください。

１,９５２万８,３８７円を支出しております。ここでは、土地改良施設の道路維持管理とし

まして、９節旅費から１９節負担金補助及び交付金の部分になります。主に、農業用排水路

の修繕料などに支出しております。１４７ページ、１１節需用費の修繕料につきましては、

農業用排水路の土砂揚げ、掘削等の小規模修繕を１９カ所実施しております。１９節負担金

補助及び交付金では上大樹地区道営農道整備事業、こちらのほうにつきましては、旧町道２

８号道路改良工事になります。その事業採択を受けまして、農道実施設計及び用地確定測量

の町の負担金としまして５７１万３,８２９円を支出しております。 

○森農業員会事務局長 

 ７目農用地集団化事業費、支出済額４６７万５,４７０円。１４７ページ下段、１節報酬

から、１４９ページ、１４節使用料及び賃借料までです。ここでは、芽武地区に係る交換分

合事業執行経費につきまして支出してございます。平成２６年度におきまして、芽武地区に

つきましては第２年度ということで、主に農地の移動計画作成の事業を実施してございま

す。 

○瀬尾農林水産課長 

 続きまして、１４８ページ、１４９ページの中段上をご覧ください。８目牧場整備費、支

出済額２３３万６,６４９円。１４９ページ、１３節の委託料では牧場整備費の畜産担い手

育成総合整備事業に係る委託料でございます。 

続きまして、１４８ページ、１４９ページの中段をご覧ください。２項林業費、支出済額

１億４１万７,５８４円、１目林業振興費、支出済額４,６４８万８,４７２円。１４９ペー

ジ、８節報償費から、１５１ページ、１９節の負担金補助及び交付金までです。林業振興費

では、林政全般に係る事業並びに有害鳥獣駆除対策に係る業務を行っております。続きまし

て、１５０ページ、１５１ページの中段をご覧ください。２目町有林費、支出済額５,３９

２万９,１１２円。１５１ページ、９節の旅費から、１５３ページ、１７節公課費までです。

町有林費では、町有林の維持及び整備に関する事業を行っております。 

続きまして、１５２ページ、１５３ページの中段をご覧ください。３項水産業費、支出済

額２,９７４万４,９５１円、１目水産振興費、支出済額２,８０２万８,５１４円。１５３ペー
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ジ、８節の報償費から、１５５ページ、１９節負担金補助及び交付金までです。水産振興費

では、漁業全般に係る業務を行っております。続きまして、１５４ページ、１５５ページの

下段をご覧ください。２目漁港管理費、支出済額１７１万６,４３７円、１５７ページ、１

節報酬から１９節負担金補助及び交付金までです。漁港管理費では、大樹、旭浜、両漁港の

維持に関する業務を行っております。 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午前１０時５１分 

再開 午前１１時０５分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般会計の事項別明細書、引き続き説明を求めます。 

○黒川商工観光課長 

 それでは、１５６ページから１５９ページにかけまして、７款商工費１項商工費、支出は

２億７,８５２万３,３０１円の支出でございます。１目商工振興費１億３,０６６万４,５２

３円の支出でございます。ここでは、消費者対策、商工業の振興、商工会の助成、中小企業

利子補給、プレミアム商品券の発行、昨年は４,８１９セットを行ってございます。また、

中小企業特別融資事業貸付金を１,５００万円増額し、９,０００万円としております。繰越

明許費で、地域活性化、地域住民生活等緊急支援交付金により、プレミアム付商品券発行経

費１,５５０万円を計上しております。 

１５８ページ、下段をご覧ください。２目市街地開発推進費１,６２０万６５０円の支出

でございます。ＴＭＯ活動推進事業費補助などでございます。また、繰越明許により先ほど

と同様に緊急支援交付金により、ＴＭＯ活動費の推進費を計上してございます。 

１６０ページ、上段をご覧ください。３目観光振興費１,４３２万６,８６１円の支出でご

ざいます。観光協会の助成などを行ってございます。繰越明許費で、こちらも２,３８６万

９,０００円を計上してございまして、観光協会助成金に加えまして観光案内看板７００万

円、あるいは台湾観光プロモーション２５５万１,０００円。また、観光協会の助成金の中

にもパンフレットの作成経費、ポスターの各作成経費なども計上してございます。 

４目観光施設費１億１,５１７万１,４５４円の支出でございます。晩成温泉、カムイコタ

ン公園の維持管理経費でございます。昨年は、晩成温泉にバイオマスボイラーを１億４４２

万５,０００円で設置しておりますので、大きく増額となってございます。それらを除きま

すと、晩成温泉の経費としましては７２２万９,７１９円、カムイコタンは３４８万３,５３

５円となっております。 

１６２ページ、下段をご覧ください。５目地場産品研究センター費２１５万９,８１３円
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でございます。地場産品研究センターの維持管理費でございます。 

○小森建設課長 

 続きまして、１４６ページから１６５ページをご覧ください。 

 ８款土木費全体では５億６０万３,６９５円を支出しております。１項土木管理費１目土

木総務費では、ともに同額の２７１万１,９９３円を支出しております。土木一般管理費に

係る経費を支出しております。１６５ページ、１３節委託料では道路台帳作成業務、１４節

使用料及び賃借料では、土木積算システム使用料をそれぞれ支出しております。 

 次に、１６４ページ、下段になりますが、２項道路橋梁費でございます。１６５ページ、

下段をご覧ください。３億１,４０５万５,５８９円を支出、１目道路維持費２億１,９８５

万１,９８９円を支出しております。ここでは、道路維持及び土木車両の維持にかかわる経

費を支出しております。１１節需用費では、修繕料として３,４６５万１,３８６円を支出し

ており、こちらにつきましては町道に係る修繕工事としまして１１カ所実施しております。

そのほかにつきましては、土木車両の整備修繕に係る経費でございます。１３節委託料では、

町道維持補修除雪業務として１億４,９２５万２,９１０円を支出しております。昨年度につ

きましては、過去最高の積雪ということもありまして、除雪費が大幅な増となっております。

１５節工事請負費では、生花１６号橋の補修工事として１,２７２万２,４００円を支出して

おります。 

続きまして、１６６ページ、下段から１６９ページ上段になりますが、２目道路新設改良

費でございます。１６７ページ、下段になりますが、９,４２０万３,６００円を支出してお

ります。１６７ページ、下段から１６９ページ上段までの１３節委託料では、旭浜地区、浜

大樹地区避難路の整備を含め、道路改良舗装工事にかかわる７路線の調査設計費としまして

３,２６１万６,０００円を支出しております。次に、１６９ページになります。１５節工事

請負費では、町道３路線の道路改良舗装工事を実施し、５,３６９万７,６００円を支出して

おります。 

続きまして、１６８ページ、中段から１６９ページの中段をご覧ください。３項河川費１

目河川総務費、ともに同額の７７５万６,１９８円を支出しております。１６９ページ、１

節報酬では、北海道から受託しております２級河川の樋門樋管管理報酬費をそれぞれ支出し

ております。１５節工事請負費では、普通河川二の沢川支障木伐採処理工事を実施し、６８

０万４,０００円を支出しております。 

続きまして、１６８ページ下段から１６９ページ下段をご覧ください。４項都市計画費２,

３２６万４,６７５円、１目都市計画総務費３０７万６,９３４円、こちらにつきましては都

市計画にかかわる経費を支出しております。主なものとしましては１３節委託料、大樹町都

市計画マスタープラン改定委託業務としまして、３０４万５,６００円を支出しております。

そのまま下がりまして、１６８ページ下段から１７１ページをご覧ください。２目公園費２,

０１８万７,７４１円を支出。１７１ページ中段の１３節委託料では、公園トイレの維持管

理経費と、町内公園の芝の管理及び樹木の剪定に係る経費を支出しております。また、歴舟
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川パークゴルフ場の指定管理者、指定管理運営業務としまして委託料１,０５０万円を支出

しております。 

 続きまして、１７０ページ下段から１７３ページ下段になりますが、５項住宅費１億５,

２８１万５,２４０円を支出。１目住宅管理費４,０５５万７,４４０円を支出しております。

主なものとしましては、８節報償費では、住宅リフォーム報償費としまして６３０万６,０

００円を支出しております。また、１１節需用費の修繕料では、公営住宅の維持管理にかか

わる修繕費として、１,５０５万６,００６円をそれぞれ支出しております。１５節工事請負

費では町営住宅屋根塗装張りかえ工事、川南団地、こちらのほうはユースタウンのほうにな

ります。暖房給湯設備の改修、旭公営住宅２号棟の解体工事として１,８０１万９,８００円

を支出しております。 

 最後に、１７２ページから１７３ページの下段になりますが、２目住宅建設費１億１,２

２５万７,８００円を支出しております。１５節工事請負費では、川南第２団地１号棟新築

工事として９,９３９万２,４００円の支出、団地周辺の外構工事としまして１,１７５万４

００円を支出しております。また、２２節補償、補塡及び賠償金では、川南第２団地１号棟

建設に伴いまして、入居者の移転に係る経費としまして１０１万３,０００円をそれぞれ支

出しております。 

 以上でございます。 

○松木総務課長。 

１７２ページから１７５ページにかけまして、９款消防費、１項消防費、ともに同額の３

億２,１８８万７,３７７円、繰越明許費５,７０３万９,０００円。１目消防総務費３億７４

１万９,０００円、繰越明許費５,７０３万９,０００円、これは南十勝消防事務組合に対す

る負担金を執行してございます。なお、繰越明許費につきましては、とかち広域消防事務組

合の施設整備に伴います繰越明許でございます。２目火災予防費、ここでは林野火災予防の

ための啓発用具の作製をしてございます。 

○黒川企画課長 

 ３目災害対策費でございます。１,４４２万５,７１７円の支出でございます。防災行政無

線の維持管理費、防災会議の運営費などを計上してございます。戸別受信機３００台、携帯

無線機１台、車載無線機８台を整備しております。 

○吉岡学校教育課長 

 １７４ページ、１７５ページ下段からですけれども、教育費の支出についてでございます。 

１０款教育費全体で３億８,９４４万６,７６４円を支出しております。それでは、学校教育

費から概略をご説明申し上げます。 

 １項教育総務費１億１,３４８万６,９３９円を支出しております。１目教育委員会費でご

ざいます。２１４万８,３４０円を支出しております。教育委員４名の報酬、旅費等を支出

させていただいております。２６年度においては、教育委員会の開催につきまして、毎月定

例教育委員会１２回を開催してございます。 
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 次ページ、１７６ページ、１７７ページをお開き願います。上段の中段ですか、２目事務

局費でございます。１９０万２,５８０円を支出しております。事務局職員の旅費、あるい

は交際費、需用費等を支出しております。 

次に、同じページの下段からですが、１８３ページ上段までです。３目教育振興費でござ

います。１億９４３万６,０１９円を支出しております。ここでは、学校教育における総体

的な経費を支出しております。主なものとしては、大樹小学校の特別支援教育支援員７名の

賃金などの関係、それからスクールバスの関係費用、それから大樹高等学校の通学費補助金、

奨学金の貸付金等々を支出してございます。 

次に、１８２ページ、１８３ページをお開き願います。２項小学校費で３,６４３万３,

５６５円を支出してございます。１目学校管理費でございますが、３,１５５万５,３９２円

を支出しております。ここでは大樹小学校に係る管理費等を支出してございます。 

１８６ページ、１８７ページをお開き願います。中段、２目教育振興費で小学校費の教育

振興費でございます。４８７万８,１７３円を支出しております。下段の２０節扶助費にお

いては、要保護・準要保護と認定された児童への就学援助とのことで、学用品、修学旅行費、

学校給食費等の援助を行っております。２６年度につきましては、総体で３３名の児童が対

象となってございます。 

続きまして、１８８ページ、１８９ページをお開き願います。３項中学校費でございます。

３,３９７万８３６円を支出してございます。１目中学校費の学校管理費でございます。３,

０２６万２,５４０円を支出してございます。ここでは大樹中学校にかかわる管理費等につ

いて支出してございます。 

１９０ページ、１９１ページをお開き願います。１９１ページの下段、１５節工事請負費

ですが、大樹中学校の消火ポンプ交換工事など４本の工事を行っています。 

続きまして、１９２ページ、１９３ページをお開き願います。中段ですが、中学校費の２

目教育振興費でございます。３７０万８,２９６円を支出しております。中段の２０節扶助

費においては、１５名の生徒が対象となっております。 

以上で、学校教育費を終わらせていただきます。 

続きまして、１９２ページ、１９３ページ、下段の学校給食費でございます。４項、１項

ともに学校給食費で８,５７７万４,９０５円を支出しております。大樹町小中学校の児童生

徒、教職員、それから大樹高校の生徒と職員の希望者に対する給食の提供に係る経費でござ

います。１９３ページの下段、報酬ですが、給食センターの運営委員会、２６年は２回開催

してございます。１９４ページ、１９５ページをお開き願います。１９７ページまでになり

ますけれども、調理員の賃金、あるいは給食の賄い材料、給食運搬に関する経費、それから

施設等の設備維持管理経費等々を支出してございます。平成２６年度につきましては、賃金

の関係になりますけれども、調理員ですが準職員２名、再任用の調理員職員１名、臨時調理

員７名、パート調理員６名の賃金を支出してございます。 

以上で終わります。 
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○角倉社会教育課長 

 続きまして、１９８ページ、１９９ページをご覧いただきたいと思います。５項社会教育

費になります。支出済額は６,５７０万７,４２８円でございます。１目社会教育総務費でご

ざいますが、１,９６５万２,５７７円を支出してございます。ここでは社会教育委員会の運

営費、青少年教育から高齢者教育、英語指導助手の経費などに係るものでございます。 

 次に、２０２ページ、２０３ページをご覧いただきたいと思います。２目生涯学習センター

費でございます。支出済額は４,６０５万４,８５１円でございます。ここでは生涯学習セン

ターの管理運営費、小中学生に対します舞台芸術鑑賞、それから夢劇場奨励事業、そのほか

文化団体に対する補助金等を支出してございます。 

 次に、２０６ページから２０７ページをご覧いただきたいと思います。６項保健体育費で

ございます。支出済額は４,４４３万２,９７８円でございます。１目保健体育総務費でござ

いますが、４３６万６,４９７円を支出しております。ここでは１節スポーツ推進員の報酬、

８節報償費では、各種大会への経費、謝礼などの経費を支出しております。２０９ページの

中段の負担金補助及び交付金では、社会体育団体への補助金及び優秀選手派遣旅費助成金な

どの経費をそれぞれ支出しています。 

 次に、２０８ページ、下段からご覧いただきまして、２目体育施設費でございます。支出

済額４,００６万６,４８１円でございます。この目では、海洋センター、晩成艇庫、中央運

動公園などの維持管理運営費に関する経費として、それぞれ支出しております。 

 以上で、社会教育課所管事業の説明を終わります。 

 次に、２１４ページと２１５ページをご覧いただきたいと思います。７項図書館費１目図

書館総務費でございます。ともに支出済額９６４万１１３円でございます。ここでは図書館

運営に関する経費を支出しております。 

 以上です。 

○松木総務課長。 

 続きまして、２１６ページから２１９ページにかけまして、１１款災害復旧費でございま

すが、執行はございません。 

 続きまして、２１８ページ、２１９ページの中段、１２款公債費１項公債費、ともに同額

の８億２２万３,８３４円。１目元金７億１,０９３万２,５１５円、２目利子８,９２９万１,

３１９円。 

同じく２１８ページから２２１ページにかけまして、１３款諸支出金１７億４,６６４万

４５６円、繰越明許費１６４万３,０００円、１項特別会計操出金１目事業会計操出金、と

もに同額の４億８,１１４万円、繰越明許費１６４万３,０００円、これは国民健康保険、後

期高齢者医療、介護保険、介護サービス事業、公共下水道事業に対する操出金でございます。

繰越明許費につきましては、介護保険会計に対する操出金でございます。２項特別会計出資

及び補助金１目特別会計出資及び補助金、ともに同額の９億２,１２０万７,４２９円、水道

事業並びに病院事業に対する補助負担金でございます。３項基金費１目基金費、ともに同額
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の３億４,４２９万３,０２７円、ここでは歳計剰余金、寄附金、預金利子などを原資に９つ

の基金に積み立てを行ってございます。 

 同じく２２０ページから２２１ページ、下段、１４款１項１目ともに予備費ですが、充用

はございません。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、２２ページをお開きください。 

 最初に、２２ページから２３ページにかけまして、大樹町一般会計の決算の歳入につきま

しては款・項・目順に、収入済額などについて順次ご説明申し上げます。 

 １款町税、収入済額７億６,６３５万２,９６９円、不納欠損額１万４,４００円、収入未

済額１,５９３万４,３８９円。１項町民税、収入済額２億７,４６５万２,２０２円、収入未

済額１,０３４万８,３５４円。１目個人、収入済額２億７,４６２万５,２０２円、収入未済

額は現年課税分３２２万８,２２４円、滞納繰越分が７１２万１３０円。２目法人、収入済

額７,９３８万５,４００円、収入未済額、現年課税分でございますが、１３万５,０００円。

２項固定資産税、収入済額３億４,４３８万６,４２７円、収入未済額５３９万１,６３５円。

１目固定資産税、収入済額３億３,６６９万９２７円、収入未済額、現年課税分が１５１万

５,４００円、滞納繰越分が３８７万６,２３５円。２目国有資産等所在市町村助成交付金及

び納付金７６９万５,５００円。３項１目ともに軽自動車税、収入済額１,３８６万７,７０

０円、不納欠損額１万４,４００円、収入未済額、現年課税分４万４,２００円、滞納繰越分

１万５,２００円。４項１目ともに町たばこ税４,９４７万６,９４０円。５項１目ともに入

湯税４６１万１,３００円。 

同じページの下段、２款地方譲与税でございます。１億５,６９１万２円。１項１目とも

に自動車重量譲与税１億９９２万６,０００円。２項１目ともに町揮発油譲与税４,６９８万

４,００２円。 

 続きまして、２４ページから２５ページにかけまして、３款１項１目ともに利子割交付金

１５３万１,０００円。 

４款１項１目ともに配当割交付金３１８万９,０００円。 

５款１項１目ともに株式等譲渡所得割交付金１７０万１,０００円。 

６款１項１目ともに地方消費税交付金７,４７８万円。 

７款１項１目ともに自動車取得税交付金１,９３２万４,０００円。 

 次のページでございます。８款１項１目ともに国有提供施設等所在市町村助成交付金３０

万円。 

９款１項１目ともに地方特例交付金７４万３,０００円。 

１０款１項１目ともに地方交付税３３億８,５５４万７,０００円。 

１１款１項１目ともに交通安全対策特別交付金１０２万９,０００円。 

 ２８ページからになります。１２款分担金及び負担金、収入済額１億２,４４８万４,５０

０円、不納欠損額１８万７,８７０円、収入未済額２６９万２１０円。１項負担金、収入済

額１億２,４４８万４,５００円、不納欠損額１８万７,８７０円、収入未済額２６９万２１
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０円。１目総務費負担金１２万２,４０７円、２目民生費負担金９,３０５万４,８２１円、

不納欠損額は児童福祉費負担金、保育所措置費保護者負担金で１８万７,８７０円、収入未

済額１６万６,０００円、３目衛生費負担金１万５,０００円。３０ページ、４目農林水産業

費負担金２０８万６,６４８円、５目教育費負担金、収入済額２,９２０万５,６２４円、収

入未済額は学校給食費負担金で２５２万４,２１０円。 

 続きまして、３０ページから３７ページにかけましてです。１３款使用料及び手数料、収

入済額２億３,２５６万５,３２８円、収入未済額６８１万５,１５４円。１項使用料、収入

済額２億２,０１４万６,０７８円。次のページでございます。収入未済額６８１万５,１５

０円、１目総務使用料５９９万３,０９０円、２目民生使用料２２２万６,２５０円、３目衛

生使用料３,５００円、４目労働使用料８万４,６００円、５目農林水産使用料１億６０１万

４,５０１円、６目商工使用料７６万９,０００円、７目土木使用料、収入済額１億１９１万

７,９３７円、収入未済額、住宅使用料で６８１万５,１５４円でございます。 

 続きまして、３４ページから３７ページにかけまして、２項手数料１,２４１万９,２５０

円、１目総務手数料３０９万５,１５０円、２目衛生手数料８３４万２,１００円、３目農林

水産手数料９８万２,０００円。 

 続きまして、３６ページから４１ページにかけまして、１４款国庫支出金４億１,３０９

万５,９１１円、１項国庫負担金１目民生費国庫負担金、ともに同額の１億６,４２８万９,

０１３円。 

２項国庫補助金１目総務費国庫補助金１億２,１８１万２,０００円で、国の平成２６年度

補正予算で措置されました交付金のうち、大樹町地方創生推進事業に充てます５１万５,０

００円を未収入特定財源として、平成２７年度に繰り越ししてございます。２目民生費国庫

補助金３,１３３万７,２０８円で、同じく国の補正予算で措置されました交付金のうち、福

祉灯油や保育園の児童送迎業務に充てる８１４万１,０００円を未収入特定財源として、平

成２７年度に繰り越ししてございます。３目衛生費国庫補助金４万８,０００円、４目農林

水産業費国庫補助金２５２万４,０００円、５目土木費国庫補助金８,８３３万１,６００円、

６目消防費国庫補助金につきましては、全額を減額補正してございます。７目教育費国庫補

助金１０万９,０００円、８目商工費国庫補助金につきましては、国の平成２６年度補正予

算で措置されました交付金によりまして執行いたしますプレミアム付商品券の発行、ＰＭＯ

への補助金、台湾でのプロモーション活動経費、観光協会への助成など３,３５０万円を未

収入特定財源として平成２７年度に繰り越ししてございます。９目労働費国庫補助金につき

ましても、同じ交付金で措置されました部分で通年雇用促進事業に充てるため、５００万円

を未収入特定財源として２７年度に繰り越ししてございます。 

 続きまして、４０ページからです。３項委託金４６４万５,０９０円、１目総務費委託金

１７万３,０００円、２目民生費委託金２１７万７,０９０円、３目教育費委託金２２９万５,

０００円。 

 続きまして、４０ページから４９ページにかけまして、１５款道支出金５億４,０７８万
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７６２円、１項道負担金１目民生費道負担金、ともに同額の８,６０５万２７８円。 

 次に、４２ページ、４３ページから、２項道補助金３億４,８９４万９,７２３円、１目総

務費道補助金６万円、２目民生費道補助金３,６２６万２,７５０円、３目衛生費道補助金４

９万円、４目農林水産業費道補助金３億９７５万４,５７３円で、畜産担い手育成総合整備

事業及び畜産競争力強化対策緊急整備事業に係る１億２,２７７万４,０００円を未収入特

定財源として２７年度に繰り越ししております。５目商工費道補助金４５万２,４００円で、

国の補正予算で措置されました臨時交付金により執行するプレミアム付商品券の発行に対

する補助金２５０万円を、未収入特定財源として２７年度に繰り越してございます。６目教

育費道補助金３万円、７目消防費道補助金１９０万円。 

 続きまして、４６ページから４９ページにかけての３項委託金でございます。１億５７８

万７６１円、１目総務費委託金２,０９１万１,１７０円、次のページでございます。４８ペー

ジから、２目農林水産業費委託金８,３２８万７９３円、３目商工費委託金９１万８,０００

円、４目土木費委託金６７万７９８円。 

続きまして、４８ページから５３ページにかけてとなります。１６款財産収入、収入済額

５,７４３万１,３０９円、収入未済額７万５,７００円。１項財産運用収入、収入済額１,

７８９万８,６６８円、収入未済額７万５,７００円、１目財産貸付収入、収入済額１,５４

３万９,８０２円、収入未済額その他の建物貸付料で７万５,７００円、２目利子及び配当金

２４５万８,８６６円。５０ページから５３ページにかけまして、２項財産売払収入３,９５

３万２,６４１円、１目物品売払収入２６万９,６５０円、次の５２ページからでございます。

２目不動産売払収入３,９２６万２,９９９１円。 

次に、５２ページ、５３ページの１７款１項ともに寄附金９１７万５,０００円、１目一

般寄附金の歳入はございません。２目指定寄付金９１７万５,０００円。 

同じページの下段、１８款１項ともに繰入金１,０６５万１,２９６円、１目基金繰入金９

７０万円、２目他会計繰入金９５万１,２９６円。 

続きまして、５４ページ、５５ページの１９款となります。１９款１項１目ともに繰越金

３億４,６７５万２,７８７円。 

同じページの中段以下、２０款諸収入１億７,７９７万２,８６８円、収入未済額１９２万

５,０００円。２項１目ともに町預金利子で３６万７,３９０円。３項貸付金元利収入、収入

済額１億１,０１９万６００円、収入未済額１９２万５,０００円。１目高齢者等に優しい住

宅整備資金貸付金収入、収入済額５５万２,０００円、収入未済額は過年度分で９３万８,

０００円。２目奨学金貸付金収入、収入済額１,９６３万８,６００円、収入未済額２８万２,

０００円。３目災害援護資金貸付金収入、収入はございませんで、収入未済額は７０万５,

０００円でございます。次のページでございますが、４目大樹町中小企業特別融資事業貸付

金収入９,０００万円。 

続きまして、４項受託事業収入５,９５９万３８２円、１目衛生費受託事業収入１５２万

１,８００円、２目農林水産業費受託事業収入５,８０６万８,５８２円で、畜産担い手育成
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総合整備事業に係ります受益者負担金２,４５２万６,０００円を未収入特定財源として２

７年度に繰り越してございます。 

５項雑入７８０万３,４９６円、１目過年度収入はございません。２目雑入７８０万３,

４９６円。 

次に５８ページから６１ページにかけまして、２１款１項ともに町債で１０億８４０万

８,０００円、１目臨時財政対策債２億３,０３０万８,０００円、２目過疎債６億９,０５０

万円、３目緊急防災減災事業債６,７７０万円で、消防広域化に伴います施設整備負担に充

てるための５,０９０万円を未収入特定財源として２７年度に繰り越してございます。４目

辺地債１,９９０万円。 

以上で、一般会計事項別明細書の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 一般会計の説明が終わりました。 

 休憩します。 

 

休憩 午前１１時４７分 

再開 午後 １時００分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 続いて、特別会計の説明を求めます。 

認定第２号平成２６年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)決算認定について

及び認定第３号平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定についてまで。 

林町民課長。 

○林町民課長 

 それでは、認定第２号平成２６年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)決算認定

について説明させていただきます。 

 決算総括表から説明させていただきますので、議案の次のページをお開き願います。 

 平成２６年度国民健康保険事業特別会計決算総括表につきまして、科目ごとに決算額を申

し上げます。 

 歳入。保険税、決算額１億８,８０３万７,６６４円、不納欠損額１万９,８００円、これ

は時効成立に伴う１名分の不納欠損でございます。収入未済額２,３０５万３,７０６円、収

入割合８９.１％は、前年度と比較して０.４ポイントの増となっております。国庫支出金、

決算額２億３,４２４万７,８５０円、療養給付費交付金１,７８５万９,０００円、前期高齢

者交付金１億６,８８１万８,７４６円、道支出金７,３８１万８,８７２円、共同事業交付金

９,０５９万９,７６０円、財産収入７６５円、繰入金１億９１５万２,４１７円、繰越金４,

１９９万４,４１４円、諸収入６８万７,８７５円。 
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 歳入合計、予算現額９億７４７万円、調定額９億４,８２９万８６９円、決算額９億２,

５２１万７,３６３円、不納欠損額１万９,８００円、収入未済額２,３０５万３,７０６円、

収入割合９７.６％でございます。 

 次に、歳出です。次のページをお開き願います。 

 総務費、決算額４１８万２,１５７円、保険給付費５億１,５５９万４０円、後期高齢者支

援金等１億７６９万３,１３９円、前期高齢者納付金等８万２,５５６円、老人保健拠出金４,

５６６円、介護納付金４,５０６万３１円、共同事業拠出金１億７０８万９,５４６円、保険

事業費６８８万２,４５６円、公債費、決算額はございません。諸支出金１億３３２万５,

６１７円、予備費、決算額はございません。 

 歳出合計、予算現額９億７４７万円、決算額８億８,９９１万１０８円、不用額１,７５５

万９,８９２円、執行率９８.１％。 

 歳入歳出差引残額３,５３０万７,２５５円で、同額を翌年度に繰り越すものでございま

す。 

 次に、事項別明細書で説明をさせていただきますので、事項別明細書の２２２ページ、２

２３ページをお開き願います。 

 歳入です。収入未済額のみ申し上げます。 

 １款保険税１項保険税、収入済額ともに同額の１億８,８０３万７,６６４円。１目一般被

保険者保険税、収入済額１億８,３３８万３,２２６円、不納欠損額１万９,８００円、収入

未済額２,２５７万９,１７６円、現年課税分では収入割合が９７.８％、前年対比０.７ポイ

ントの増となっております。滞納繰越分では、収入割合が２２.７％で、前年対比３.１ポイ

ントの増となってございます。２目退職被保険者保険税、収入済額４６５万４,４３８円、

収入未済額４７万４,５３０円、現年課税分では収入割合が９７.２％で、前年対比０.２ポ

イントの減。滞納繰越分では、収入割合が２９.８％で、前年対比６.０ポイントの増となっ

ております。 

 ２款国庫支出金、収入済額２億３,４２４万７,８５０円、１項国庫負担金１億６,１６４

万９,８５０円。１目療養給付費負担金１億５,４００万９７８円、ここでは一般被保険者の

医療費に係る療養給付費等の負担金として３２％が交付されております。２目高額医療費共

同事業負担金６４５万８,８７２円、３目特定健康診査等負担金１１９万円。２項国庫補助

金１目調整交付金ともに同額の７,２５９万８,０００円、このうち特別調整交付金のほとん

どは、町立病院の施設整備等に対しての交付となっております。 

 ３款療養給付費交付金、次のページに移りまして、１項療養給付費交付金１目療養給付費

交付金ともに同額の１,７８５万９,０００円、ここでは退職者医療制度に係る療養給付費が

交付されております。 

 ４款前期高齢者交付金１項前期高齢者交付金１目前期高齢者交付金ともに同額の１億６,

８８１万８,７４６円、前期高齢者６５歳から７４歳の方の加入が多い国保の財政を支援す

るために、財政の調整が行われておりまして、ここではその調整額が交付されているもので
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ございます。 

 ５款道支出金７,３８１万８,８７２円、１項道負担金７６４万８,８７２円、１目高額医

療費共同事業負担金６４５万８,８７２円、２目特定健康診査等負担金１１９万円。２項道

補助金１目調整交付金ともに同額の６,６１７万円。 

 ６款共同事業交付金１項共同事業交付金ともに同額の９,０５９万９,７６０円、１目高額

医療費共同事業交付金２,３７８万４,１６７円。次のページに移りまして、２目保険財政共

同安定化事業交付金６,６８１万５,５９３円。 

 ７款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金ともに同額の７６５円。 

 ８款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金ともに同額の１億９１５万２,４１７

円、このうち保険税の負担を抑えることを目的とした一般被保険者療養給付費繰入金は、８,

４５４万６,０００円となっております。 

 ９款繰越金１項繰越金１目繰越金ともに同額の４,１９９万４,４１４円。 

 １０款諸収入６８万７,８７５円、１項延滞金及び加算金の収入はございません。次のペー

ジに移りまして、２項雑入１目雑入ともに同額の６８万７,８７５円。 

 歳入合計、予算現額９億７４７万円、調定額９億４,８２９万８６９円、収入済額９億２,

５２１万７,３６３円、不納欠損額１万９,８００円、収入未済額２,３０５万３,７０６円と

なるものです。 

 次に、歳出を説明させていただきます。２３０ページ、２３１ページをお開き願います。 

 歳出です。支出済額のみ申し上げます。 

１款総務費４１８万２,１５７円、１項総務管理費１目一般管理費もとに同額の３８４万

７１５円。２項徴税費１目賦課徴税費ともに同額の２５万５,２５２円。次のページに移り

まして、３項運営協議会費１目運営協議会費ともに同額の８万６,１９０円。 

 ２款保険給付費５億１,５５９万４０円、１項療養諸費４億６,２０４万４,８４０円、療

養諸費全体では、前年対比で９０.８％となっております。１目一般被保険者療養給付費４

億４,５８７万９,０２２円、２目退職被保険者等療養給付費１,２４７万７,１０５円、３目

一般被保険者療養費２３０万４,１９５円、４目退職被保険者等療養費３万４,０３５円、５

目審査支払手数料１３５万４８３円。 

２項高額療養費５,０１０万３,５２０円、高額療養費全体では前年対比で９０.３％と

なってございます。次のページに移りまして、１目一般被保険者高額療養費４,９００万６,

７４２円、２目退職被保険者等高額療養費１０９万６,７７８円、３目一般被保険者高額介

護合算療養費と４目退職被保険者等高額介護合算療養費の支出はございません。 

 ３項移送費の支出はございません。 

 ４項出産育児諸費３３６万１,６８０円、次のページに移りまして１目出産育児一時金３

３６万円、これにつきましては８件の給付となってございます。２目支払手数料１,６８０

円。 

 ５項葬祭諸費１目葬祭費ともに同額の８万円。 
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 ３款後期高齢者支援金等１項後期高齢者支援金等ともに同額の１億７６９万３,１３９

円、１目後期高齢者支援金１億７６８万５,２５１円、これにつきましては後期高齢者医療

制度に係る支援金で、各医療保険者が制度の４割を負担することになっておりまして、その

うちの大樹町の負担分ということになってございます。２目後期高齢者関係事務費拠出金

７,８８８円。 

 ４款前期高齢者納付金等１項前期高齢者納付金等ともに同額の８万２,５５６円、１目前

期高齢者納付金７万４,６６８円、次のページに移りまして、２目前期高齢者関係事務費拠

出金７,８８８円。 

 ５款老人保健拠出金１項老人保健拠出金、ともに同額の４,５６６円、１目老人保健医療

費拠出金の支出はございません。２目老人保健事務費拠出金４,５６６円。 

 ６款介護納付金１項介護納付金１目介護納付金ともに同額の４,５０６万３１円、これに

つきましては介護保険２号保険者、４０歳から６４歳に係る納付金で、各医療保険者が制度

の２９％を負担することになっておりまして、大樹町の負担分となります。 

 ７款共同事業拠出金１項共同事業拠出金、ともに同額の１億７０８万９,５４６円、１目

高額医療費拠出金２,６４７万３,６６２円、次のページに移りまして、２目共同事業事務費

拠出金１５４円、３目保険財政共同安定化事業拠出金８,０６１万５,７３０円。 

 ８款保険事業費６８８万２,４５６円、１項特定健康診査等事業費１目特定健康診査等事

業費、ともに同額の６２５万１,３９５円。２項保険事業費１目保健衛生普及費ともに同額

の６３万１,０６１円。 

次のページに移りまして、９款公債費の支出はございません。 

１０款諸支出金１億３３２万５,６１７円、１項還付金２,２０１万４,６１７円、１目一

般被保険者保険税還付金２１３万５,７００円、２目退職被保険者等保険税還付金の支出は

ございません。３目療養給付費交付金等還付金１,９８７万８,９１７円。２項操出金１目直

営診療施設勘定操出金、ともに同額の８,１３１万１,０００円、これにつきましては町立病

院の施設整備などに対しまして、特別調整交付金の交付を受けましたので、病院会計に繰り

出した分でございます。 

１１款予備費の支出はございません。 

歳出合計、予算現額９億７４７万円、支出済額８億８,９９１万１０８円、不用額１,７５

５万９,８９２円となるものでございます。 

以上で、国民健康保険事業特別会計の説明を終わります。 

続きまして、認定第３号の説明をさせていただきますので、議案のほうに一度お戻りいた

だきたいと思います。 

認定第３号平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定について説明をさせて

いただきます。次のページの決算総括表をご覧願います。 

平成２６年度後期高齢者医療特別会計決算総括表につきまして、科目ごとに決算額を申し

上げます。 
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歳入。後期高齢者医療保険料、決算額５,３１９万９,９００円、収入未済額４７万９,９

００円、収入割合９９.１％、前年度と比較しまして０.２ポイントの減となっております。

繰入金、決算額２,６９９万４,６１６円、繰越金５９万８,００２円、諸収入２万３,７００

円、広域連合支出金３万８,４４８円。 

歳入合計、予算現額８,１７５万１,０００円、調定額８,１３３万４,５６６円、決算額８,

０８５万４,６６６円、収入未済額４７万９,９００円、収入割合９９.４％でございます。 

次に、歳出です。総務費決算額１３０万２,９９３円、後期高齢者医療広域連合納付金７,

９２９万５,２１６円、諸支出金２万３,７００円、予備費の決算額はございません。 

歳出合計、予算現額８,１７５万１,０００円、決算額８,０６２万１,９０９円、不用額１

１２万９,０９１円、執行率９８.６％。 

歳入歳出差引残額が２３万２,７５７円となりまして、同額を翌年度に繰り越すものでご

ざいます。 

次に、事項別明細書で説明をさせていただきますので、事項別明細書の２４４ページ、２

４５ページをお開き願います。 

歳入です。収入済額のみ申し上げます。 

１款後期高齢者医療保険料１項後期高齢者医療保険料１目後期高齢者医療保険料、ともに

同額の収入済額５,３１９万９,９００円、収入未済額４７万９,９００円、後期高齢者医療

保険制度に加入している方の保険料で、対象人数は年間平均で１,０４１人となっておりま

す。 

２款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金、ともに同額の２,６９９万４,６１６

円。 

３款繰越金１項繰越金１目繰越金、ともに同額の５９万８,００２円。 

４款諸収入２万３,７００円、１項滞納金及び過料の収入はございません。２項償還金及

び還付加算金１目保険料還付金ともに同額の２万３,７００円、２目還付加算金の収入はご

ざいません。３項の雑入につきましても収入がございません。 

次のページに移りまして、５款広域連合支出金１項広域連合交付金１目高齢者医療制度円

滑運営臨時特例交付金ともに同額の３万８,４４８円。 

歳入合計、予算現額８,１７５万１,０００円、調定額８,１３３万４,５６６円、収入済額

８,０８５万４,６６６円、収入未済額４７万９,９００円となるものです。 

次に、歳出です。２４８ページ、２４９ページをお開き願います。 

支出済額のみ申し上げます。１款総務費１３０万２,９９３円、１項総務管理費１目一般

管理費ともに同額の１２９万１,３８８円。２項徴収費１目徴収費、ともに同額の１万１,

６０５円。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金１項後期高齢者医療広域連合納付金１目後期高齢者

医療広域連合納付金ともに同額の７,９２９万５,２１６円、これにつきましては後期高齢者

医療制度の運営主体であります広域連合に納付するもので、保険料の収入分と町が負担する
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保険基盤安定制度の負担金、事務費の負担金を支出してございます。 

３款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目保険料還付金ともに同額の２万３,７００

円。 

４款予備費の支出はございません。 

歳出合計、予算現額８,１７５万１,０００円、支出済額８,０６２万１,９０９円、不用額

１１２万９,０９１円となるものでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議   長 

 次に、認定第４号平成２６年度大樹町介護保険特別会計決算認定について。 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 それでは、認定第４号の議案をお開きください。 

 認定第４号平成２６年度大樹町介護保険特別会計決算認定につきましてご説明申し上げ

ますので、次のページの総括表をご覧ください。 

 平成２６年度介護保険特別会計決算総括表につきまして、科目ごとに決算額を申し上げま

す。 

 歳入です。 

介護保険料、決算額１億２０１万６,２００円、不納欠損額２５万２,４５０円、収入未済

額９７万６,９００円、収入割合９８.８％、対前年度比０.２％の減となっております。国

庫支出金１億５,２６８万９,２３１円、道支出金１億８５万６,０９５円、支払基金交付金

１億７,７０６万８,５８９円、財産収入１万５,８９２円、繰入金１億１,５７８万２,００

０円、諸収入２万３,４５６円、繰越金９２３万７,２８３円。 

 歳入合計で、予算現額６億５,９３６万１,０００円、調定額６億５,８９１万８,０９６円、

決算額６億５,７６８万８,７４６円、不納欠損額２５万２,４５０円、収入未済額９７万６,

９００円、収入割合９９.８％。 

 次に、歳出です。 

総務費、決算額２,１０４万１,５７３円、保険給付費５億９,３６９万２,１８２円、地域

支援事業費２,０２４万６,６８０円、基金積立金１,１７２万８,８４６円、諸支出金２２６

万２,４８６円。 

 歳出合計で、予算現額６億５,９３６万１,０００円、決算額６億４,８９７万１,７６７円、

翌年度繰越額３２８万４,０００円、不用額７１０万５,２３３円、執行率９８.４％、この

うち翌年度繰越額は、介護保険制度の改定によるシステム改修費ですが、当該年度中にシス

テムが終了しないため、翌年度に繰り越して行うためのものです。 

 歳入歳出差引残額８７１万６,９７９円、うち翌年度へ繰り越す額は同額の８７１万６,

９７９円となります。 

 それでは、決算の内容につきまして、介護保険の事項別明細書でご説明いたしますので、
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２５０ページをお開きください。 

 初めに、歳入です。款・項・目と右ページの中ほどの収入済額の順で申し上げます。 

 １款介護保険料１項介護保険料１目第１号被保険者介護保険料、収入済額ともに同額の１

億２０１万６,２００円。６５歳以上の方にご負担いただいております介護保険料で、３月

末における被保険者数は１,９０９人となっております。不納欠損額は２名で２５万２,４５

０円、収入未済額は１９人で９７万６,９００円となっております。 

 ２款国庫支出金１億５,２６８万９,２３１円、１項国庫負担金１目介護給付費負担金とも

に同額の１億２１７万１,０３１円。２項国庫補助金５,０５１万８,２００円、１目調整交

付金４,５００万５,０００円、２目地域支援事業交付金５５１万３,２００円。３項介護保

険事業補助金はありませんでした。 

 ３款道支出金１億８５万６,０９５円、１項道負担金１目介護給付費負担金ともに同額の

９,８０９万９,４９５円。２項道補助金１目地域支援事業交付金、ともに同額の２７５万６,

６００円です。 

 次のページをお開きください。４款支払基金交付金１項支払基金交付金、収入済額ともに

同額の１億７,７０６万８,５８９円、１目介護給付費交付金１億７,２５５万３,０００円、

２目地域支援事業支援交付金４５１万５,５８９円。 

 ５款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金ともに同額の１万５,８９２円。 

 ６款繰入金１億１,５７８万２,０００円、１項他会計繰入金１目一般会計繰入金ともに同

額の１億５６万３,０００円。２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入金ともに同額の

１,５２１万９,０００円。 

 ７款諸収入、収入未済額２万３,４５６円。次のページをお開きください。１項延滞金及

び過料、１目第１号被保険者延滞金、２目第１号被保険者過料はございません。２項雑入２

万３,４５６円、１目第３者納付金、２目返納金はございません。３目雑入２万３,４５６円、

生活保護受給者の介護扶助費実施のための要介護審査判定費用と、他町村から委託を受けた

認定調査委託料３件が主なものです。 

 ８款繰越金１項繰越金１目繰越金ともに同額の９２３万７,２８３円。 

 歳入合計、予算現額６億５,９３６万１,０００円、調定額６億５,８９１万８,０９６円、

収入済額６億５,７６８万８,７４６円、不納欠損額２５万２,４５０円、収入未済額９７万

６,９００円となるものです。 

 次のページをお開きください。 

 歳出です。款・項・目と右ページの中ほどの支出済額の順で申し上げます。 

 １款総務費、支出済額２,１０４万１,５７３円、１項総務管理費１目一般管理費ともに同

額の１,４１３万５,１２７円、この一般管理費では職員２名分の人件費と事務経費を支出し

ております。２項賦課徴収費、次のページをお開きください。１目賦課徴収費ともに同額の

２２万１,２２５円。３項介護認定審査会費、支出済額６６８万５,２２１円、介護サービス

を利用するために必要な介護認定の費用をここで支出しております。１目介護認定審査費１
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４万３,６１６円、２目介護認定審査会費４０７万６,６３５円、南十勝４町村で共同設置す

る介護認定審査会の負担金です。２６年度は２８５件が認定審査となっております。３目認

定調査費１２６万４,９７０円。 

 ２款保険給付費５億９,３６９万２,１８２円、１項介護サービス等諸費５億７,８９０万

９,０５６円、１目居宅介護サービス給付費１億９,２７７万４,９４２円、次のページをお

開きください。２目居宅介護サービス計画費２,８９７万８,４００円、３目施設サービス給

付費、支出済額３億１,７１３万２,４３９円、４目福祉用具購入費５５万８,６０２円、５

目住宅改修費２１７万８,２８４円、６目特定入所者介護サービス費３,６７４万４５円、７

目審査支払手数料５４万６,３４４円。２項高額介護サービス費１,４７８万３,１２６円、

１目高額介護サービス費１,３０２万６,８６６円、２目高額医療合算介護サービス事業費１

７５万６,２６０円。 

 ３款地域支援事業費１項地域支援事業費１目地域支援事業費、支出済額ともに同額の２,

０２４万６,６８０円、ここでは職員３名の人件費が主なものとなっております。 

 ４款基金積立金１項基金積立金１目介護給付費準備基金積立金ともに同額の１,１７２万

８,８４６円。 

次のページをお開きください。５款諸支出金２２６万２,４８６円、１項償還金及び還付

加算金１３１万７,５９２円、１目第１号被保険者保険料還付金４万９,２００円。２項償還

金１２６万８,３９２円、２項操出金１目他会計操出金ともに同額の９４万４,８９４円。 

 歳出合計、予算現額６億５,９３６万１,０００円、支出済額６億４,８９７万１,７６７円、

繰越明許費３２８万４,０００円、不用額７１０万５,２３３円となるものです。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 次に、認定第５号平成２６年度大樹町介護サービス特別会計決算認定について。 

瀬尾特老所長。 

○瀬尾特別養護老人ホーム所長 

 それでは、認定第５号についてご説明させていただきますので、議案にお戻りください。 

 認定第５号平成２６年度大樹町介護サービス事業特別会計の決算認定をお願いするもの

でございます。 

 次のページの総括表をご覧ください。 

 平成２６年度介護サービス事業特別会計決算総括表につきまして、科目ごとに決算額を申

し上げます。 

 歳入です。 

サービス収入２億１,０６９万１,６８４円。分担金及び負担金３,３６４万４,９０１円、

収入未済額３０万４,９７５円、収入割合９９.１％となっております。繰入金１億１,４８

１万４,０１６円、繰越金６６５万３,１６８円、諸収入２８０万６,３５５円。 

 歳入合計、予算額３億６,５５４万４,０００円、調定額３億６,８９１万５,０９９円、決
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算額３億６,８６１万１２４円、収入未済額３０万４,９７５円、収入割合９９.９％となっ

ております。 

 次に、歳出です。 

居宅介護サービス事業費、決算額７,３５３万１,６６８円。介護老人福祉施設事業費、決

算額２億８,４４８万１,５７２円。 

 歳出合計、予算現額３億６,５５４万４,０００円、決算額３億５,８０１万３,２４０円、

不用額７５３万７６０円、執行率９７.９％となっております。 

 歳入歳出差引額１,０５９万６,８８４円、同額を翌年度へ繰り越すものでございます。 

 それでは、決算の内容につきまして事項別明細書でご説明いたしますので、事項別明細書

２６６、２６７ページをお開き願います。 

 歳入でございます。収入済額のみ申し上げます。 

 １款サービス収入２億１,０６９万１,６８４円、１項介護給付費収入１億９,６９０万１,

１１３円、１目居宅介護サービス事業収入２,１９８万７,８２１円、２目介護老人福祉施設

事業収入１億７,４９１万３,２９２円。２項予防給付費収入１目居宅介護サービス事業収

入、ともに同額の１,３７９万５７１円でございます。 

 ２款分担金及び負担金１項負担金ともに同額の３,３６４万４,９０１円、収入未済額３０

万４,９７５円、１目居宅介護サービス事業負担金３５５万６,９０６円、１節通所介護利用

者負担金２名で６万５,０４８円の収入未済額です。２目介護老人福祉施設事業負担金３,

００８万７,９９５円、１節介護老人福祉施設利用者負担金、短期入所利用者負担金４名で

２３万９,５６７円の収入未済額です。 

 ２６８、２６９ページをお開きください。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金ともに同額の１億１,４８１万４,０１

６円。 

 ４款繰越金１項繰越金１目繰越金ともに同額の６６５万３,１６８円。 

 ５款諸収入２８０万６,３５５円、１項受託事業収入１目介護サービス事業収入ともに同

額の８万２,６２０円。２項雑入１目雑入ともに同額の２７２万３,７３５円となっておりま

す。 

 歳入合計、予算現額３億６,５５４万４,０００円、調定額３億６,８９１万５,０９９円、

収入済額３億６,８６１万１２４円、収入未済額３０万４,９７５円となるものです。 

 ２７０、２７１ページをお開きください。 

 次に、歳出です。支出済額のみ申し上げます。 

 １款居宅介護サービス事業費１項居宅介護サービス事業費ともに同額の７,３５３万１,

６６８円、１目通所介護費５,５４３万１,９８６円となっております。ここでは、老人デイ

サービスセンター、定員１日３０名の運営に係る介護・看護職員４名と臨時職員１２名の人

件費並びに運営に係る経費について支出しております。 

 飛んで２７４、２７５ページをお開き願います。下段２目介護予防支援費、支出済額１,
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８０９万９,６８２円となっております。ここでは介護予防支援業務に係るケアマネジャー

２名の人件費並びに運営費を支出しております。 

 ２７６、２７７ページをお開きください。下段、２款介護老人福祉施設事業費１項介護老

人福祉施設事業費１目介護老人福祉施設費、支出済額ともに同額の２億８,４４８万１,５７

２円でございます。ここでは、特別養護老人ホーム定員５０床、短期入所、生活介護、ショー

トステイ１０床の運営に係る経費、事務系職員５名、介護職員３５名、看護職員３名、調理

職員９名、清掃作業員１名の人件費並びに施設管理費を支出しております。 

飛んで２８４、２８５ページをお開きください。 

以上、歳出合計、予算現額３億６,５５４万４,０００円、支出済額３億５,８０１万３,

２４０円、不用額７５３万７６０円となっております。 

以上で説明を終わります。 

○議   長 

休憩します。 

 

休憩 午後 １時４５分 

再開 午後 ２時００分 

 

○議   長 

 それでは、再開いたします。 

 次に、認定第６号平成２６年度大樹町公共下水道事業特別会計決算認定について。 

鈴木水道課長。 

○鈴木水道課長 

 それでは、認定第６号平成２６年度大樹町公共下水道事業特別会計の決算認定について説

明をさせていただきますので、次のページ、総括表をお開き願います。 

 平成２６年度公共下水道事業特別会計決算総括表につきまして、科目ごとに決算額を申し

上げます。 

 まず歳入ですけれども、分担金及び負担金、決算額１８６万円、使用料及び手数料６,６

０４万７,３５７円、収入未済額２２０万８,８４５円、収入割合９６.８％で、前年対比０.

３％の減となってございます。国庫支出金１,５２４万６,０００円、繰入金１億７,９２１

万円、繰越金３８８万９２６円、町債２,２３０万円、諸収入５万２,９００円。 

 歳入合計で、予算現額２億８,９２５万３,０００円、調定額２億９,０８０万６,０２８円、

決算額２億８,８５９万７,１８３円、不納欠損額はございません。収入未済額２２０万８,

８４５円、収入割合９９.２％でございます。 

 続きまして歳出ですけれども、管理費、決算額８,６５１万９,８３３円、事業費６,２２

２万８,６８３円、公債費１億３,４９２万６,８００円、諸支出金６,４０２円、予備費、予

備費の決算額はございません。 
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 歳出合計、予算現額２億８,９２５万３,０００円、決算額２億８,３６８万１,７１８円、

翌年度繰越額はございません。不用額５５７万１,２８２円、執行率９８.１％で、対前年比

０.８％の減となってございます。 

 歳入歳出差引残額は４９１万５,４６５円となっており、同額を翌年度へ繰り越すもので

ございます。 

 続きまして、事項別明細書により説明させていただきますので、事項別明細書の２８６、

２８７ページの歳入をお開き願います。 

 最初に、歳入につきましては収入済額で説明させていただきます。 

 １款分担金及び負担金１項負担金、収入済額でともに同額の１８６万円、１目公共下水道

負担金１２３万円、２目個別排水処理事業受益者分担金６３万円。 

 ２款使用料及び手数料６,６０４万７,３５７円、１項使用料６,６０２万５,３５７円、１

目公共下水道使用料６,０１９万６,１３６円、収入未済額２２０万８,８４５円、収入未済

額の内訳は公共下水道使用料の現年度分６１戸、過年度分４５戸で、実戸数は８７戸でござ

います。２目個別排水処理施設使用料５８２万９,２２１円。２項手数料２万２,０００円、

１目公共下水道手数料１万４,０００円、２目個別排水処理施設手数料８,０００円。 

 下へ行きまして、３款国庫支出金１項国庫補助金、次の２８８ページをお開き願います。

１目下水道国庫補助金ともに同額の１,５２４万６,０００円、これにつきましては終末処理

場の長寿命化工事に対する国庫補助金でございます。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金、ともに同額の１億７,９２１万円。 

 ５款１項１目ともに繰越金で同額の３８８万９２６円。 

 ６款１項ともに町債で同額の２,２３０万円、１目下水道事業債１,２７０万円、２目過疎

対策事業債９６０万円、これら町債につきましては下水道事業と個別排水設備設置事業に伴

う起債の借り入れとなります。 

 ７款諸収入１項１目ともに雑入で同額の５万２,９００円、これにつきましては２５年分

の消費税の確定申告に伴う消費税の還付金でございます。 

 以上、歳入合計で、当初予算額３億４６０万円、補正予算額１,５３４万７,０００円の減、

予算現額の計で２億８,９２５万３,０００円、調定額２億９,０８０万６,０２８円、収入済

額２億８,８５９万７,１８３円、不納欠損額はございません。収入未済額２２０万８,８４

５円となるものでございます。 

 続きまして、歳出を説明させていただきますので、２９０ページをお開き願います。 

 歳出につきましては、支出済額で説明させていただきます。 

 １款管理費、支出済額８,６５１万９,８３３円、１項総務管理費１,３２１万５,８１９円、

１目一般管理費１,２２３万５,２４４円、ここでは８節報償費で公共下水道に係る受益者負

担金の前納報奨金を１１戸分、支出してございます。下に行きまして、２目普及推進費９８

万５７５円、ここでは８節報奨金で、個別排水事業に係る受益者分担金の前納報奨金を７戸

分、支出してございます。 
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 次、２９２ページ、２９３ページをお開き願います。２９３ページの１９節負担金補助及

び交付金では、水洗便所設置補助金を３戸分、支出してございます。２項施設管理費７,３

３０万４,００１４円、１目管渠管理費６３１万６,４８８円、２目処理場管理費５,６３５

万７,２４１円。２９４ページ、２９５ページをお開き願います。２９５ページの上から２

段目、１８節備品購入費では、その他の備品といたしまして、終末処理場の機器保護のため

の産業用除雪機を１台購入してございます。３目個別排水管理費１,０６３万２８５円、こ

こでは１３節委託料で個別排水処理施設１４１基に係る点検・清掃等の維持管理を行ってご

ざいます。 

次に行きまして、２款事業費６,２２２万８,６８３円、１項下水道整備費１目下水道建設

費ともに同額の４,８６２万６８３円。次、２９６、２９７ページをお開き願います。２９

７ページのほうの１３節委託料で、終末処理場の長寿命化工事に係る実施設計と建設工事の

委託業務を執行してございます。中ほどへ下がりまして、２項個別排水処理施設整備費１目

個別排水処理施設建設費ともに同額の１,３６０万８,０００円、ここでは１５節工事請負費

で個別排水処理施設を７基整備してございます。 

３款１項ともに公債費で同額の１億３,４９２万６,８００円、１目元金１億７８万９,１

６８円、２目利子３,４１３万７,６３２円。 

４款諸支出金１項操出金１目一般会計操出金ともに同額の６,４０２円、ここでは新通の

樋門に係る委託料を道との維持管理協定により折半し、支出してございます。 

２９８、２９９ページをお開き願います。５款１項１目ともに予備費で、予備費の支出は

ございません。 

以上、歳出合計で、当初予算額３億４,６００万円、補正予算額１,５３４万７,０００円

の減、予算額の計２億８,９２５万３,０００円、支出済額２億８,３６８万１,７１８円、不

用額５５７万１,２８２円となるものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 続いて、公営企業会計の説明を求めます。 

 初めに、認定第７号平成２６年度大樹町水道事業会計決算認定について。 

 引き続き、水道課長。 

○鈴木水道課長 

認定第７号平成２６年度大樹町水道事業会計決算認定につきまして説明させていただき

ます。 

なお、地方公営企業会計制度の改正に伴い、財務諸表などは税抜きで作成してございます。

ご了承願います。 

それでは、決算書の１ページ、２ページをお開き願います。 

平成２６年度大樹町水道事業決算報告書。 

最初に、１、収益的収入及び支出ですが、収支それぞれ決算額で説明をさせていただきま



 

－ 34 － 

す。 

最初に、収入は、１款水道事業収益、決算額４億７,７４４万３,２８２円、第１項営業収

益２億７,６１０万５,４５９円、第２項営業外収益２億１３３万７,８２３円となってござ

います。 

 次に、支出ですけれども、第１款水道事業費用、決算額４億８,８８４万１,５７３円、第

１項営業費用４億４,７５７万５３４円、第２項営業外費用３,９８８万８,５５６円、第３

項特別損失１３８万２,４８３円、第４項予備費、予備費の支出はございません。 

 次の３ページ、４ページをお開き願います。 

 ２、資本的収入及び支出の収入は、第１款資本的収入、決算額１,３３２万５,０００円、

第１項工事補償金７８９万円、第２項工事負担金５４３万５,０００円となってございます。 

 次に、支出ですけれども、第１款資本的支出、決算額１億７,５５７万６,４０９円、第１

項建設改良費６,７０７万５,３１１円、第２項配水管保障工事費８５２万１,２００円、第

３項量水器整備事業費９６５万５,５９６円、第４項企業債償還費９,０３２万４,３０２円

となってございます。 

 資本的収入が資本的支出の支出額に不足する額１億６,２２５万１,４０９円は、損益勘定

留保資金で補てんいたしました。 

 続きまして、５ページから８ページにつきましては、例年説明を省略させていただいてお

りますけれども、２６年度につきまして制度改正後の初めての決算となりますので、変更部

分についてのみ少し長めになりますけれども、説明をさせていただきます。ご了承願います。 

 次の５ページをお開き願います。 

 財務諸表。１、平成２６年度大樹町水道事業損益計算書。 

この中では、２、営業費用の(３)総係費で、賞与と法定福利費に係る１２月から３月まで

の分を引当金として計上してございます。次の(４)減価償却費では、補助金等の部分を除い

て減価償却を行う、いわゆるみなし償却制度というものですけれども、そちらの廃止により

資産の償却額の全額を償却するフル償却制度になり、約９,０００万円弱が増加してござい

ます。 

 次に、３、営業外収益(３)長期前受金戻入でございますけれども、これは当年度の減価償

却及び除却に合わせて収益化する補助金等に相当する額でございます。 

 次に、５、特別損益(２)特別損失についてですけれども、制度改正の初年度、２６年度に

限ってですけれども、２６年６月期に係る賞与と法定福利費について、前年度からの引当金

がございませんので、特別損失として支出したものでございます。 

 次に、下から２段目のその他未処理欠損金変動額でございますが、これにつきましてはフ

ル償却していた資産を減価償却率に合わせて収益化する補助金等の額、及び税抜き計算して

いた資産の補助金等に係る消費税相当額を収益化したものとなってございます。その結果、

最下段でございますけれども、当年度未処理欠損金につきまして、前年度未処理欠損金額の

額より大きく減るものとなってございます。 



 

－ 35 － 

 次の６ページをご覧ください。 

 剰余金計算書の中となりますけれども、左から３列目になります借入資本金、右に行きま

して資本剰余金の受贈財産評価額から工事負担金までが、制度改正に伴い資本から負債に移

行することになりましたので、剰余金から減るものとなってございます。 

 次に、８ページをお開き願います。 

 貸借対照表の負債の部でございますけれども、資本として管理していました借入資本金、

企業債でございますけれども、負債として管理するようになり、会計年度の年度末から１年

以内の償還額を流動負債で管理する制度となってございますので、３、固定負債の(１)と４、

流動負債の(２)として、企業債を二つに分けて整理してございます。 

 次に、４の(５)引当金につきましては、賞与と法定福利費に係る引当金を資本的支出、建

設改良費で賄っている職員の分も含めまして整理してございます。 

 次に、５、繰延収益(１)長期前受金は、資本剰余金から移行したもので、翌年度以降の減

価償却に合わせて将来的に収益化する分の原資となる額で、また２６年度以降における国庫

補助金等の受け入れ口となるものでございます。次の(２)収益化累計額は、資産の減価償却

及び除却に合わせて、国庫補助金等を収益化した累計の額となるものでございます。 

 下に行きまして、資本の部では、従前借入資本金としての企業債と受贈財産評価額、工事

補償金、国庫補助金、工事負担金を資本として管理してございましたが、さきに説明しまし

たとおり負債に移行しましたので、その分が大きく減となってございます。 

 次に、９ページをお開き願います。 

 平成２６年度大樹町水道事業報告書の主なものを説明させていただきます。 

 １、概況の(１)総括事項で、ア給水状況ですが、平成２６年度末は２,６３４戸、対前年

度増減１３戸の増。次の表に移りまして、年間有収水量、平成２６年度末１１８万１,７１

３立方メートル、対前年度増減２万５,３３６立方メートルの増となってございます。 

 次の事業状況、財政状況につきましては、１ページから４ページで説明させていただきま

したので、省略させていただきます。 

 次に、１０ページの(２)議会議決事項をご覧願います。 

 議案第４２号から一番下の行へ行きまして議案第４２号まで、６件の議決をいただいてご

ざいます。 

 次、(３)行政官庁認可事項の該当事項はございません。 

 次に、(４)職員に関する事項ですが、事務職員１名、技術職員２名、合計３名で増減はご

ざいません。 

 (５)料金その他、供給条件の設定、変更に関する事項では、水道料金の改定を２６年９月

分から行っており、用途ごとの料金は表のとおりとなってございますので、後ほどご確認を

お願いします。 

 次の１１ページをお開き願います。 

 ２、工事。 
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 (１)建設工事の概況。 

ア、建設改良工事では、鏡町幹線配水管路布設工事から、一番下の大樹町老朽消火栓更新

工事第４工区までの７件で、５,７２１万３,０００円の工事請負費となってございます。 

 次に、イ、配水管補償工事では、幸町団地１０号線外改良舗装工事に伴う配水管移設工事

の１件で、８５２万１,２００円の工事請負費となってございます。 

 次に、１２ページをご覧願います。 

 (２)保存工事の概況。 

ア、量水器更新工事につきましては、検定満期メーター器更新工事、第１工区から第３工

区までの３工区で３０２個を更新し、総額で４７７万３,６００円の工事請負費となってご

ざいます。 

 次に、１３ページをお開き願います。 

 ３、業務。 

 (１)業務量。 

 年度末給水人口は５,７７５人。３行下がりまして、年度末給水戸数２,６３４戸、年間配

水量は１３４万４,５３６立方メートル。３行下がりまして、年間有収水量は１１８万１,

７１３立方メートル。一番下で、有収率は８７.９％で、前年対比０.１１％下がってござい

ます。 

次に、供給単価は２２３円５３銭で、前年対比２円３１銭の増。給水原価は、４１３円６

７銭で、対前年比６７円１３銭の増でございます。これは制度改正に伴い、減価償却がフル

償却に変更となったことにより、長期前受金戻入額相当分が影響して前年対比が高くなって

いるものでございます。 

(２)事業収入に関する事項は、増減で説明させていただきます。営業収益２８１万７,２

６４円の増、営業外収益８,７４７万１,１６０円の増、計といたしまして９,０２８万８,

４２４円の増。 

 (３)事業費に関する事項では、営業費用８,３６０万３,５０６円の増、営業外費用６８万

５,９４１円の増、特別損益１３８万２,４８３円の増、計といたしまして８,５６７万１,

９３０円の増となってございます。 

 １４ページに行きまして、会計、(１)重要契約の要旨は１件の契約で、３,８４４万８,

０００円となってございます。 

 (２)企業債及び一時借入金の概況。 

 イ、企業債。企業債の当年度償還高は合計で９,０３２万４,３０２円、当年度末残高合計

は１３億７,９８１万４,１５９円となってございます。 

 ロ、一時借入金はございません。 

 次に、１５ページをお開き願います。 

 水道事業会計キャッシュ・フロー計算書ですけれども、これは制度改正により新たに添付

するものとなったものでございます。 
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内容といたしましては、１番の業務活動によるキャッシュ・フローは、主に営業活動にお

ける資金の動きとなります。２番目の投資活動によるキャッシュ・フローは、将来に向けた

資産の確実に係る資金の動きということで、主に固定資産の取得などの資金の動きとなりま

す。３番目の財務活動によるキャッシュ・フローは、当年度内における一時借入金などの資

金調達の動きとなります。 

次に、１６ページ、１７ページをお開き願います。 

その他の書類は、決算報告書に合わせまして、税込みのほうで主なものを説明させていた

だきます。 

 １、収益費用明細書の収入。 

 水道事業収益、項、営業収益の給水収益では、水道使用料が２億６,４１０万３,９５７円

で、前年対比約８３０万円の増。下に行きまして、営業外収益では、一般会計補助金が、１

億６５７万４,０００円で、約９００万円の減。長期前受金の戻入が９,３８５万３５１円で、

これは当年度の減価償却と除却に見合う国庫補助金等を収益化するものでございます。 

 収益合計で４億７,７４４万３,２８２円となったものでございます。 

 次に、支出ですけれども、営業費用の原水及び浄水費では、ちょっと下がりまして、委託

費が３,９５７万９,６４８円で、前年対比、約１３０万円の増。 

 次、配水及び給水費の委託料は、約１２５万円の減。１７ページに行きまして、総係費で

は賞与引当金繰入額１２７万６,０００円と法定福利費引当金繰入額２１万円が、制度改正

に伴う新たな費用でございます。下へ行きまして、減価償却費では前年対比、約７,８００

万円の増。資産減耗費では、約４６０万円の増となっており、制度改正に伴い国庫補助金等

に見合う、長期前受金戻入額相当分が増加となってございます。 

一番下に行きまして、費用合計といたしまして、４億８,８８４万１,５７３円となったも

のでございます。 

 次の１８ページをお開き願います。 

 ２、資本的収支明細書の収入で、工事補償金が７８９万円で、前年対比、約９５０万円の

減、工事負担金が５４３万５,０００円で、約７０万円の減。収入合計で１,３３２万５,０

００円となったものでございます。 

 次に、支出になりますけれども、建設改良費の固定資産取得費で、下から２段目の工事請

負費が５,１３４万３,２００円で、前年対比、約７００万円の増。１９ページに行きまして

配水管補償工事費では、工事請負費が８５２万１,２００円で、約９９０万円の減となって

ございます。支出合計といたしまして１億７,５５７万６,４０９円となったものでございま

す。 

 次に、２４ページ、２５ページをお開き願います。 

 ３、固定資産明細書ですけれども、最初に有形固定資産明細書では、資産の種類が土地か

ら建設仮勘定までの７種類で、年度当初現在高１２５億５,７５４万９,４６４円に当年度中

の資産の増加・減少、減価償却の増減により２５ページの一番右側の列ですけれども、年度
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末償却未済額の合計が７２億５,８５７万５,４９１円となるものでございます。 

この中では、減価償却累計額の当年度増加額の列の上段でございますけれども、制度改正

に伴い、これまで減価償却した額に対応した国庫補助金等相当額の償却額を移行に合わせま

して増加してございます。その分を列記してございます。 

 ２４ページに戻りまして、(２)無形固定資産明細書ですが、水利権における当年度内の増

減はなく、２５ページに移りまして、年度末現在高が３７万９,８００円となってございま

す。 

 次の２６ページをお開き願います。 

 ４、企業債明細書、借り入れの種類は政府資金１２口、公庫資金４口の合計１６口で、当

年度中の新たな借り入れはなく、発行総額の合計が２２億１,４４０万円。２７ページに行

きまして、未償還残高の合計が１３億７,９８１万４,１５９円となっており、固定負債と流

動負債の合計額となってございます。 

 また、翌年度償還予定額を流動負債になりますけれども、９,２４２万４,３４５円を右側

のほうに歳計してございます。 

 次の２８ページをお開き願います。 

 参考資料といたしまして、１、水道料金の収納状況ですけれども、現年度分の家事用(小

口)からその他までの計で、調定額が２億６,４１０万３,９５７円、収納額が２億４,２６２

万６８８円、未納額が２,１４８万３,２６９円で、収納率が９１.８７％。滞納繰越分の調

定額が２,４１１万２,８１１円、収納額が２,００４万７,８７５円、未納額が４０６万４,

９３６円で、収納率が８３.１４％、合計の調定額が２億８,８２１万６,７６８円、収納額

が２億６,２６６万８,５６３円、未納額が２,５５４万８,２０５円で、収納率が９１.１４

％。３月末の時点では、前年対比０.２４％下がってございます。 

 参考といたしまして、７月２１日現在の現年度分の調定額は２億６,４１０万３,９５７

円、収納額が２億６,３０６万１,９５５円、未納額は１０４万２,００２円、収納率は９９.

６１％で、０.１％下がってございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 次に、認定第８号平成２６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定について。 

伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 それでは、認定第８号平成２６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定について

ご説明申し上げます。 

 なお、病院事業会計につきましても水道事業会計と同様に、地方公営企業会計制度の改正

に伴い、財務諸表などは税抜きで作成してございますが、一部、税込みの諸表も添付してご

ざいます。 

 決算概要を決算書により説明いたします。それでは、２ページ、３ページをお開き願いま
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す。 

 平成２６年度大樹町立国民健康保険病院事業決算報告書。 

 収益的収入及び支出ですが、決算額で報告させていただきます。 

収入。第１款病院事業収益１０億１,９５９万９,９５０円、第１項医業収益５億３,１５

３万５,１８３円、第２項医業外収益４億１,７８６万４,７６７円、第３項特別利益７,０２

０万円。 

 支出。第１款病院事業費用１２億２,６５２万４,３６５円、第１項医業費用９億１,９１

６万１,６９７円、第２項医業外費用３５１万３,０８９円、第３項特別損失３億３８４万９,

５７９円、第４項予備費、予備費の支出はございません。 

 次の４ページ、５ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出。 

 収入。第１款資本的収入７億２,８３９万１,９１０円、第１項一般会計負担金３億３,５

４１万２,９１０円、第２項企業債３億２,０２０万円、第３項国庫支出金４,８１６万６,

０００円、第４項道支出金２,４０８万３,０００円、第５項貸付金返還金５３万円。 

 支出。第１款資本的支出７億３,０６０万１,９１０円、第１項建設改良費７億２,７８６

万１,９１０円、第２項貸付金２７４万円。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２２１万円は、損益勘定留保資金で補て

んしております。 

 続きまして、６ページから９ページですが、先ほど水道事業会計で説明がありましたよう

に、地方公営企業の会計基準が改定されておりまして、新基準に合わせて作成しております

ので、説明のほうは省略させていただきたいと思います。 

次に、決算概要について説明いたしますので、決算書の１０ページ、１１ページをお開き

願います。 

 平成２６年度大樹町立国民健康保険病院事業報告書を説明させていただきます。 

 概況、総括事項を朗読します。 

 平成２６年度における本事業の収支決算の結果としては、収益的収支(税抜き)における総

収益は１０億１,７４２万９,９００円(対前年比１１.１％増)で、総費用は１２億４,１５３

万１,４３０円(対前年比３４.２％増)になり、収支差し引き２億２,４１０万１,５３０円の

損失が生じ、当年度未処理欠損金は、８億５,４５７万９,８７７円となっております。 

また、資本的収支(税込み)においては、収入額７億２,８３９万１,９１０円、支出総額７

億３,０６０万１,９１０円で、不足する額２２１万円は損益勘定留保資金から補てんしてお

ります。 

次に、(２)議会議決事項。 

 議会議決事項は、議案第６４号から議案第４３号まで補正予算２件と決算認定及び当初

予算でございます。 

続きまして、(３)職員に関する事項。 



 

－ 40 － 

職員数ですが、医師が４名。常勤医３名・嘱託医１名となっており、平成２５年９月に常

勤医１名が退職、その後、常勤医１名を募集しておりますが、現在まで採用に至らず、常勤

医３名、嘱託医１名の４名体制のままとなっております。看護師につきましては、昨年から

３名増の１８名、ケアワーカーは１名増の１５名となっております。総勢９１名で、前年比

４名増となっております。 

次に、１１ページの業務でございます。 

業務量は、入院は内科・外科合わせて１万６,２０１人、１日平均４４．４人で、前年比、

１日平均０.４人、年間で１４９人の減となっております。外来は、内科から眼科まで合計

３万１,４８７人、１日平均１２９.６人、年間では前年比４７人減っていますが、営業日数

が前年度より２日少なかったため、１日平均では前年比０.９人増えております。 

事業収入に関する事項。 

こちらは税抜きでございます。医業収益で、入院収益からその他医業収益まで、合計５億

２,９５０万７,５３９円、前年比２,９１７万９,５８０円、５.２％の減となっております。

診療単価の高い処置や検査、注射などが減ったことなどから、外来収益が減となっておりま

す。 

医業外収益では、合計で４億１,７７２万２,３６１円となっており、対前年６,０８４万

２,３１４円、１７.０％の増となっております。病院改築関連の消耗備品購入に伴う一般会

計からの負担金が増えたためであります。特別利益で７,０２０万円、旧病院の解体撤去に

係る一般会計補助金分でございます。 

以上、事業収入合計で１０億１,７４２万９,９００円、対前年１億１８６万２,７３４円、

１１.１％の増となっております。 

続きまして、事業費用に関する事項でございます。 

医業費用は、給与費から研究研修費まで８億９,７６７万３,６１５円、対前年２,７７０

万９,７６３円、３.２％の増、病院改築に伴う消耗備品の購入が主な要因であります。 

医業外費用は４,５２０万８,２３６円、対前年９７６万２,１５６円、１７.８％の減と

なっております。特別損失２億９,８６４万９,５７９円、旧病院建物の解体、機械備品の更

新による固定資産の除却損などを計上しております。 

医業費用総額は１２億４,１５３万１,４３０円、対前年比３億１,６５９万７,１８６円、

３４.２％の増となっております。 

次に、１７ページをお開きください。 

資本的収支の明細書(税込)でございます。 

(１)資本的収入の部になりますが、一般会計負担金３億３,５４１万２,９１０円、企業債

３億２,０２０万円、国庫補助金４,８１６万６,０００円、道補助金２,４０８万３,００

０円、貸付金返還金５３万円の合計７億２,８３９万１,９１０円で、損益勘定留保資金か

ら補てんする額２２１万円を合わせまして、７億３,０６０万１,９１０円となっておりま

す。 
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 次に、(２)の資本的支出の部でありますが、病院の改築関連として機器及び備品購入費１

億３,１５０万３,９１０円、委託料６９３万円、工事請負費５億８,９４２万８,０００円と

なっております。貸付金、看護師就業支援金の貸付金で２７４万円。合計７億３,０６０万

１,９１０円となっております。 

 次に、２３ページをご覧ください。 

 固定資産明細書であります。土地から建設仮勘定まで、年度当初１７億４,７７７万８,

２６９円に建物・機械備品を加え除却等を減じた結果、年度末償却未済額は１７億３２３万

７,２４６円となっております。 

 次に、企業債の明細書ですが、２６年度に発行しました病院改築工事分２億６,３１０万

円と医療機器購入分５,７１０万円を合わせまして８億１,１６０万円が発行総額となって

おります。 

 そのほか財務諸表附属書類等につきましては、説明を省略させていただきますので、後ほ

どお目通し願いたいと思います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 以上をもって、認定第１号から認定第８号まで８件の提案理由及び内容の説明が終わりま

した。 

 続いて、これより平成２６年度大樹町一般会計並びに７特別会計の決算について、議会運

営基準第６０の規定により、監査委員から審査意見の説明を求めます。 

澤尾代表監査委員。 

○澤尾代表監査委員 

 地方自治法第２３３条第２号の規定に基づく平成２６年度の大樹町一般会計外５特別会

計決算に関する決算書ほかの審査結果につきまして、審査意見書の朗読をもってご報告申し

上げたいと思います。 

 平成２６年度大樹町一般会計外各会計決算審査意見書。 

 審査の対象は、平成２６年度大樹町一般会計歳入歳出決算書、同じく大樹町国民健康保険

事業特別会計(事業勘定)の歳入歳出決算書、同大樹町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

書、同じく大樹町介護保険特別会計歳入歳出決算書、同じく大樹町介護サービス事業特別会

計歳入歳出決算書、同じく大樹町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書。 

 ２、各会計決算書の提出を受けた年月日。平成２７年７月２４日。 

３、審査の期間。平成２７年８月６日から平成２７年８月２０日までのうち延べ１２日間。 

 ４、審査の概要。平成２６年度大樹町一般会計外各会計の決算審査に当たっては、提出さ

れた歳入歳出決算書、同決算事項別明細書、実質収支に関する書類、財産に関する調書、町

債に関する調書及び基金に関する調書について、計数に誤りはないか、また、予算の執行に

おいて関係法令に従い、適正かつ効率的に執行されているかなどに主眼を置き、それぞれの
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関係諸帳簿及び証拠書類の照合並びに住民福祉の増進という町行政の本旨に沿った執行が

行われているかなどについて審査を実施した。 

 ５、審査の結果。審査に付された一般会計並びに各特別会計の歳入歳出決算書、同決算事

項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、町債に関する調書及び基金に関す

る調書は、法令に準拠して作成されており、また、所定の期間内に出納閉鎖がなされ、現金、

預金高、有価証券などの確認と、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合精査した結果、

計数に誤りはなく正確であり、かつ関係法令にも適合しており、予算の執行もおおむね適正

に行われたものと認められる。 

 ６、各会計の決算内容。 

(１)の一般会計決算並びに(２)から(６)に至る５特別会計決算の内容につきましては、審

査意見書に記載のとおりでありますので、後ほどお目通しいただくことといたしまして、朗

読説明は省略させていただき、以上をもちまして決算審査意見とさせていただきます。 

 続きまして、地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づく平成２６年度の大樹町水道事

業会計並びに大樹町立国民健康保険病院事業会計決算に関する決算書ほかの審査結果につ

きまして、一般会計同様、審査意見書の朗読をもってご報告申し上げます。 

 平成２６年度大樹町水道事業会計並びに大樹町立国民健康保険病院事業会計決算審査意

見書。 

 第１、決算書の提出を受けた年月日。大樹町水道事業会計、平成２７年７月１日、大樹町

立国民健康保険病院事業会計、平成２７年７月１日であります。 

 第２、審査年月日。平成２７年７月１５日から平成２７年７月２４日までうち延べ８日間。

なお、物品業務監査、棚卸監査でありますが、平成２７年３月３１日に実施してございます。 

 第３、審査の経過。両事業会計の決算審査に当たっては、提出された決算書(決算報告書

財務諸表、事業損益計算書、事業剰余金及び欠損金処理計算書、事業貸借対照表)財務諸表

附属書類及び会計諸帳簿、会計伝票、証拠書類、諸契約書などを照合精査するとともに、例

月出納検査の現金、預金高との関連を初め計数に誤りはないか、加えて地方公営企業法第３

条の経営の基本原則に基づいて執行されているかなどに主眼を置き審査を実施した。 

 第４、審査の結果。審査に付された両事業会計の決算は、いずれも定められた期間内に出

納閉鎖がなされており、所定の様式に従い整備されている。会計事務における計数は、関係

諸帳簿、会計伝票、証拠書類、諸契約書などに符合し、審査した結果、正確でありかつ予算

の執行もおおむね適正であると認められる。 

 以下、両事業会計に関する(１)の経営の概況、(２)の事業の状況、(３)の経営成績、(４)

の未収金の状況などにつきましては、意見書に記載のとおりでありますので、後ほどお目通

しいただくこととして、朗読を省略し、以上をもちまして決算審査意見とさせていただきま

す。 

 なお、平成２６年度の２企業会計決算におきましては、公営企業法同法企業会計基準の改

正変更によりまして、決算書の表記科目や前年度残高の一部移行処理による数値の置き換え
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等がございましたので、決算書への影響がある科目、数値について参考資料として記述させ

ていただきましたので、申し添えておきます。 

 以上であります。 

○議   長 

 これをもって、監査意見の説明を終わります。 

 お諮りします。 

 認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定についてから認定第８号平成２６年度

大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定についてまで、以上８件の審査については、議

長と議会選出監査委員を除く１０名をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに

付託の上、審査することにしたいと思います。 

 なお、本委員会には必要に応じ、地方自治法第９８条による検閲検査の請求権を付与して

おきたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 

   ◎休会の議決 

○議   長 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会において、平成２６年度大樹町一般会計決算

並びに７特別会計の審査を行うため、９月１１日から１７日までの間、本会議を休会といた

したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、決算審査特別委員会において審査を行うため、９月１１日から１７日までの間、

休会とすることに決しました。 

 なお、特別委員会は、委員会条例第８条第１項により議長において、本日、本議会終了後、

本議場において開催と指定いたします。 

 

    ◎散会の宣告 

○議   長 

 以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 



 

－ 44 － 

散会 午後 ２時５７分 
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開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

○議   長 

 ただいまの出席議員は、１２名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

○議   長 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において、 

３番 杉 森 俊 行 君 

４番 松 本 敏 光 君 

５番 西 田 輝 樹 君 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 一般質問 

○議   長 

 日程第２ 一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、これより発言を許します。 

 初めに、５番西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 それでは、先に通告してあります２点について、一つは健康についての総合戦略の実施と

いうことで、もう一つは再生エネルギーの利活用についての町の考えをお聞きしたいと思っ

ております。 

 それでは、１番目の健康総合戦略の実施といいますか、それについて町の考え方をお聞き

したいと思います。 

 世界一の長寿国に日本がなってから久しいですが、単に寿命が延びることでなく、健康で

生活できることが大切なことであると私も考えております。 

 そこで、大樹町においてこのような健康寿命社会の確立に向けてどのような施策を展開し

ているのか、また今後、健康増進に関する計画や構想があればあわせてお知らせ願いたいと

思います。 

 よろしくお願いします。 

○議   長 

 酒森町長。 
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○酒森町長 

 それでは、西田議員ご質問の大樹町における健康寿命社会の確立に向けた施策についてお

答えをいたします。 

 健康寿命の概念は平成１２年、２０００年に世界保健機関ＷＨＯが発表をいたしました。

健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく、生活できる期間のことであ

ります。 

 それ以降、平均寿命を延ばすだけではなく、健康寿命を延ばすことが重要になっておりま

す。これは、平均寿命の延伸に伴い、不健康な期間も伸びていることが予想され、健康寿命

との差が拡大すれば生活の質の低下だけではなく、医療費や介護給付費の増大を招くことに

なるためでもあります。 

 当町では、健康寿命の延伸、生活の質の向上を目的として平成２０年度から国保加入者に

対し特定健診、特定保護指導を実施しております。糖尿病等の生活習慣病発生予防や生活習

慣病の悪化による心血管疾患、脳血管疾患等の重症化を予防するために、特定健診受診者の

中から要指導者お一人お一人に対して保健指導、栄養指導を実施をしております。 

 その結果として、徐々にではありますが要介護認定者のうち、６５歳未満である２号被保

険者の認定率が低下をしてまいりました。これは、脳血管疾患を発症しても要介護状態にな

る人が減少しているためであり、特定健診等との生活習慣病対策の効果でもあると考えてお

ります。 

 次に、健康増進に関する計画や構想についてであります。 

 健康寿命の延伸には、現在の働き盛りの世代だけではなく、小児期からの生活習慣づくり

も大切であると考え、大樹町では平成２０年から小中学生を対象とした健診を実施してまい

りました。 

 この大樹っ子健診は今年度から対象者を高校生まで拡大をしたところでもあります。小児

期から健診を受診することにより、将来の生活習慣病の発症予防や重症化予防をするととも

に、受診した小中高校生に対し保健師、管理栄養士からその結果を説明することで、現在の

自分の身体状況を知ってもらい、これから生活を行っていく上で大事なことは何かを早い時

期から自覚し、そして実践してもらうことが健康寿命の延伸になると思っております。 

 今後は、関係機関との連携により大樹っ子健診の受診率の向上を図っていきたいと考えて

おります。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 西田議員の健康総合戦略の実施につきまして、教育委員会の立場からお答えいたします。 

 初めに、大樹町における健康寿命社会の確立に向けた施策についてでございますが、町民

一人一人が生涯を通して心身ともに健康で潤いのある生活ができる環境づくりのため、教育

行政の果たす役割も重要であり、教育委員会においては町民の生涯を通した学びを支援する
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ことにより、その役割を担っているところでございます。 

 そうした中、学校教育では、食育や体育などの健康教育を初め、教育課程に沿った教育活

動を行うとともに、社会教育では幼児から高齢者までライフステージに応じた学びや芸術文

化、スポーツ活動など多岐にわたり事業を推進しております。 

 中でも健康寿命社会に向けスポーツ活動は体力向上や生活習慣病の予防などの心身の健

康増進に資するもので、生涯にわたってスポーツに親しむ環境づくりが必要と考えておりま

す。 

 そうした中で、当町では体育連盟の加盟団体によりさまざまなスポーツ活動が展開されて

おり、教育委員会としてもこれらの活動を支援するため、各種教室の開催や大会開催に向け

た団体補助、指導者要請などを行うほか、体育館、武道館、プール、野球、ソフトボール場、

テニスコート、海洋スポーツ施設などの体育施設の活用促進により町民の健康づくりに努め

ているところでございます。 

 ２点目の今後の計画や構想についてでございます。 

 教育委員会としては、生涯学習の推進により健康寿命社会、健康長寿社会の実現に寄与す

ることを基本に本町のまちづくり、人づくりの基本計画であります第５期大樹町総合計画と

ともに本総合計画との整合性を図って策定されました生涯学習推進基本計画に基づき、関係

機関とも連携を図りながら町民の皆さんがよりよい健康づくりや生涯スポーツ活動ができ

ますよう支援してまいりたいと考えております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 再度お聞きしたいことは町と教育委員会の連携のことを、ぜひどうなっているかというこ

とをお聞きするに当たって、何点か確認させていただきたい事項がありますので、よろしく

お願いいたします。 

 町長のお答えの中で、一つ目、大樹町の平均寿命とか健康寿命を延ばすことについての努

力についてはわかりましたけれども、統計ですとか、具体的な目標というのはおありなのか、

そこをまずお聞きしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま、町が健康寿命等の目標の数値を持っているかというご質問をいただきました

が、具体的な目標数値は持っておりません。ただ、人口推計等で１０年後、２０年後に大樹

町の高齢化がどういう状況になっているかという数値は私も承知をしているところでもあ

ります。 

 また、説明の中でお話をいたしましたが特定健診の受診率を上げるということが町にとっ

ても大切な施策であるというふうに思っておりまして、北海道、国が特定健診の受診率の目
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標を６０％という目標率を設定しておりまして、大樹町は５６.８％という現状であります。

北海道の中でも比較的高いということではありますが、保健活動を通じてさらに目標数値で

ある６０％に近づけるようなことを進めていくことが町の施策として肝要かなというふう

に思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 次に、今おっしゃっていただいた特定健診の受診状況みたい、全道や管内での位置づけは

どうなっているかということをお話ししようと思ったのですが、前もってお話いただきまし

たので、私のところにも保健婦さんが３回も来て特定健診を受けてください、受けてくださ

いと、家内にも怒られて、私ももしかしたら今年の、去年の分だと入っていませんけれども、

今年については特定健診受けてまいりまして、はや６キロ痩せることができましたので、こ

れもこの３カ月の間で、やはり特定健診って重要ですからもっと頑張ってくださいというよ

うなことをお話ししたいと思ったのですが、これでとりあえず一つ飛ばします。 

 それから、もう一つ、具体的なよい事例として要介護認定者の２号者の方の事例を挙げて

いましたけれども、この健康寿命を延ばすというのは、特に１号認定者である６５歳以上の

方の７５歳までの間というのも重要なことだというふうに考えているのですけれども、この

２号と同じように具体的にいい結果が出ているようなバックデータがあれば教えていただ

きたいというふうに思っております。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 ２号認定者の出現率という形でデータのほうを説明させていただきます。 

 平成２０年度以降、一番出現率が高かったのが平成２２年で、認定者数が１４名おりまし

て、全体の０.７％ということになっておりました。最近、一番直近ですけれども、平成２

６年度は出現率が０.４５％ということで、その前は０.６％で推移していたのですけれど

も、昨年は０.４５％まで下がってきたということで、徐々にではありますけれども出現率

が下がってきたという傾向がございます。 

 以上でございます。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 同じく１号認定の方へのそういふうなバックデータというのは、そういうふうな部分はな

いのでしょうか。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 
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○村田保健福祉課長 

 １号認定の方について認定者数と出現率ということで数字のほうを出させていただいて

おります。 

 平成２０年度以降ということですと、大体１８％台で推移をしてきておりましたが、平成

２５年度から１９％に数字は載っておりまして、平成２６年度の認定者数に対する出現率は

１９.５％ということで、１号認定者数はやはり数の増加により認定者数が増えてきている

ということで上がってきているのかなというふうに判断しております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 そうしたら、今日はせっかく高校生の方が来ておいてですので、小中学生の方のほかに今

年度から高校生も対象とした事業、健康に対する事業が行われているというような、そうい

うふうなことでのお話だったのですけれども、対象者ですとか、具体的などのように執行し

ていくのかお聞きしたいと思います。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 大樹っ子健診ですけれども、今年度どのような形で実施したのかということについてご説

明をさせていただきたいと思います。 

 対象者につきましては小学校４年生以上、中学校１、２、３年、高校生も１年から３年ま

でということで実施をさせていただきました。内容につきましては、問診、血圧測定、身体

測定、尿検査のほかに採血をさせていただいております。 

 人数なのですけれども、対象者数が小学校が１２７名、中学生が１２４名、高校生が８６

名、合計で３３７名おります。そのうち、受診数が小学生が２９名、中学生が２０名、高校

生が１７名、合計６６人の受診率が１９.５％ということになっております。 

 この中で、特に精密検査等が必要な方等もおりまして、例えばコレストロールが高い方、

血圧が高い方、尿酸値が高い方などがおりまして、こういった方たちにつきましては保健師、

あるいは管理栄養士から全体説明をするとともに、個別に例えば食事等とかそういったとり

方についての説明をさせてもらったところです。 

 以上でございます。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 ありがとうございます。本当はもう少し時間あれしてお話、聞きたいこともあるのですけ

れども、次ちょっと教育委員会にお聞きしたいと思っております。 
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 具体的な健康事業だとか、そういうふうなことについては実際にどのような教室というの

か、授業というのか、それらも行われいるのかちょっとお聞きしたいと思います。 

○議   長 

角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

それでは、私のほうからお答えしたいと思います。 

 生涯スポーツの環境づくりという観点から、教育委員会ではスポーツ活動の支援を行って

おります。まず、町技ミニバレーを初め、町民スポーツ大会の開催など、また体育連盟や各

競技団体の行うスポーツ大会などへ財政支援、また運営協力を行っております。 

 また、教室では水泳、スケート、スキー等の教室、また海洋スポーツや各種スポーツ教室

などを実施しております。また、Ｂ＆Ｇの施設を活用した海洋スポーツのプログラムも提供

しております。 

 また、スポーツ環境の充実としてはスポーツを担うスポーツ推進員さん、また少年団の指

導者などを対象とした研修事業、養成事業等を行っております。また大樹小学校や大樹中学

校の体育施設を開放いたしまして、いろいろなスポーツ活動のために支援を行っているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 今のお話の中で直接というか、団体を通してとか、そういうふうな支援というような間接

的なことなのですが、以前は例えば人も潤沢にいたせいもあるのかもしれませんけれども、

Ｂ＆Ｇの施設を利用して教育委員会の社会体育係が直接、軽スポーツ教室を開催したりと

か、それから教育委員会主催の事業の中でご案内かどうかわからないのですけれども、１０

０日運動とかといって、そのほかいろいろな今も続いておりますファミリー相談だとかいろ

いろあるのですけれども、ちょっと教育委員会のほうで主催事業だとか、教室が直接の部分

が以前と比べて弱くなっているのではないかという認識を持っているのですが、そこら辺は

いかがでしょうか。 

○議   長 

 角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 以前の体力づくり１００日運動というのを教育委員会、また体育連盟等の共催でやってい

たということなのですけれども、体育連盟の主催事業の一つとして体力づくりを町民に浸透

させ、習慣化させる目的で年間１００日間を目標に運動やスポーツに取り組むよう、個人で

記録できるカード等作成して、町民に配付して、年一度のスポーツ賞授賞式には表彰してい

たという過去の経過があるようでございます。 
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 約２０年ほど前と伺っているのですけれども、表彰対象者が固定化してきたことや、一定

の定着が図れたということから、個人として取り組んでいただくことでお休みしたものと思

われます。 

 教育委員会の直営事業ということでありますけれども、基本的に体育団体などが自主的に

実施する事業に教育委員会としては後ろから支援したり、応援するという形で現在は主に実

施されております。 

 以上です。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 今の中のお考えもわかるのでありますが、何か消極的なような気がして、今日は残念でな

りませんという言葉で奮起を促したいと思っております。 

 １００日運動でもここに、これは万歩計なのですよね、例えば人もいなくなった、表彰の

する人もいなくなって、マンネリ化していくのも、例えばこれも予算を伴うことなのですけ

れども、これ１,０００円の万歩計ですので、例えば何ぼがいいのでしょうか１００万歩歩

いたら、当初はこれは貸与だけれども、おめでとうございます、これを記念にとかという、

そういうふうなこともあると思うのです。１００日運動も１５分以上のスポーツをした自分

で自主申告ですから、本当はそういうふうなものに今は血圧計持っている人がいたら血圧計

とか、こういうふうなものを利用できる人はしているとか、やはりその時代に合った創意工

夫で今、おっしゃっていただいたようなことも大分防げるのではないかなというふうにして

思っております。 

 同じく教育委員会にお聞きしたいと思います。 

 寿大学担当されているのですけれども、そういうふうな中で今の時代なものですから、例

えばの話で軽スポーツ学部のようなものを開催したらいいのではないかなと思うのですが、

ちょっと余計なことかもしれませんけれども、そういうふうなことについてのお考えなどは

いかがでしょうか、賛同いただけるものでございましょうか。 

○議   長 

 角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 お答えいたします。 

 寿大学につきましては、高齢者学級として生涯学習センターを主な学習会場として実施し

ているわけでございます。現在１０の学部がございまして、民謡や写真、書道、文芸、陶芸、

絵画、手芸などの芸術芸の学部が七つの学部、それから花木、ダンス、料理など合計１０学

部として実施しております。 

 また、特別授業として家庭、社会、郷土学習、行政自治、奉仕活動など、教養の科目とし

て定期的に実施しているところでございます。 
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 新たな軽スポーツ学部はどうかということでございますけれども、新たな学部の設置につ

きましては対象の町民のニーズなども踏まえながら今後、関係者と相談してまいりたいと思

います。 

 以上です。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 教育委員会を責めるわけではないのですけれども、もう一つすみません、中央運動公園で

す、ウオーキングコースでこれ回ったら何ぼだよとかということで表示もあるのですけれど

も、ひとつ残念だったのは以前、通れるようなところもテープで通れなくなっていたり、し

たがって階段ですとか、このようなところなんかも行けないようなそのような状況になって

いるのです。 

 その一部が使用できない状況になっているのですけれども、今後どのような対応をするの

かお聞きしたいことが１点と、これは町なのか教育委員会なのかちょっとどちでもいいので

すけれども、鉄道公園ですとか、柏林公園とか、いろいろな今の中央運動公園の下のほうで

もいいのですけれども、案内版でここまで来たら５００メートルだよとかというぐらいの整

備いいと思いますので、町の中に歴舟川パークゴルフ場でも本当は入っていいものだった

ら、ここをぐるっと回ってきたら１キロだよとか、２万歩だよとか、いろいろなそういうふ

うなことをすぐにでもできるような気がするのですが、前段の分の中央運動公園の整備状況

と今言ったような街々の中にそういうふうなウオーキングコースみたいのができないかと

いうことをちょっとお伺いしたいと思います。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 中央運動公園のウオーキングコースの整備にかかわってでございますけれども、先般、議

員からもご指摘をいただきまして、私もコースを周りました。その中で、今まで設置してい

たコースの一部で木橋などが老朽化伴って使えない部分あること、あるいは案内表示につい

ても適切でないところがございましたことから、表示については一部、是正しております。 

 今後、コース整備について現状を生かした中で利用していただけるようコース設定などに

ついて改めて検討してまいりたいと考えております。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま運動公園以外の街なかの公園について簡単な案内版等を設置してウオーキング

コースとかにできないかというご質問、ご意見をいただきました。 

 私も今、高齢者向けに遊具とは言わないのでしょうか、健康増進の何かそういう設備も承
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知しておりますので、公園の整備に向けてそういうものも配置できないかなということで、

私もそういうものをどこがいいかも含めて検討した上で設置したいなという思いもござい

ますので、それに併せてウオーキングコース等も可能であれば、案内版等の設置で済む話で

もありますので、ぜひ取り組みたいなと思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 前向きなお答えいただきましたので、それにちょっと付随してですけれども、冬期間、非

常に運動不足になることは、これは否めない事実だと思いますので、何がいいのか僕も歩く

スキーといっても今は流行でないのかもしれませんけれども、体育館を一部、ぐるぐるぐ

るっと開放してもらえるような、そういうふうな事業などもできないかなというふうに思っ

ていますし、いろいろ考えていただきましたらイギリスではフットパスといって私有地もあ

る一定の条件ですけれども、歩いて行けるような、そういうふうなフットパスのような考え

方とか、いろいろ施設が大変だよとか、お金かかって何とかだよというふうなお話をされる

のでしたらペタンクというのですか、何か鉄の玉をフランスで高齢者の方がよくやっている

ような、ポコンとやるような、そういうふうな施設もそんなかからないような、そういうこ

ともありますので、積極果敢に新しい事例ですとか、そういうふうなことを考えていただけ

ないかなというふうに思っているのですが、その点、もうあと一つで終わりますので、前段

の部分でお話をいただければと思います。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 体力づくりの普及啓発の取り組みに関してでございますけれども、体力づくりを促進する

ためには町民の方々がまず自主的に運動、あるいはスポーツをしたいという意欲、こういっ

たものを高めることが重要で、そうした環境を整えていくことは必要と考えております。 

 そうした中で、軽スポーツ、今、議員からも紹介ありました軽スポーツの取り組み、これ

は競技スポーツに比べて余り負荷が掛からない、誰もが、いつでも、どこでも気軽に参加で

きるスポーツとして高齢者の健康寿命の視点からも推進していくことは大変異議あるもの

と考えておりますので、ウオーキングの推進などの取り組みとともに、ただいまご紹介いた

だきました新しいスポーツ、ニュースポーツなども今後、スポーツ推進委員会などにおいて

検討してまいりたいと考えております。 

 合せて冬期間における体力づくりに向けた環境ということで学校開放の施設利用という

ことでございますけれども、現在、学校開放行っている大樹中学校の体育館の２階のギャラ

リー部分、ここは短距離ではございますけれども、高齢者などの冬場のウオーキング場とし

て活用することも可能と考えておりますので、これも併せて今後検討してまいりたいと思っ

ております。 
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○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 それでは、一番最初にお話ししたいろいろ種々お伺いしまして、一生懸命それぞれの部局

でおやりになっていることは重々承知しましたが、最後に一番最初にお聞きしたように町部

局と教育委員会が連携して会議を持つとか、そのようなことというのはなされているのかな

というふうに思っているのです。 

 そういうことが定期的にか、またはいろいろなことで行われれば今、町長や教育長からお

話いただいたことも相当現実性を持って前進していくと思うのですが、今の状況と、これか

らそのようなことできるよというふうなお話をいただければ、今、できていなくてもそれは

仕方がないことなのかもしれませんけれども、そこら辺の状況と将来展望をお聞きして、こ

の質問を終わりたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま教育委員会と町の連携というご質問をいただきました。 

 議員もご承知のとおり、平成２７年度から新たな教育委員会制度がスタートいたしまし

た。その発端となったのは大津市でのいじめの問題を契機として自治体と教育委員会が連携

をさらに深めるということで、新たな制度がスタートいたしまして、大樹町も７月だったと

思いますが教育総合会議、第１回目の総合会議を開催し、教育大綱の策定なども手がけたと

ころでもあります。 

 会議の中で私どもとその会議に参加をいたしました教育委員さんと教育関係のことでし

たが、活発な議論をしたというふうに思っておりますし、大変、有効的な、効果的な会議だっ

たなというふうに思っております。 

 この後、１１月にも再度会議を持つ予定がありますので、その段階で今回はこの事業では

健康の部分を含めてどういう対応がとれるかというところを含めて、その会議の中で議論を

していきたいなというふうに思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 町長ですとか、教育委員さん以外にも担当者レベルなどでも、ぜひ会議というか、協力を

お願いしたいと思います。 

 これは悪くて言っているわけではないのですけれども、例えば保健師さんなどは健康の教

室、エアロビクスとか何かスリム何とか教室とか、たしか三つぐらいおやりになっています

ので、多分、教育委員会などでも援助できるような、そういうふうな部門もたくさんあると
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思いますので、ぜひぜひ密度の高い事業を構築していただければというふうに思っておりま

す。 

 議長、次のに行ってよろしいですか。 

○議   長 

 次の質問に移ってください。 

○西田輝樹議員 

 それでは、２番目にお願いしております再生エネルギーの利活用について、町のお考えを

お聞きしたいと思います。 

 大樹町においても太陽光発電に対する助成を行った結果、多くの家庭で発電が行われた

り、大規模な発電も実施されるようになっております。 

 また、バイオガス発電といいますか、利用といいますか、そういうことや木質材料のチッ

プを利用したボイラーも稼働されてきました。ベースとなる条件は整備されつつあるという

な私、認識を持っているのですが、今後の町としての再生エネルギーの整備計画やどのよう

なクリーンエネルギー社会を考えているのかお知らせ願いたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 それでは、西田議員の再生エネルギーの利活用についてお答えをいたします。 

 太陽光発電につきましては、町では平成２３年度から今年度までの５年間、住宅用太陽光

発電システム導入補助を実施しており、平成２６年度までに５０件、２,２４８万円を助成

をしております。 

 今年度の８月末現在、１１件の申請があり、合計で６０件を超える実績となる予定であり

ます。 

 １,０００キロワットを超える、いわゆるメガソーラー級につきましては既に３カ所が町

内で発電を開始しており、今年度中に１カ所が開始を予定しているところでもあります。 

 また、昨年、改築しました町立国保病院は１０キロワットの太陽光発電を設置しており、

自家消費しているところでもあります。 

 町からの補助以外の家庭用太陽光発電と１０キロワットを超える事業用発電は、その数に

ついては把握はしておりませんが、町内に多く見受けますので日照率がよく、土地が広い、

当町の特性を生かし、ここ数年で相当数が普及したと感じているところでもあります。 

 バイオガス発電につきましては、大規模農場、いわゆるメガファームによる家畜排泄物バ

イオガスプラントが町内で２カ所整備されており、循環型農業の確立、臭気、臭いの低減化

に効果を上げており、今後も普及に期待しておりますが、電力会社の買い取りや送電線の問

題もあり、難しい点もあるということも承知をしているところでもあります。 

 木質バイオマスにつきましては、町内に発電施設はありませんが、晩成温泉に木質ボイ

ラーを導入し、本年４月から稼働しており、町内産の木質チップによる熱供給をしていると
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ころでもあります。このほか、風力、水力、地熱、波力など再生可能エネルギーは未利用と

なっております。 

今後、町の再生可能エネルギー活用の計画ですが、第５期総合計画基本計画に新エネル

ギーの活用を掲げており、未利用、低利用のバイオマス資源の活用、地域にあった新たなエ

ネルギーの研究など、有効なエネルギーの導入を検討することとしております。 

 また、木質ボイラーについては、平成２６年策定の木質ボイラー導入計画に基づき、既に

導入したボイラーの成果、問題点などを検証し、施設の改築、整備に合わせて順次導入して

まいりたいと考えております。 

 クリーンエネルギー社会の考え方については、可能な限り化石燃料から再生可能エネル

ギーへの転換を推進し、ＣＯ2の削減と内窓サッシなどエコ住宅の推進、エコカーの導入な

ど、省エネと併せて環境負荷の少ない町、循環型農業の確立、雇用と地域経済に貢献するシ

ステムの確立を図ってまいりたいと思っております。 

 時間はかかると思いますが、たゆまず研究、検討してまいりたいと考えております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 それでは、ひとつちょっと具体的なことをお伺いしたいと思います。 

 住宅用太陽光発電システムですとか、メガソーラーですとか、バイオマスプラントなど大

樹町で動いているのですけれども、これの発電量とかＣＯ2の削減などの効果なんていうの

は町のほうで捉えているのか、まず一つ目にお聞きします。 

○議   長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 これまで補助をしました太陽光発電で約６０件の補助をしております。また、メガソー

ラーでは現在３件が稼働しておりまして、ことし一番大きなメガソーラーは発電を開始する

という予定でございます。 

 一般住宅は１０キロ未満の発電となっておりますので、ほぼ大体、平均４キロワットの発

電となっておりますけれども、そのほかに事業用もございまして北電にちょっと問い合わせ

たのですが、北電では把握できないという回答で、具体的な数字はちょっとつかめておりま

せん。 

 ただ、メガソーラーで考えますと全体で約７メガになる予定でございまして、住宅１戸当

たり、仮に今度、住宅１戸当たりの消費もいろいろな数字がありまして、家庭で大分変わる

のですが、２.１キロは仮定しますと３,３００戸分ぐらいになるのかなと、ほぼ住宅の部分

は賄えるというような数値も出ておりますが、夜間の捉まえ方とか、いろいろなケースがあ

りまして、いろいろ動くものではあると承知しております。 

 ＣＯ2の削減につきましては、ちょっと手元に数値がございませんので後ほどお知らせさ
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せていただきたいと思います。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 今のお話の中で何か、それは北電さんがわからないというのだから、わからなかったので

しょうけれども、北電に接続しているはずだから、北電で承知できないというのは何か不思

議な話だなというふうに私、思っております。 

 それで、町のほうで今、難しく送電線の問題だとかいろいろ買い取りの全体量のこととか、

それはこのことに非常に私、興味持っていますので、それはわかっているのですけれども、

でも水素の形で発電したものを水素に置きかえて燃料電池でエネルギーを利用するという

ような方法もあるはずなのです。 

 自動車が通常の自家用車は１年間に１万１,０００キロ、日本の平均では距離数もあるそ

うなのですが、２０平米の太陽光パネルでは１万３,０００キロ分を通常、気候条件とか屋

根の傾斜とかいろいろ条件によって違うのでしょうけれども、そういうふうな具体的な試算

もしているところもありますし、何かメタンなんかの利用も水素を抜き取ってというよう

な、そういうふうな先駆的なこともすぐ身近な町村で起きていますし、新聞や雑誌などによ

りますとそういうふうなこともすぐ近くだなというふうなことで思っているのですけれど

も、大樹町としてはそういうふうなもう少し、もう１歩、２歩前のそういうふうな取り組み

などについては計画といいますか、構想はないのでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま水素であるとか、メタンであるとか、新たな再生エネルギーの活用について町の

計画があるかというご質問をいただきました。 

 新たなそういう部分での活用については今のところ町としては計画を持ってございませ

ん。今現在、進めております太陽光、また家畜ふん尿の排泄物のバイオガス発電、また、町

が計画をつくって進めております木質バイオマス、特に木質バイオマスにつきましては今、

今年度から新たにスタートしたというようなことでもありますので、この木質バイオマスの

地域循環型のシステムを早い段階で構築することが大樹町にとって非常に効果があるとい

うふうに思っておりますので、そこの部分については町として積極的に取り組んでいきたい

なというふうに思っております。 

 今後、新たな水素でありますと、メタンでありますとか、そういう部分の再生エネルギー

の利活用についても町として進めるべき段階がまいりましたときには検討を重ねた上で進

めていきたいというふうにも考えております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 
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○西田輝樹議員 

 先ほど黒川課長のほうから３,３００戸分ということは、ほぼ民生用については需給でき

る体制でないかなというふうなことで安心したのですが、日本で民生用のエネルギーを需給

できる町村が雑誌によりますと７町村あって、有名なとこでは新潟の巻町ですとか、それか

ら北海道でいえば苫前なども七つの町の中に名前入っておりましたので、確実に大樹町もそ

のような仲間入りできるような、そういうふうな努力を促したいというふうに思っておりま

すので、これからもいろいろなシステム的に、今、ご答弁の中で１戸４０万円ですか、見た

ら十勝でも断トツの高い補助金ですので、頑張っているなというふうに思っているのです

が、だんだん利用する人も高齢化になれば、例えば何かお日様ファンドみたいのを使って、

ある程度、そういうふうな直接補助金プラス、そういうふうな債務負担ではないですけれど

も、そういうふうな方法で応援する方法とか、先ほども教育委員会にいろいろな方法がある

のではないかと余計なことを言いましたけれども、エネルギーの普及についてもいろいろそ

ういうふうな、それが先進事例といいますか、そういうふうないろいろな多様なエネルギー

の増に向かっていろいろおやりになっているのではないかなと思うのです。 

 役場にもハイブリッドですか、１台ありますけれども、科学雑誌のニュートンというとこ

ろからの資料なのですが、１キロ走るのにハイブリッドでは４.９円かかるそうなのです。

それから、プラグインのハイブリッドでモーター中心に動くと４.７円だそうです。プラグ

インで４.７円でモーターで動くときは１.４円だそうです、１キロ見込み。 

 それから、電気自動車は夜間電気を利用すれば１.３円で動くそうです。先ほどから出て

いる燃料電池はいろいろ大きなメーカーが水素を供給してくれているのですけれども、特別

な値段で今、出してもらっても８.５円というような、そういうふうなニュートンという科

学雑誌によりますと、そのようなことを書いてあったのです。 

 一方、ベンチャー企業で、これは横浜のベンチャー企業なのですけれども、電動バイクと

いうのか、ちょっと僕正式な名前はわかりませんけれども、そこの宣伝しているわけではな

いのですけれども１０万円以下の電動バイクもこうやって売っているのです、多分、買える

と思うのですけれども売っているのだから。 

 それからバングラデシュというところは日本でいう人力車に近いような電気の三輪のあ

れで中華人民共和国では２０万円で売ってて、日本のベンチャー企業もこれとは別の会社で

すけれども２０万円で売っているそうなのです。 

 ぜひ、環境側も熟してきたので、町長どうでしょう。僕はプリウス、お金がなくて乗れな

いからアクアというもっと小さな車のハイブリッド乗っているのですけれども、役場もその

ような、例えば名古屋の郵便局ではもう配達に電気自動車使っていたりしていますので、保

健婦さんだとか、徴収とか、いろいろ業務でも環境に優しい自動車の導入を考えるときでな

いかなと思うのですが、いかがお考えでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 
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○酒森町長 

 町の公用車でのクリーンエネルギーの利活用という部分でのご質問をいただきました。 

 大樹町もプリウスを早い段階で導入をいたしました。バッテリーを２回交換して３０万キ

ロ以上走ったのですが、さすがにバッテリーも含めて車が壊れたということで入れ替えをい

たしましたが、今現在、ハイブリッド車については４台、所有をしているところでもありま

す。 

 議員のご指摘のとおり、化石燃料に頼ることなく今後、クリーンエネルギーを活用した再

生エネルギーを使うまちづくりというのも町のコンセプトとしては非常に大切かなという

ふうに思っておりますので、今後、公用車等の更新のときにはそういう部分も含めて検討し

ていきたいなというふうに思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 総合計画の中でもこれからそのような再生エネルギーの利活用などもちゃんとうたって

いるよというふうな心強い状況でありますけれども、例えば風力発電のことを一つ、航空公

園つくるときにあそこに気象観測のあれを何年間、前からやって、そうやって基礎データ

あってここに航空公園といいますか、滑走路をつくってもいいよというような、そういうふ

うな努力をしてきた経過がありますので、ぜひ、ちょっと町長さんのおっしゃっているよう

な波を利用するような新エネルギーはちょっと難しいかなとは思ってはいるですけれども、

今、平均秒速、すごい技術革新で、以前は秒速６メーターなければ、ああいうふうな風車と

いうのはなかなかペイラインではないのですけれども、今はこんなくるくると縦に回るよう

な、ああいうふうな新しい最新の風車で秒速２メートルで発電のペイラインに乗るそうなの

です。 

 ぜひ、頑張るぞというようなお話の中であるのでしたら、大変、恐縮ではございますが、

そういうふうな例えば旭浜や浜大樹に、そういうふうな風力計とか風向計とか、何かそうい

うふうなものでもそんなにお金がかからないので、新年度予算で航空公園でそのように努力

したように、風力発電なんかについてもそのように努力していただきたいと思います。 

 町長のほうはそのような余り興味ないのかもしれませんけれども、世の中的にはバイオ

コークスって石炭が石炭になるためには３,０００年も時間がかかっているのですって、圧

力と時間が。近畿大学の先生でそれをセルロース由来の物だったら１時間でコークスをつく

るような方法ですとか、いろいろ新しい時代にそういうふうなことも世の中、そのように動

いておりますので、ぜひ担当者に勉強を促して、ぜひぜひさらに新しい再生エネルギーもあ

りますので、そういうことを努力していただきたいというふうに思っています。 

 町立病院にも１０キロワットの太陽光発電できたよというようなお話ですけれども、多

分、僕、大樹町に前もお話ししたのですけれども、再生エネルギーとかそういうふうなクリー

ンエネルギーの計画がないからそういうふうなこともぽつん、ぽつんとしかできないのでは
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ないかなと思うのです。閉校された旧校もあるし、もっといろいろな公共施設も屋根を使っ

て太陽光発電などもできますし、ほかの町村のことを言って恐縮ですけれども、僕はそうい

うふうな勉強会に行ってきましたけれども、更別では大学の先生をお呼びして村独自の再生

エネルギー計画の発表会に行ってきましたけれども、ぜひ大気も総合計画に書いてうあるぞ

とか、年度別計画に書いてあるぞばかりでなくて、町長にはぜひ再生エネルギーといいます

か、クリーンエネルギー社会を目指すということで、独自な計画を樹立していただきたいと

いうことをお願いして、そのお答えをもらって今日の一般質問を終わりたいと思います。 

 どうでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 私も先ほど答弁させていただきましたが、大樹町も太陽光発電であるとか、木質バイオ、

または家畜ふん尿のバイオガス発電等も取り組んでおります。 

 全体的な一つの形となった計画というものはございませんが、大樹町なりに今まで取り組

んできた結果が今の段階なのかなというふうに思っております。 

 風力発電についてもたしかあの風力発電が普及し始めたときに、大樹町内でも設置につい

て検討したということを聞いております。 

 ただ、残念ながら当時の大きな風車を回すだけの安定的な風がなかったというようなこと

で、導入を断念した経過があるということも聞いておりますので、今後、微風でも回るよう

な新たな風力発電のシステムはあるということでもありますし、その他のバイオマス関係に

ついても、必要なものについては町としてしっかり取り組んでいきたいなと思っておりま

す。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 それでは、これで終わります。ありがとうございました。 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午前１０時５８分 

再開 午前１１時０５分 

 

○議   長 

 再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 次に、２番齊藤徹君。 
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○齊藤徹議員 

 先に通告をいたしました学校現場におけますアンガーマネジメントの考え方とスクール

カウンセラーの取り組みについてお聞きしたいと思います。 

 近年、新聞、テレビ、マスコミ等においてキレル子どもといった自分の感情をコントロー

ルできないことが原因で他者への攻撃的な行動を起こしたり、また非行だとか、社会的なト

ラブルを起こすことがよく最近耳にするようになりました。現段階では、うちの大樹町にお

いての児童生徒、小中高の児童生徒は精神的にも安定している状況です。 

 そうなのですけれども、今後に向けて予防策を含めた中で人間関係をスムーズにすること

が教育、事業、そして第三者の配置といったメンタルな部分でのスクールカウンセラーの配

置がいろいろ必要だと考えております。 

 そういった関係で、次の点についてお伺いをいたします。 

 １番目ですけれども、怒りの感情と上手につき合うためのスキルを学ぶ心理教育の一つ、

アンガーマネジメントの教育委員会としての評価と考え方についてお伺いしたいです。 

 ２点目ですけれども、アンガーマネジメントの教員、また管理職等での昨年あたり全道の

校長会等で研修会を開催したりしているのですけれども、その研修会とか実習等の実績があ

れば、その受けた教員からの評価、意見があれば、報告があればお聞きしたいと思っており

ます。 

 ３点目ですけれども、次ですけれども児童生徒の不登校や種々の問題行動等の対応に当

たっては、専門的な心理学的知識や心理援助知識が求められている第三者のスクールカウン

セラーの配置の取り組みについて、この３点まずお聞きしたいです。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 ご質問のアンガーマネジメントの考え方とスクールカウンセラーの取り組みについてお

答えいたします。 

 まず１点目のアンガーマネジメントの評価と考え方についてでございますけれども、毎年

実施しております生徒指導上の諸問題に関する調査結果から、大樹町の小中学校では発生し

ておりませんが、道内の小中学校では８５１件の暴力行為が発生しております。 

 近年の傾向として、子どもたちが感情を抑えられず考えや気持ちを言葉でうまく伝えた

り、人の話を聞いたりする能力の低下が上げられており、その背景には規範意識の低下、家

庭の療育の問題、映像等の暴力場面に接する機会の増加など、子どもたちを取り巻く家庭や

社会環境の変化に伴う多様な問題があることが指摘されております。 

 そうした中、自分の中に生じた怒りの対処法を段階的に学ぶ方法でありますアンガーマネ

ジメントは先進県などでは実践研究が進められており、その有効性が報告されております。 

 文部科学省から出された生徒指導上の参考資料でも教育相談で活用できる新たな手法と

して紹介されており、児童生徒への指導や教職員の自己管理能力の向上などにおいてひとつ



 

－ 20 － 

の指導手法として有効であると考えております。 

 ２点目のアンガーマネジメントの教員等の研修実績や受けた教員からの評価、意見につい

てでございます。アンガーマネジメントは児童生徒への指導方法のほか、教員の事業や部活

動等での望ましい指導の観点からも新たな指導方法として紹介されております。 

 北海道教育委員会におきましても、教職員による体罰根絶を目指し、平成２５年度に策定

いたしました校内研修などで活用する学校教育指導資料の中で効果的な指導方法の一つと

して紹介しています。 

 アンガーマネジメントに関しましては管内でも教育関係団体が主催する研修、あるいは校

内研修等で取り上げられており、参加した教員等からは子どもがパニックを起こしたときの

対処法として参考となった、怒りはコントロールできることがわかった、子どもたちへの指

導だけでなく、教員自身の感情をコントロールするのに役立てることができたといった意見

が出されております。 

 ３点目のスクールカウンセラーの配置取り組みの考えについてでございます。 

 スクールカウンセラーは臨床心理に関する専門的な知識や技術を用いて、児童生徒の不登

校や生活上の悩みなどの相談に応じ指導、助言を行う専門家として、管内においても主に生

徒指導上課題の多い高等学校や市町村で配置されております。 

 大樹町におきましても、北海道教育委員会が実施しておりますスクールカウンセラー等活

用事業によるスクールカウンセラーの配置を検討した経過がございますが、配置枠や配置条

件等もあり、配置にいたっておりません。 

 議員もご質問の中で述べられておりますとおり大樹小学校、大樹中学校の児童生徒は安定

している状況にございますが、学校からは特別な支援まで必要ないが、不安を抱えた生徒も

いることから予防の観点からも配置を希望しているところであります。 

 文部科学省では、平成２８年度の予算要望の中でスクールカウンセラーの配置拡充を要望

しており、さらに平成３１年度までに全公立小中学校の学校への配置を目指しておりますの

で、国の動向にも注視しながら配置に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 それでは答弁の中で、まずはアンガーマネジメントに関して何点かお聞きしたいと思いま

す。アンガーというのはいらいらするだとか、怒りの感情ということです。マネジメントは

上手につき合う、または管理することで、怒りのエネルギーを持つポジティブを使いましょ

うという、そういった一つのプログラムなのです。１９７０年代にアメリカで始められたと

聞いております。 

 教育長の答弁の中で生徒指導の参考資料でも教育相談で活用できる新たな手法として紹

介されており、児童生徒への指導や教職員の自己管理能力の向上などにおいて、ひとつの指

導手法として有効であると、そういった答弁をいただいたのですけれども、今現在、小学校、
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中学校は高校もそうですけれども、児童生徒は非常に安定している状態ですが、学校現場で

の取り組み、そういったマネジメントの研修だとか考え方についてはお持ちではないのか、

その辺のことをお聞きしたいのですけれども。 

○議   長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 アンガーマネジメントの学校現場での取り組みの考えはということでございます。アン

ガーマネジメントのアンガーの説明、この怒りの感情ということにかかわってでございます

けれども、先ほどありましたように暴力に繋がっているということもありますが、児童生徒

においてはいじめの問題の原因の一つにもなっているものと考えております。 

 いじめの問題に関しましては、大樹町小学校では道徳の時間などで日頃より相手を思いや

る気持ちなど、対人関係などの指導を行っております。 

 また、教員にかかわっては先ほどもありましたけれども体罰の実態調査の中で、今年度に

おいては新たにアンガーマネジメントに関する質問事項が設けられております。その中で、

大樹中学校では校内での職員研修の中で取り上げており、認識を高めているところでござい

ます。 

 アンガーマネジメントの校外の学校以外の研修につきましては、一部で開催されておりま

すが今年度も教育研修センター、十勝複合事務組合の教育委員会部会での管轄であります教

育研修センターが開催している研修の一部なのですけれども、学校保健の研修の中で取り上

げることになっており、この研修に大樹小中学校の養護教諭が出席することになっておりま

すので、この研修の内容をもとに今後も校内研修の中で教職員に周知をしていく予定として 

ございます。 

 以上です。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ぜひ、そういった研修に機会があればどんどん参加していただきたいと思います。また、

十勝管内にはそのアンガーマネジメントのインストラクターがおられますので、ぜひそうい

う方を校内研修だとか、教員の町内の研修等で使っていただくと大変勉強になるのではない

かと思っております。 

 それで、答弁の中で児童生徒への指導方法のほか、教員の授業や部活動等での望ましい指

導の視点からも新たな指導方法として紹介されておりますという、今、教育長の答弁の中で、

学校保健はいいのですけれども、特に最近、目立つのは特に部活動だとか、少年団等の先生

方の指導者はいいのですが、その辺は研修されているのですが、特に民間指導者の体罰防止

にも効果があると聞いております。 

 そういった観点から社会教育、また家庭教育の一環として学校の保護者、また指導者の
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リーダー研修を含めた研修講座の機会が、そういうことも今後は設けていく必要があるので

はないかと思うのですけれども、その辺の考え方についてお伺いしたいのですけれども。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 アンガーマネジメントの手法、これは怒りやいらだちといった感情を上手にコントロール

するトレーニング法として主に児童生徒の子どもたちへのカウンセリングの中で取り上げ

られておりますけれども、このトレーニング法は子育ての中、あるいは職場でのよりよい人

間関係づくりといった面からも効果が期待されており、一部の市町村においては生涯学習の

学びの機会においても研修のテーマとして取り上げられております。 

 当町におきましても社会教育、あるいは家庭教育に関する事業でも取り上げることについ

て今後、検討してまいりたいと考えております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 少年団等では少年団本部の指導者研修だとか、またスポーツ指導員の南十勝の指導者研修

等がありますので、そういった研修の中でそういう研修を開いて体罰防止にひとつコント

ロールできるような指導者づくりも必要ではないかなと思うのですけれども、その辺もお願

いしたいと思います。 

 それで、アンガーマネジメントについては先生らが十分対応しているということで、答弁

の中でも規範意識の低下だとか、家庭養育の問題等、子どもを取り巻く家庭や社会環境の変

化に伴い多様な問題ある中で、そういった答弁の中で得に小学校高学年から中学生、思春期、

高校生も含めるのですけれども、そういった今の現状、児童生徒の臨床心理状態を知る怒っ

た気持ちを表現する程度だとか、自分の怒りを感情するといった、そういった一つの手法が

あるのです。英語で言ったらＤＥＳＣ法だとか、ワークシートを一つ活用した中で、今の児

童生徒の状況を把握する調査のお考えはないのか、お聞きしたいのですけれども。 

○議   長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 自分の気持ちや考えを相手にわかりやすくする基本ステップとして、今言われたＤＥＳＣ

法の活用がありますが、議員おっしゃられるように現在、児童、生徒はほぼ落ち着いた状況

にあり、現在のところ調査をする考えはございません。 

 大樹小中学校においては、日常において教員が児童生徒の表情、あるいは態度、行動など

を日常的に注視して問題が起こらないように取り組んでいる状態です。 

 教育委員会としても学校現場の現在のそのような対応を見守っていきたいと考えており

ます。 
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○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 はい、わかりました。 

 それで、今までの話、アンガーマネジメント、自分で自分のいらいらだとか感情とか、あ

る程度、プログラムに沿ってコントロールするというのですけれども、子どもの中にはそれ

もできない、なかなか難しいという子どもがいるので、そういった中で第三者的なスクール

カウンセラー等についてこれからお聞きしたいのですけれども、北海道教育委員会が実施し

ているスクールカウンセラー等の活用事業についての内容と詳細についてもう少し知りた

いのですけれども。 

○議   長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 北海道スクールカウンセラーの北海道教育委員会の活用事業ということでございます。 

 道教委では、国の事業を活用し、生徒の心の悩みも深刻やいじめ、不登校等の問題行動等

の未然防止、早期発見、早期対応を図るため、中途退学者や不登校生徒の多い高等学校や中

学校等に対して希望に応じてスクールカウンセラーを配置しているところでございます。 

 今年度の配置予定数は通年配置として、高等学校が７０校、中学校等では２７０校程度を

配置するとしており、この配置条件としては中途退学や不登校生徒が多いことが１点です。 

 ２点目には、スクールカウンセラー等を連携した効果的な取り組みが実施できる相談体制

が確立していること。 

 それから３点目には、相談室の環境が整備されていることなどが要件となってございま

す。 

 配置されたスクールカウンセラーは校長との指揮監督のもとで、主に児童生徒へのカウン

セリングに関する教職員や保護者等に対する指導、助言等などを行っているというような内

容となってございます。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 それで、今現在では予防、大樹の場合は大きな問題がありませんので予防策ではなかなか

配置が厳しいのかなということがわかりました。が、しかし、全くそれはゼロではないので

す、不登校だとか、いろいろな悩み、そういったことの中で今のところは養護教員だとか、

担任の先生だとか、部活の先生が対応している状況なのですけれども、そこで万が一、教職

員と児童とのトラブル、また友人同士のトラブルによって精神的に追い詰められる、そう

いったメンタルの面でそういう傾向が出てくるのではないかと思うのです。 

 そのためにも、第三者的な、これは文科省の調査ですけれども、児童生徒と教員と別の枠
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組みで人間関係の相談ができるだとか、また保護者、成績の評価など行わない第三者的な存

在であるため、児童生徒、保護者が気兼ねなくカウンセリングを受けるといった実感として

報告が上げられています。 

 そういった第三者とか、これから重要視されていくのかと思っております。文科省は平成

３１年度は小中学校には配置したいと、でもこれも多分、消費税の増税を狙った子育て支援

の一環かと思っているのですけれども、そういった中で近年、先生方も、うちの学校はいな

いのですけれども、いろいろな直面する学校現場でストレスを抱える教員が増加しているこ

とが精神疾患による教職者数の増加、教員のストレス、これは職場内における起因等の割合

が高いと報告されております。 

 こうした教員のメンタルにも求められるスクールカウンセラーの役割は生徒だけでなく、

教員にも大きいと、必要性が大きいと考えているのですけれども、その辺の委員会の考えに

ついてお伺いします。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 スクールカウンセラーの役割、あるいは必要性に対する教育委員会の考え方についてでご

ざいますけれども、近年、いじめの深刻化や不登校など、児童生徒の心のありようにかかわ

るさまざまな問題が生じております。 

 こうした課題がある中で、児童生徒、あるいは保護者、教師の抱える悩みを受けとめ、学

校におけるカウンセリングの機能、これを充実図っていくということが一層求められており

ます。 

 臨床心理に専門的な知識、経験を有するスクールカウンセラーの役割、非常に重要である

と思っております。 

 そういった意味においても学校のカウンセリング機能の充実に向けたカウンセラーの活

用ということは必要なことと考えております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 確かに今、教育長もおっしゃったとおり、カウンセラーの役割は重要で、カウンセラーの

活用については必要なことと考えておりますので、ぜひ何とか実施に向ける方向に、配置で

きるような方向に進めていただきたいのですけれども、そこで最後なのですけれども文科省

は平成２８年度の予算要望の中でスクールカウンセラーの配置の拡充を要望しております

が、配置校は不登校や児童生徒上、課題の多い学校から限られた予算の中で行われると答弁

の中で聞いております。 

 そうなのですけれども、近年においては児童生徒の内面、家庭、学校、または先生、友人

といったちょっとしたトラブルも心の病いとか精神疾患といったメンタルの部分での児童
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が今も大樹町にはいるかもしれないし、授業の中で一生懸命自分の心の中で闘っている児童

生徒がいるかもしれません。 

 それが放置していくと、ひどくなると自傷行為、リストカットだとか、あるいは生命にか

かわるこういう発展の可能性もあるのでは、全くゼロではないと思うのです。 

 そういったメンタルの予防策のためにも今現状では、大樹の場合も小学校、中学校、単独

ではなかなか配置が厳しいのかなと思っております。 

 これ、最後の質問ですけれども、できれば小中高、３校で１職員というか、そういった３

校を巡回するとか、１週間５日のうち、２日間は月火、高校、水木、中学校、金曜日、小学

校といった、そういうことを巡回することによって、第三者的なスクールカウンセラーが児

童生徒と普段の生活の中でコミュニケーションを図って信頼関係を構築して、こういったメ

ンタルケアをしていくスクールカウンセラーの配置は町独自で取り組み、少しは考えていか

なければならないと思っているのですけれども、その辺の町独自の配置の考えについて最後

にお聞きしたいです。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 スクールカウンセラーを配置する考えについてでございますが、大樹町の小中学校におい

ては議員がおっしゃるように現在のところは児童生徒は落ち着いた状況にございます。 

 しかし、不安を持って学校生活を過ごしている生徒もいまして、予防的な視点からも配置

は望ましいものと考えております。 

 また、教員の多忙化を解消して子どもたちに向き合う時間を確保するといった点からも、

そういった配置は望まれるものと考えております。 

 今後は、国の配置拡充の動向、こういったものも注視しながら道の派遣事業の活用に向け

て大樹町が今、進めております小中高のこの連携の取り組みでの活用、こういったものを道

教委のほうにも提案するなどをして、通年配置に向けて道に今後、要望してまいりたいと考

えております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ぜひ、この４月から新たな小中高の連携組織ができましたら、その中でも児童生徒の心の

教育といった面からも予防策として、自分たちで確保ということも考え視野に置きながら、

ぜひ進めていただきたいと思います。 

 今回は学校現場においてお尋ねしたのですけれども、これは町全体だとか、青少年健全育

成からも町の職員の中に臨床心理士とか、精神保健福祉士等の資格を持っておられる方おら

れますので、そういった子育て支援の取り組みの一つとしてスクールアドバイザーだとか、

スクールソーシャルワーカーの取り組みも今後は子育て支援の中に取り組んでいく必要が
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あるのではないかと思います。これについては、次回の一般質問でお聞きしたいと思ってお

ります。 

 それで、今回、児童生徒が安定している状況から、今後の予防策としてアンガーマネジメ

ントにかかる実態調査とスクールカウンセラーの必要性と単独の配置を見据えながら、小中

の連絡会議、また教育委員会の定例会、または校長会において配置の拡充の要望を引き続き

お願いして、一般質問を終わります。 

○議   長 

 次に、４番松本敏光君。 

○松本敏光議員 

 それでは、先ほど通告しております質問事項として、空き家対策について町長に質問させ

ていただきます。 

 平成２５年度の総務省の土地統計調査によると、全国平均の空き家率は１３.５％に上り、

北海道においても総住宅数２７４万６千戸のうち、空き家率は１４.１％と前回の調査の平

成２０年度に比べ０.４ポイント上昇しております。 

 そこでお伺いいたしたいと思いますが、大樹町においても人口減少と高齢者の増加に伴

い、空き家が増えているところであります。 

 第１点として、町としての空き家実態調査をして件数を把握しているかということと、第

２点の危険な状態の空き家を近隣の住民に知らせているか、特に子どもたちが入り込むとい

うことも考えられますので、何らかの安全対策は必要ではないかと思われます。 

 ３点目として、市街地区、麻友、尾田、石坂、浜大樹においても、倒壊寸前の空き家が見

られます。これからの冬に向かい、降雪等を考えると早急の対策が必要ではないかと考えら

れますので、その３点を町長に対応をお聞きしたと思います。よろしくお願いします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 松本議員の空き家対策についてお答えをいたします。 

 全国的に問題となっております空き家の実態についてですが、空き地も含め防犯、火災の

危険や倒壊などの防災上の問題、さらに雑草、悪臭などの環境衛生の悪化や景観上などの問

題もあり、その管理と利活用については各自治体の新たな課題となっております。 

 また、国土交通省政策研究所の調査報告によりますと、少子高齢化の進展で空き地、空き

家が増加しており、高齢化の進んでいる地域では空き家比率も高くなっていると言われてお

ります。 

 本町においても世帯数はそれほど減少していないものの、人口減少が進み、高齢化率の高

いことから、空き家の数は増加傾向にあると思っております。 

 １点目の町として空き家実態調査と件数の把握についてでありますが、売却や借家として

の利用を希望されている物件につきましては、情報の収集に努めており、老朽化した家屋が
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放置されていることについても行政区長や近隣住民の方などからの相談や情報提供等によ

り、ある程度、認識はしておりますが、住民生活に影響を及ぼすような極めて危険な建物を

含め、空き家の実態調査を実施はしておりません。ゆえ、正確な件数の把握にいたってない

状況にもあります。 

 次に、２点目のご質問と３点目のご質問が関連しますので、併せてお答えをいたします。 

 危険な状態の空き家の近隣住民への周知のご質問ですが、危険な状態にある空き家として

市街地域で２件、その他の地域で２件の相談を受けております。所有者の確認などを行いな

がら対応しておりますが、抜本的な解決に至っていないということもあり、住民への知らせ

はできていない状況にあります。 

 建物につきましては、個人の財産ではありますので、所有者には常時、適正な管理をお願

いしているところではありますが、放置されている状況や危険な家屋と見られるような場合

でも、さまざまな問題、課題があり、対応が難しいところがあります。 

 議員ご指摘のように、町内に倒壊寸前の空き家が見受けられ、安全対策や防犯の面からも

早急な対策が必要であるという認識は持っているところでもあります。 

 空き家対策につきましては、昨年の１１月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が制

定され、今年５月に完全施行されておりますので、今後、町といたしましても条例の制定や

空き家対策、計画の策定などについて管内の動向などを踏まえながら進めてまいりたいと考

えております。 

○議   長 

 松本敏光君。 

○松本敏光議員 

 町内における家屋固定資産税は徴収しておりますが、これら倒壊寸前の家屋に対しても徴

収しているのでしょうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議   長 

 林税務課長。 

○林税務課長 

 今、倒壊寸前の空き家に対して固定資産税、課税されているかというご質問ですが、物件

としましては課税の対象になる物件という形で認識してございます。 

 ただし、そういう状況にある建物につきましては、免税点以下の評価額ということになっ

ておりまして、実際に固定資産税についてはかかっていないという状況にございます。 

○議   長 

 松本敏光君。 

○松本敏光議員 

 徴収されているのであれば、私は徴収する中で指導ということも行政としては必要ではな

いかなと感じられます。ぜひ、町長が言われる他町村にしても、私は大樹町としても早急に

空き家対策計画の策定、もしくは条例の制定をお願いしたいと思います。 
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 それに、空き家関連になりますが、町内の空き店舗が目立つようになりました。町の活性

化を図るためにおいても、空き家店舗をどのように活用するか、今後の対応をちょっとお聞

きしたいのですけれども、よろしいでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま、ご質問の関連ということで、空き店舗の対策についてのご質問をいただきまし

た。 

 商店街の空き店舗について、シャッター街と言われておりますが、大樹町にも閉店してい

る商店の跡がございます。幸い、今年に入りまして新たに大樹町で起業していただいた方も

いらっしゃいまして、そこの部分で賑わいがあるということで大変、嬉しく思っているとこ

ろでもあります。 

 今後、商工会、または関係する方々と相談をしながら空き店舗の活用については検討を進

めていきたいというふうに思っております。商工業の発展、大樹町の町のためにも非常に大

切なことでもありますので、今今こういう形で計画を持っていますということを説明できる

段階にはありませんが、空き店舗対策についても商工会含め関係する皆様とともに協議を進

めて解消に努めてまいりたいと思っております。 

○議   長 

 松本敏光君。 

○松本敏光議員 

 大樹町としても人口が削減する中、高齢化増える中で町のシャッター街、商店街の閉鎖、

残念に私も感じております。 

 中で、昨日のＮＨＫからのローカル番組で大樹町のまちおこしというのをＰＲされており

ました。私もあれは、すごく大変、大事なことだなと思っております。 

 そこで、今後、大樹町としてもそのようなまちおこし、地域活性化をお願いして私の一般

質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午前１１時４２分 

再開 午後 １時００分 

 

○議   長 

 会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。 
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 次に、９番志民和義君。 

○志民和義議員 

それでは、通告してありました３点について町長並びに教育長、農業委員会会長に質問い

たします。 

まず、１点目については、季節労働者の冬の仕事確保について、町長にお伺いいたします。 

大樹町において、毎年実施している季節労働者の冬の仕事確保について、今年度も実施し

てほしいという声を聞いております。季節労働者の冬の講習が廃止され、また、さらに雇用

保険の日数も削減され、そういう状況のもとで冬期間の収入を確保するよう求める声を聞い

ています。町長のお考えをお伺いいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 志民議員の季節労働者の冬の仕事確保についてお答えをいたします。 

 例年実施しております季節労働者の方々への当期雇用対策につきましては、昨年度、松山

地区二の沢川の支障木伐採処理作業を実施し、２２名、述べ１９０人日、６８０万４,００

０円を支出したところであります。 

 平成２２年度からの５カ年の平均では１９名、述べ１８４人日、１人当たり９.７日の出

益となっております。 

 今年度につきましても、地方創生先行型交付金を活用し、平成２６年度の繰越明許費によ

り７００万円の予算措置をしており、明けて１月中旬以降に芽武地区農業用排水路支障木伐

採処理工事７００メートルを実施の予定であり、季節労働者の方々の冬期間の仕事を確保

し、生活の安定を図ってまいりたいと考えております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 例年１２月の補正予算でやっているのですが、今度は当初の予算でということで、繰越明

許ということですが、周知漏れないように、またそういう人たちはそれぞれの連絡、また会

社とかあるので、漏れないようになっていると思いますけれども、周知のほうを徹底するよ

うにぜひお願いしたいのと、もう一つは寒いところなので、例年実施しておりますけれども、

寒くないような対策を望みたいと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○議   長 

酒森町長。 

○酒森町長 

 今年度、年が明けて１月の予定をしておりますが、基本的には例年どおりの内容実施とい

うことを想定しておりますので、周知等についても例年同様の形で行いたいと思いますし、

冬期間の作業でもありますので、作業に支障のないような対応もとってまいりたいと思いま
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す。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 休憩時間等については例年どおり暖かくいうことで要望しておきます。 

 次に行ってよろしいでしょうか。 

○議   長 

 はい、次の質問に移ってください。 

○志民和義議員 

 ２番目に農業委員会農地法の改正案についてでございます。これは国会通ってしまいまし

たけれども、農業委員会農地法の一部改正を含む農協法の一部改正をする法律案が参議院で

審議されて、通っております。 

 この法律が通ると、農業委員の公選制の廃止、そして意見の公表建議が削除することに

なっております。農業委員会制度の骨抜きになるのではないかと考えますが、町長の考えを

お伺いいたします。 

 また、国に対して現在の農業委員会制度を存続するよう求めてはどうか、お伺いいたしま

す。通ったので、ちょっといずい質問ですがよろしくお願いします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ご質問の農業委員会農地法の改正案についてお答えをいたします。 

 我が国の農業、農村を取り巻く状況は農業者の高齢化や耕作放棄地の増加、農業所得の減

少等が進行するなど厳しさを増しております。 

 このため、農業の構造改革を加速するとともに、生産基盤の整備充実等によって、農業・

農村の所得の倍増を目指すことにより、若者が展望を持って営農を継続することができる農

業・農村をつくり上げることが課題となっております。 

 このような状況を踏まえ、国においては農業の生産現場の潜在力を引き出し、活性化を図

るため、攻めの農林水産業推進本部を設置し、攻めの農林水産業の具体化に向け、国内の農

業を産業として強くしていく政策と多面的機能の発揮を図る政策を車の両輪として、多様な

担い手に対する農地の集積、集約化を目指した農地制度、農地の利活用、保全における農業

委員会のあり方等について検討されております。 

 これまでの農業委員会は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位向

上に寄与するため、市町村に設置される行政委員会となっており、主な業務は農地の売買や

賃貸の許可、農地転用案件への意見、具申、遊休農地の調査、所有権の意向確認などがあり

ました。 

 農業委員会の委員は、農業者の中から選挙で選ばれる選挙委員と農業団体、議会が推薦し
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た者を市町村長が選任する選任委員で構成されております。 

 本町の農業委員会は、選挙による委員１１人、選任による委員６人の計１７人で構成され

ており、昨年４月からスタートしました農地中間管理事業においても積極的に関与をいただ

き、経営の規模拡大や生産性向上に貢献されているところでもあります。 

 内閣総理大臣の諮問機関である規制改革会議では、農業改革の一環で農業委員会制度の見

直しについても言及し、今回、改正法が成立いたしました。改正の内容につきましては、農

業委員の公選制を廃止し、議会の同意を要件とする市町村長の選任委員への一元化、意見公

表、建議事務の削除にかわる関係行政機関等に対する農業委員会としての意見の提出、農地

集約化や耕作放棄地の調査と農地の利用調整活動を行う農地利用最適化推進員の設置、都道

府県農業会議や全国農業会議所制度の廃止、見直し、農業振興地域における６次産業化や成

長産業化に資する農地の転用、基準、緩和等となっております。 

 農業委員会制度が骨抜きになるのではとのことですが、任命に当たっては農業に関する識

見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関し、その職務を適切に行うこともできるもの、

認定農業者が委員の過半を占めなければならないこと、委員の年齢や性別等に著しい偏りが

生じないよう配慮しなければならないこと等の規定もあり、農業者や農業団体等から委員候

補者の推進や募集を行い、候補者名簿を整理、公表し、議会の同意を得て市町村長が任命す

る仕組みとなっております。 

 農地の番人として農業委員会の役割をしっかり果たしていただけるものと考えており、今

後、整備される政省令等の内容についても注視し、関係機関と連携を図りながら引き続き本

町農業を守るため努めてまいりたいと考えております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 町長と農業委員会会長とも関係するので、どちらにもお伺いしたいのですが、農業委員会

委員の公選制の廃止、これ決まりましたけれども、それに選ぶに当たっては先ほど言いまし

た農業者や農業団体などからの推薦、募集を行ってと、そういうことで選ぶということでは、

本当は選挙が一番いいなというふうに私は思ったのですけれども、そういう方法になったの

で、できるだけそういう方向で名簿を公表しながら、公平なことを望みたいというふうに

思っております。 

 このことについて、なかなか私は議会の同意を得てというのは、同じ選挙で選ばれた委員

と議員、今度は違うようなので、何となくちょっと私らにしたらちょっと、何となくちょっ

と農業者の人たちの農業委員を私たちが同意するということですから、町長がそういうこと

をきちんと募集しながら選んだということで問題はないと思いますが、そういう点の議会の

同意を得るというところがちょっと私はどうも引っかかるというように考えるのですが、そ

の点についてお伺いをいたします。 

 それから、もう一つ、大事な意見公表、建議を削って、農業委員会としての意見を提出す
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ることになったと。この建議と意見提出という、この差は一体どういうことなのでしょうか、

何か違うのでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 前段の委員の選任に当たっての考え方等のご質問をいただいたと思っております。先ほど

も答弁の中で触れさせていただきましたが、今後も大樹町において農業委員会の役割はます

ます重要であるというふうな私も認識でおりますので、法律が変わって選任の方法等が変わ

ることにはなりますが、大樹町の農業委員会が担う役割に今後も十分その機能が発揮できる

よう、委員の選任についても努めてまいりたいと思っております。 

○議   長 

 森農業委員会事務局長。 

○森農業委員会事務局長 

 先ほど述べられました建議、意見の違いということでございますけれども、建議というの

は提案といいますか、少し強めの考え方でございまして、意見というのはその思いといいま

すか、意見、通常使われているようなちょっと一歩引いたような感じの内容になるのかなと

思います。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 選挙で選ばれてない行政委員会ということになるので、恐らくそういうふうにして一歩下

がったような感じになるのかなというふうに私も思ったのです。 

 しかし、そうは言ってもこの法律通ったので、意見を提出することができるということな

ので、引き続きこれからもいろいろな問題これから出てくると思うのですが、農業委員会と

して積極的に意見をぜひ述べていってほしいというふうに考えていますが、その点について

はいかがでしょうか。 

○議   長 

 鈴木農業委員会長。 

○鈴木農業委員会長 

 今、議員のご質問ですけれども、積極的に意見を述べてはということですけれども、農業

委員会はその所管事務を遂行を通じて得られた知識に基づき、農地等の利用最適化の推進、

効率、かつ実施するために必要があると認めたときには各行政機関に意見等をということに

なっておりますので、当然、今までどおり積極的に町並びに議会のほうにもご意見はさせて

いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議   長 

 志民和義君。 
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○志民和義議員 

 わかりました。せっかくこういう制度としてあるので、今までもいろいろと建議していた

のは私も聞いているのですが、これからもひとつよろしくお願いいたします。 

 次に行ってよろしいでしょうか。 

○議   長 

 次の質問に移ってください。 

○志民和義議員 

 ＴＰＰ交渉からの撤退について、町長にお伺いをいたします。 

 これは前回も質問いたしましたが、ＴＰＰ交渉の閣僚会合は７月３１日、合意することが

できず協議を終えました。農畜産物の自給率引き上げをしていかなければならないときに、

関税撤廃や引き下げ、これは当然認められるものではありません。 

 引き続き、国に対しＴＰＰ交渉からの撤退を求めるよう、町長にお伺いをいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ご質問のＴＰＰ交渉からの撤退についてお答えをいたします。 

 今年６月の定例会でも議員からＴＰＰ反対の取り組みについてということで、同様のご質

問があり答弁をさせていただきましたが、牛肉、豚肉や乳製品などの農産物重要５品目の課

税が撤廃された場合、農業生産を継続することが困難になるとともに、関連産業、さらには

地域経済に対する甚大な影響があり、地域社会基盤そのものが崩壊してしまう懸念がありま

す。 

 農業を初めとする１次産業、製造業、サービス業など、あらゆる立場で国会決議を守れと

訴え、７月２８日には帯広市において管内３０団体で組織するＴＰＰ問題を考える十勝管内

関係団体連絡会議主催によるＴＰＰ交渉から十勝を守り抜く７.２８緊急集会が行われ、農

作業の最盛期で忙しい時期にもかかわらず、主催者発表では約１,５００人が集まり、将来

にわたって十勝地域の持続的発展が図られるよう、国民との約束である国会決議の遵守や交

渉に関する情報の開示及び十分な国民的議論を行うことなどを求めた緊急決議を行い、市内

中心部でデモ行進を行い、反対を訴えております。 

 当町からは町、農業委員会、ＪＡ大樹町なども参加し、行動を共にしております。まだま

だ厳しい情勢が続くとの認識でおりますが、議会や関係機関、町民の皆様と一緒に結束する

ことが何よりも大事であり、引き続き国に対して重要品目の完全維持を求めるなど、オール

十勝として強力に展開することが重要であると考えております。 

 今後も、一貫した反対の立場を貫く所存であります。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 
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 わかりました。今後も一貫してということで、町長も当初、町長に立候補する時点からそ

ういう力強いお話を伺っております。 

この、７月２８日の集会というのは本当に農家の方が小麦など収穫の最盛期だったので

す。しかし、そういう中にもかかわらず、私、聞いていたのではもう５００人の予定が１,

５００人という、３倍集まったということで、私も参加したのですけれども、本当に熱い、

熱気に包まれた集会だったなというふうに思っています。 

その後はデモ行進をしたということなので、こういう感じの私は集会の後、デモ行進とい 

うのは余り記憶にないです、覚えていないです。だから相当、大きなインパクトがあったと

いうふうに考えています。 

 ただ、問題は今後も町長厳しい情勢が続くという認識だということですが、本当に昨日で

すか、一部報道によりますとアメリカが一部の交渉参加国に閣僚会合を９月下旬に開くこと

を打診していることが８日の日にわかったと書いてありますけれども、こういうような動き

ですね、察知しながら反対の声をさらに強く上げていっていただきたいと思いますが町長に

お伺いいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 答弁の中でも答弁をさせていただいておりますが、今後も必要な場面があれば大樹町とし

ても、また十勝の町村会、北海道町村会も通じて反対の意志を貫くという思いでおります。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 町村会会議で大いに頑張っているというふうに私も考えますが、町としての何かそういう

ことは今後は考える、緊迫していますけれども、今月末ということですから、何かそういう

ことは考えではないでしょうか、その点について最後にお伺いします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 私ども町の職員も含めて７月２８日の帯広でございました集会には参加をさせていただ

いております。 

 今後、今、議員からご質問の中でありましたが今月末にも再度、閣僚会議が計画されてい

るという情報もありますが、今のところ大樹町単独でこのＴＰＰの反対に対して何らかの集

会等をやるという予定は今のところはございません。 

○議   長 

 次に、６番菅敏範君。 

○菅敏範議員 
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 それでは、先に通告してありました自然環境の保全と観光資源としての活用について、町

長に考え方を伺いたいというふうに思います。 

 私たちの住んでいる大樹町はほかの多くの自治体には類を見ないような自然環境に恵ま

れていると私自信も自負しているところであります。 

 町の中央部を何度も日本一の清流に輝いた歴舟川が横断をしている、そしてその西側、国

定公園の勇壮で景観豊かな日高山脈が連なり、一方、東側の海岸線地帯には２０１０年に国

際的に重要な湿地を保全するラムサール条約の国際基準を満たすとして、潜在候補地に選定

された生花苗沼とキモントウ、ホロカヤントウ、当縁湿原があります。 

 このような自然豊かな環境を町民全体で保全をしながら、大きな観光資源として有効に活

用していくことが今後の町の活性化にとって重要な課題であるというふうに私は考えます

ので、次の２点について町長の考え方をお伺いしたいと思います。 

 一つは、歴舟川を中心とする清流、歴舟川を中心とする日高山渓主体の、ここの観光資源

としての有効活用でありますが、現状、歴舟川の市街地から展望する歴舟川の景観はここ３

０年ぐらいの間に年々変貌して、現状は橋の上から見た場合に上下が川原の砂利が流出して

なくなって、川底がもう数メートルも低くなったというふうに言われています。河床の南岸

があらわれてぬるぬるしている状況にあると思います。そのために周辺は雑木や雑草に覆わ

れた状況になっています。 

 このような状況になった大きな要因として、多くの人から上流に建設されている砂防ダム

の影響が大きいというふうに言われているのであります。私自信もこの砂防ダムの撤去など

を関係省庁に対して要請していくことが大事だというふうに思いますので、そういう考え方

は町長としてあるかどうか伺いたいというふうに思います。 

 もう一方の国際的にも認知されていると言われている湖沼郡の湿地帯は貴重な財産であ

り、この豊かな湿地帯を保全しながら周辺一帯を活用していくべきであると考えるので、将

来に向けた考え方と地元の民間団体の活動に対する支援のあり方についてお聞きをしたい

というふうに思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 菅議員の自然環境の保全と観光資源としての活用についてお答えをいたします。 

 １点目のご質問の市街地から展望する歴舟川の景観は年々豹変し、川原の砂利が流出して

なくなり、周辺は流木と雑草に覆われているが関係省庁等に対する要請を含めた考え方につ

いてお答えをいたします。 

 歴舟川流域の砂防施設の状況ですが、国が昭和４５年から昭和４６年にかけて整備したも

のが歴舟川水系に２カ所、北海道が昭和３９年、昭和４４年にヌビナイ川と中の川に整備し

たものがそれぞれ１カ所ずつ、振別川に整備したものが３カ所の合計７カ所の砂防ダムが整

備されております。 
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 砂防ダムは大雨などによりダム上流から流出した土砂をせき止め、堆積した土砂により土

石流の勢いを弱める砂防施設であり、土石流災害や河川施設の損傷を防ぐためのものであり

ます。 

 現在、国の砂防ダムは満砂、北海道が管理する砂防ダムもほぼ満砂の状態であることから、

ダム上流からの土砂供給を防げていない状況にあり、管理につきましても例年５月下旬ごろ

に定期的に点検しているほか、地震や大雨による出水等の異常時におけるパトロールも実施

しているとの報告を受けております。 

 また、川原の流木と雑草の対応、処理につきましては、河川環境を考慮しながら支障とな

るものについては関係機関と協議して処理を行っていると伺っております。 

 議員ご指摘のとおり、国道の大樹橋周辺から町道２０号のふるさと大橋の間では砂利が流

出し、河床が露出している状況であり、以前の河川風景を思い浮かべますとかなり豹変して

いると認識しております。 

 今後の対策につきましては、河川の調査も含め内容を精査し、関係機関と協議をしながら

必要に応じて要望を努めてまいりたいと思っております。 

 次に、２点目のご質問の湖沼群の湿地帯保全と活用に対する将来に向けた考え方と地元民

間団体の活動に対する支援の考え方についてお答えをいたします。 

 晩成、生花地区の生花苗沼とホロカヤントウ、当縁湿原などは貴重な自然環境が残り、タ

ンチョウやオオワシ、マガンやオオハクチョウなど多種多様な鳥類が生息または渡りの中継

地として飛来する野鳥の楽園であるとともに、雪ウサギやエゾリス、キタキツネなどの動物

も多く生息しており、海岸部にはハマナスを初めエゾカンゾウやヒヨウギアヤメなどが咲き

誇る原生花園もあります。 

 また、野鳥や動植物のほかにも全国でも珍しい大型のヤマトシジミやジュンサイ、ワカサ

ギなど、町の特産品も生産される、まさに宝箱のような地域であると思っております。 

 このような貴重な自然は観光やまちづくりにも欠かせないものとなっており、晩成温泉や

海洋スポーツ、ワカサギ釣りなど四季を通じて観光客や町民憩いの場として、また南十勝長

期宿泊体験交流協議会や学校行事での体験学習の場としても大いに活用しているところで

もあります。 

 観光資源としての活用という点では、今後ともＰＲや施設整備を進めてまいりたいと思っ

ております。 

 湖沼群及び湿地帯の保全につきましては、この貴重な自然を守り、次世代に引き継ぐこと

が町にとっても地球規模でも大切なことだと思っております。湿地と周辺の農業は複合的な

相互作用によりバランスをとって成り立っていると考えており、未来に向かってもこのバラ

ンスを崩すことなく営農されることが大切だと思っておりますが、そのためにもこの地域で

暮らし、農業を営む方々の理解が最も大切でもあります。 

 この湖沼群と湿地帯には、幕別町と豊頃町も含まれておりますので、貴重な自然を保全す

るという意識を高めながら、お互い協力していくことが必要であると思っております。 
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 地元民間団体の活動に対する支援につきましては、地域に暮らす方々の理解は肝要であり

ますので、地域からの要望や緊急性、まちづくりへの影響など総合的に判断し取り組んでま

いりたいと考えております。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 ただいま町長の考え方を聞きましたが、歴舟川を中心とした観光資源としての活用につい

て再度伺いたいというふうに思います。 

 砂防ダムの定義については、以前はそういう定義がありましたし、そういう目的でつくら

れてきました。担当省庁にそのつくったときの経緯と現状どうなっているかといったら、大

体そういうふうに言うというに決まっています、多分。 

 ただ、大樹町としては、この恵まれた自然を売りにして最大限活用したまちづくりが一つ

のキーポイントではないかというふうに私は思いますので、手元にお金をかけなくてもある

ものを活用することが一つの手段として大事ではないかというふうに思います。 

 そういう判断の中で、現在、今、町長も言われました歴舟川を含める大樹町の河川に建設

されている砂防ダムは、今の時代の全道的にも造られている砂防ダムとは形が違って、大き

な川にそれを全部せき止めて、どっと水を止めて、砂利を止めるという、見た形はでかいの

ですが、本当にあのダムが必要だったのかどうか。 

あれを造ることによって、上流からの土石は溜まったのですが、まず水性生物、魚も含め

て行き来ができなくなりました。一部、魚道に手掛けたところもあるのですが、それを置い

ておきまして、本当に大きなダムが必要だったのかということと、今は川全体をせきとめな

いダムのほうに移行しています。それは知床などがそのとおりになってきています。 

 大樹町でも、大全のペンケナイ川だと思うのですが、その道道から少し入ったところらス

リットダムと言われているのですが、ダムでなくて柱というか、柱で上流から来る大型のご

みをせき止めて、随時それを除去するようなダムがつくられていて、川底が一定で、生物も

往来できるという、そういうものに移行しているのが実態であります。今は、ああいうダム

ははやっていないのです。 

 町民の多くがその町から見た歴舟川の形が変わったことによって、日本一の清流と言われ

るけども寂しいと、その原因は多くの人が上流にダムをつくったのが原因ではないかと、一

時は私は国有林にいましたけれども、上流で木を切りすぎるからということも言われました

が、そういうふうにこのダムが原因で砂利がなくなったと、僕は正確に測っていませんが相

当の高さが下がったと思います。 

 ですから今は、魚も溜まらないし、ですから釣りをしている人もいない、以前は橋の近辺

に秋サケがかなりいたと思います、今は姿が見えない状況があるし、アカハラすらもあの辺

に見かけないという、こういう寂しい状況であります。 

 ですから、もう不要になったダムは人間が造ったものだから、これは何とか処理をするべ
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きではないかというふうに思いますが、僕自身も簡単にできると思っていませんが、そうい

う方向でいくべきなのかどうかというところの考え方、町長どうですか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 議員ご指摘のとおり、川の現状については憂慮すべきもの私もあるというふうに思いま

す。私も大樹で生まれ育った者として、小学校時代はあそこをプールの代わりに夏休みは使

用していたということで、当時から考えると本当に今の状況については覚醒の感があるかな

というふうに思っております。 

 特に、今年、夏の間、間伐気味だったというようなこともありまして、歴舟川の水量につ

いては本当に少ないというふうに感じているところでもあります。 

 多くの皆様がこの歴舟川の現状について砂防ダムが影響しているのではないかというご

意見も町のほうにもいただいているところでもあります。河川を管理するのは国であり、北

海道でもありますので、今の歴舟川のこの水量が減った状況の原因について国並びに北海道

のほうにも私どもも確認をしてみたいというふうに思っております。 

 原因について、砂防ダムが大きな要因であるということであれば、その状況を改善すべく

今後の対応についても国、または北海道と協議をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 ただ、先ほども国、または北海道の整備の年度をご答弁させていただきましたが、昭和の

段階でそれが整備されたことにより歴舟川の土石流の災害、また河川の損傷等も防げたとい

うことで、効果はあったのではないかなというふうに思っているところでもあります。 

 説明でも答弁させていただきましたが、砂が満ちている状況という現状も踏まえた中で、

今後のあり方についても関係機関と協議をしていきたいと思っております。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 一番聞きたかったのはダムをどうするかということで、国や道に原因何ですかと聞いた

ら、それはあのダムが原因だとは言わないです。そんなことを言ったら大変なことになるか

ら言わないと思います、それは間違っても。 

 ただ、現実的には大きな要因だというふうに思います。冒頭の回答で、道に聞いたと思う

のですが、歴舟川と離れるのですが紋別川にもでっかい道でつくったダムがあるのです。満

砂だと言いますけれども、あそこのダムのそばま砂利は１個も来てないのです、ほとんど、

泥だけです。ですから、ダムの下から上流に向かってしばらくの間は全く歩けません、ぬかっ

て、底なし沼と同じです。 

 ですから、あの紋別川の、道がつくったダムの上の砂利は上流、何百メートルから上流で

止まっているのです。そして、河床があそこは逆に何メートルも上がってしまって、砂防敷
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地の上のほうに土砂が溢れるような状況というか、国有林でつくった林道の上の高いところ

を以前は下に川があったのが、今は並行するか、道路よりも高いところを水が流れていって

浸透している状況ですから、ですからあそこで止めることによって泥は止まったのですけれ

ども、砂利は何も止まっていないのです。 

 それから、もう一方の紋別川の小さいダムもほとんど同じです。ただ、町長に理解してほ

しいのは、あれが目的でよかったら、じゃあ途中で魚道なんかなぜやった、歴舟川の本流の

奥につくったダムは最初から魚道を造ったのです、ご存じの人もいるかと思いますが、多分、

１年間もたなかったのです。造って、始まったらすぐ埋まって、１回直したけれどもまただ

めで、もう穴ふさいでしまって、それっきりです。 

 それから、中の川のダムは魚道ができて、掃除をしたりするからたまたま一部魚がマスや

何かが上がっている可能性はあります。ただ、随時、往来できる状況ではありません。 

 昭徳のダムについては、魚道をつける作業に着手をしたのですが、話によると下のほうの

基礎のほうが軟弱だから、これをいじったら壊れるからやめるということで、途中で工事を

投げているはずなのです。ですからできていません、最初から。 

 そういうふうにいろいろな課題があるわけです。砂利を止めたのですけれども、その結果

として、ダムの下の砂利は流れていって、なくなって、だんだん海に行ってしまってという、

もうダムの上流は大きな玉石など転がらないのです、柔い土砂がたまって、ほわほわだから

大きいものが大水で流れてきても、そこにどんと居座っているから、その上にどんどんた

まっていくわけです。 

 ですから、小砂利だけがダムから落ちてくるぐらいで、下のほうにはそういう川原を形成

するような砂利はないということですから、どんどん景観が悪化してくるということで、

さっき見ましたが２３６匹の鯉のぼり泳がして非常にいいのですが、その周辺がイタドリや

何かの雑草に覆われているという、これが本当の清流に泳ぐ鯉のぼりという感じがしなく

なってきています。やはり、僕はそういうところを観光資源としては解消をして、見てもす

ばらしいというようなものにしていくために一つの売りにするべきでないかと、その原因に

なっているもう不要なダムは壊してくれと、どうでしたかと聞いたら、いやあれはいいので

すと言うから、もう壊すべきだというふうに言うことが大事ではないかと思うのです。と思

うのですが再度聞きます。 

 僕は、橋の上流で遊べるゾーンや何かが必要だと思うし、そのためにも全部といいません

が徐々にダムを撤去して必要であれば低いダムにするというふうなことに変更するような

対応をとっていくというお考えにシフト、町長できませんか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今の歴舟川の現状がどういうことに起因するかというところが、大きな要因、課題かなと

いうふうに思っておりますし、昔のように清流日本一と言われるようなきれいな河川環境に
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戻すためにはどういう方策が必要かというところも含めて、国並びに道、関係機関とも進め

て、その方策が講じられる、方策があるのであれば、その方策を講じていただく方法につい

て町としても積極的に関与していきたいというふうに思っております。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 そこなのです。これは、時間のかかる話かもしれませんが、町長のその話を、それを聞い

てしまうと道や国はそこから擦り抜けて、何かでもって雑草を取り除くとか、樹木を取り除

くとか、事前の策でもって切り抜けようとするわけです。 

 だけど、例えば橋の近辺から全体、ダムの下流全体の砂利の量は元に戻らないのです、来

ないのですから。流れによって下行くものは行ってしまうし、上から来ないのだから減る一

方です。そうでなかったらあんなに減るわけないのです。 

 その辺がありますので、押し問答していてもしょうがありませんけれども、やはりそうい

う川原でいろいろな方が、町民も観光客も遊べるような、そして釣りもできるような魚も留

まれるような、そういうようなゾーンにやはり日本一の清流とうたうのであれば、町から見

える範囲でそういうふうなものがあってしかるべきできないかと思いますし、その一つとし 

て今、使用されていない旧サッカー場、あれの活用について何か考えていることはございま

せんか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 歴舟川の歴舟橋の上流にあります旧サッカー場ですが、今現在、具体的な活用をあそこで

行っていることはありません。 

 昨年、南十勝の消防団があそこで演習を行いました。その演習の際には、非常に街なかに

あって広大な面積もあるということで、そういう演習等の活用については非常にいい場所で

あるという評価もいただいたところでもありますが、サッカー場として利用をしなくなった

以降、具体的な利活用については計画がない段階でもあります。 

 河川敷にあるということで、工作物をつくるとかということについての制約もある場所で

もありますので、今のところ具体的な利活用について今後の方針についてはありませんが、

体育施設で活用していたということもありますので、教育委員会等とも通じて、スポーツ団

体等も通じて、どのような活用ができるかは今後、協議をしていきたいと思っております。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 そこは検討していただきたいというふうに思います。 

 それから、私の考えとしては、そのサッカー場の一部を観光客、他町村から来る人がテン
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トを張ってキャンプができるような形にできればいいのかなというふうに、たまたまあそこ

に道がつくった清流まつりのときにヤマベを放すあれがあります。夏にあの近辺で、例えば

テントを張って泊まっている人が時々見かけるのですが、そういう人たちが増えることの可

能性もあるので、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。 

 それから、ダムの話は何となくかみ合わないので今後の課題として十分、議論をさせてい

ただきたいというふうに思います。 

 それから、歴舟川を一つのメインとした観光資源の中で、日高山脈の登山の関係もありま

す。近年、登山客が減っている状況もあるのですが、実は先に同僚議員から話の中に出てき

ましたが、１０月に多分、町民登山を計画しているのですが、ここ数年、大樹町ではなくて、

日高管内のアポイ岳のほうに町民の家族登山になっているのですが、スケールの問題があっ

て一概に言い切れませんが、以前はポンヤロオマップ岳を町民登山の場として活用していま

した。 

 ただ、管理の問題等があるか、厳しい条件ということがあるのか、もう久しく使われてい

ないのですが、そういうことの一つの資源としての活用もあるのではないかというふうに思

いますので、検討することではできませんか。 

○議   長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４７分 

再開 午後 １時４７分 

 

○議   長 

 再開いたします。 

 角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 町民の登山会というのを体育連盟主催で教員委員会も支援して、毎年行っております。 

 最近は、様似町のアポイ岳を登山会の場所として実施しているわけですけれども、近年の

参加者、親子連れの参加ということで、登山の初心者向きの登山会ですので、実際、ポンヤ

オロマップって大樹の日高山脈にある山等は認識しているのですけれども、そこが適するか

どうかというのは私も十分に把握しておりませんが、過去に登山会でポンヤオロマップに

上ったという話は聞いたことはございますけれども、当面、初心者とか親子連れの登山の対

象でやっておりますので、その辺も逆に菅議員のほうからポンヤオロマップがそういう初心

者に向く山かどうかというを聞きたいと思っておりますけれども、総合的にいろいろ検討し

て、そういう初心者でも親子で登れるという山であれば、検討ができのかなと思いますが、

現在としてはそういう状況でございます。 

○議   長 
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 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 家族、初心者のってわかります。ただ、一つの観光資源としてのその活用の問題でいうと、

やはり地元でそういうものがあれば、それを有効に活用するのが一つの手段だというふうに

思うので、今後の課題としてぜひ受けとめていただきたいというふうに思います。 

 そういうことで、清流まつりがあったり、それから愛好者が釣りをやっています、ただ釣

りの関係でいうと、広尾管内と比べると大樹は圧倒的に少ないのではないかなというふうに

思います。それは、それも一つはダムのせいでないかなというふうに思っています。 

 砂金掘りもありますし、そういうのを総合的に生かして、秋の紅葉も含めて、町民の憩い

の場としてこの流域全体が活用できるような方法をやはり一つの観光資源の活用としての

対応として模索をしていくことが大事でないかなと思いますので、この関係については最後

に町長に一体どういう方向づけを考えていけるか再度聞いて、次のほうに移りたいと思いま

す。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 私も歴舟川流域、日高山渓も含めて貴重な自然、貴重な財産だというふうに思っておりま

す。 

 尾田のカムイコタンに森林管理署と協定を結んでおります友遊の森の遊歩道等もありま

すが、その施設についても一部、決壊といいましょうか、崩れたというようなところで縮小

した部分もございます。 

 今後、有効な自然と触れ合える場所として、いろいろな部分での活用が模索、検討できる

かなというふうに思っておりますので、町民も含めて大樹町の自然に触れ合えるような場所

の提供についても関係機関等も含めて協議を進めてまいりたいと思っております。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 次に、海岸線の湿地帯の関係の保存と活用なのですが、先ほど答弁をいただきました。 

 ただ、町長から四季を通じて観光客や町民の憩いの場として活用されているということの

話がありましたけれども、そこ何となく疑問があるわけです。 

 ただ、冬はホロカヤントウのワカサギ釣り、それから秋は太平洋沿岸でのサケ釣り、それ

から晩成温泉の利用、それから一部は海洋スポーツとしての生花湖の利用などは、それは承

知をしています。 

 ただ、地元住民も町にはこういうものがあって、これを目で見て、肌で感じておこうとい

うふうにして、そういうような形の憩いの場として活用できているかといったら、僕はそう

はなっていないと思うのです。何となくＰＲ不足もあるし、例えば当縁湿原ってどこから行
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くのかってわからない人が僕は圧倒的に多いのではないかと思いますし、あそこに行ったら

何があって、どんな珍しいものがあるのかとか、そういうことすら理解がされていないので

はないかと、ホロカヤントウと生花湖はある程度、周知されているけれども、なかなかそこ

に家族で行って、どこかほかのところに、襟裳岬に行くとか、どこか阿寒に行くとか、そう

いう形になって、大樹でそういう環境に恵まれたところがあっても、そこを町長が言ったよ

うに憩いの場として活用するようになっているのかといったら、僕はなっていないと思う

し、これをそうするのはこれからの課題だと思うのですが、その辺いかがですか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 私、先ほど答弁の中でも触れさせていただきましたが、湖沼、湿原についても大樹町の貴

重な自然の宝だというふうに思っておりますし、晩成温泉や海洋スポーツ、ワカサギ釣りな

ど、四季を通じて活用していただいているというふうに思っておりますし、ステップの活動、

または学校行事等でもその自然を生かした体験活動を進めているというふうに私は思って

おります。 

 いかんせん、町外に対してのＰＲがどうかという部分では議員ご指摘のとおりＰＲが足り

ないところもあるのかなという思いがありますので、貴重な自然でありますので、ＰＲを通

じて大樹町の自然に触れ合っていただけるような場をつくってまいりたいと思っておりま

す。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 僕は、その一つの大きな岐路になるものが、その２０１０年にラムサール条約の湿地帯の

潜在候補地に指定された豊頃町から一体の、あの海岸線の地域だと思うのです。だから、全

部うまくいくかどうか別にして、どこかからポイントを絞って、こういうふうにしてラム

サール条約の湿地に名乗りを上げて、それを認知をされて、それをＰＲ活動に使って観光客

の誘致、招致をする、それが一つの手段として活用できる。そんなお金もかかるわけでもな

いと思うので、それをやはり一つのステップにして、本当は今年１５年に一つの転機があっ

たのですけれども、その間、以前、私申し上げたのですが、その間アクションもなかったた

めに、多分、これ無理ですから、２０１８年にドバイで次期の認定というか、その会がある

ところですから、そこに向けて、それこそ国や道は積極的に受け入れる体制は僕はあると思

いますので、そこに町が腰を上げるべきでないかと思うのです。そのときには民間団体も活

用しながら、住民ぐるみでもって、一つの手段としてやっていくということで、町が先頭に

立つことを別にして、一体となってやっていくという考え方はよろしいですか。 

○議   長 

 酒森町長。 
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○酒森町長 

 ２０１０年に国際的な重要名湿地を保全するラムサール条約潜在候補地に選定をされた

ということであります。 

 今後、このラムサール条約に基づく場所としての認定を進めるに当たって、どういうこと

が必要なのか、申し訳ありませんが、今、私はその手続き、または内容等について承知をし

ておりませんので、今後、担当を通じて情報を得ていきたいというふうに思っております。 

 先ほどお話ししましたとおり、この地域については幕別町、豊頃町とも隣接する場所でも

ありますので、両町とも含めてしっかりと連携をとって、どういうことがこの地域にとって

相応しいかも検討してまいりたいと思っております。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 先ほど失礼しました、幕別町は関係ないですね。忠類晩成があるから、幕別町も関係する

のです、落としていましたので。 

 それで、今、町長言われましたように、手続きの問題等がありますけれども、２０１５年

の対応には全く間に合わないと思いますが、２０１８年に向けて、やはり十勝空白なのです

よ。釧路、根室、北見のほうからずっと北海道の一帯に道南も含めてあるのですが、十勝を

含めて何カ所かは空白になっているので、やはりこの地域を十勝で初ということになると、

一つの目玉にもなるので、そこは積極的にお願いをしたいと思います。 

 そして、ちょっと見たのですが、晩成地区では水牛を利用した酪農を進めているという民

間の名前が大樹農社といいましたか、こういうことがあるというふうに承知しています。 

 余り水牛とは見なれない、聞きなれないことなのですが、そういうことも連携をしながら、

地域の活性化に役立てていく一つの手段でないかと思いますが、最後にこのことをお聞きを

して終わりたいと思います。どうですか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 晩成地区、ちょうど大樹町の晩成と忠類晩成にまたがる境界のエリアではありますが、水

牛を飼われてチーズをつくる活動をされている方がいるということは、私も承知をしており

ます。 

 製品についても出荷されて好評を得ているというようなお話はお聞きをしているところ

であります。 

 大樹町として、その活動に対してどういうご協力ができるか、どういう支援ができるかに

ついては、詳細の検討を進めた経過はございませんが、今後、必要があればぜひ協議をする

中で、どういうことが可能かも含めて相談をさせていただきたいと思っております。 

○議   長 
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 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 お聞きをしました、ぜひ、地域の活性化に向けて一つの活用をお願いをしたいと思います。  

 そういう、民間の事業体ですから、中身的には私も詳しく把握をしておりませんが、それ

が地域に広がることによって雇用の場と人口の増、減少に歯どめがかかると困りますので、

ぜひ積極的な対策をお願いをして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございま

した。 

○議   長 

 これにて、一般質問を終了いたします。 

 

    ◎散会の宣告 

○議   長 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

 

閉会 午後 ２時００分 
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開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

○議   長 

 ただいまの出席議員は１２名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

○議   長 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において、 

 ６番 菅  敏  範 君 

 ７番 髙 橋 英 昭 君 

 ８番 安 田 清 之 君 

 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 平成２６年度決算審査特別委員会報告 

○議   長 

 日程第２ 平成２６年度決算審査特別委員会報告を行います。 

 去る９月８日の本会議において、決算審査特別委員会に付託いたしました、認定第１号平

成２６年度大樹町一般会計決算認定についてから、認定第８号平成２６年度大樹町立国民健

康保険病院事業会計決算認定についての８件の審査が終了しておりますので、報告を求めま

す。 

 決算審査特別委員会委員長柚原千秋君。 

○柚原千秋決算審査特別委員会委員長 

 決算審査特別委員会審査報告をいたします。 

 平成２７年第３回定例会において、本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のと

おり決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。 

 １、委員会開催日。平成２７年９月１１日、金曜から１７日、木曜まで。２、事件及び審

査の結果。認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定について、審査結果、認定。認

定第２号平成２６年度大樹町国民健康保険事業特別会計決算認定について、認定。認定第３

号平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定について、認定。認定第４号平成２

６年度大樹町介護保険特別会計決算認定について、認定。認定第５号平成２６年度大樹町介

護サービス事業特別会計決算認定について、認定。認定第６号平成２６年度大樹町公共下水
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道事業特別会計決算認定について、認定。認定第７号平成２６年度大樹町水道事業会計決算

認定について、認定。認定第８号平成２６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定

について、認定。以上、決算審査特別委員会審査報告を終わります。 

○議   長 

 報告が終わりました。 

 決算審査特別委員会は、議長及び議員選出監査委員を除く全議員により構成されています

ので、委員長報告に対する質疑は省略します。 

 

   ◎日程第３ 認定第１号 

○議   長 

 日程第３ 認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定について、討論を行います。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定に反対の討論を行います。 

 滞納整理機構への支出でございます。税金、国民健康保険税、介護保険料、給食費など、

幾つかの部門で滞納もあります。その解消に日夜、職員の努力によって高い回収率を維持、

改善してきております。 

 一方、苦労の成果が見えない場合もあるとお聞きしております。 

 しかし、このことを十分把握しているのは町の職員です。職員によって引き続き、粘り強

く対策をとることが町民との信頼を継続していくことになると考えております。 

 よって、滞納整理機構への支出について反対の立場を表明し、認定第１号平成２６年度大

樹町一般会計決算認定に反対をいたします。 

○議   長 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 平成２６年度一般会計決算認定に賛成の立場で討論をいたします。 

 平成２６年度大樹町一般会計決算認定について。 

 初めに、昨年までは９月定例会後の臨時会であった決算認定が本年からは９月定例会の審

議案件となったことについて評価するとともに、監査委員、職員各位の努力に敬意を表した

いと思います。 

 さて、歳入の状況を見ますと査定額に対する収入割合は前年度と同じ９９.６％で、主要

財源である町税収入も前年と同率となりましたが、他の未収科目にあっては収入割合が上昇

しており、収納率向上に向けた努力が伺えます。 



 

－ 5 － 

 一方、歳出の執行率は９４.５％で、前年度に比べ１.０ポイントのマイナス、翌年度繰越

額を除いた不用額は１,６８６万円の増となりました。 

 その結果、実質収支２億５,０７０万円は、全額翌年度への繰越一般財源となることから、

経費節減に努め、効率的な予算執行がなされたものと判断いたします。 

 また、基金残高は３,４５９万円増加し、２７億２,５５１万円に北海道市町村備考資金組

合の負担金残高は約９７０万円の相当があり、１２億５,１８０万円になりました。 

 町債現在高は、町立病院改築工事に伴う過疎債の借り入れなどにより、４.１％上昇した

ものの、報告のあった実質公債費比率や将来負担比率が減少しているとおり、財政状況の改

善が見られます。 

 予算執行の内容及び成果についても、監査委員の審査意見書のとおり、各経費にも予算の

目的に沿い、地方自治法、その他の関係法令に基づき適正に執行されておりますので、平成

２６年度一般会計決算を認定することに賛成いたします。 

○議   長 

 次に、反対討論の発言を許します。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定についての件を起立により採

決いたします。 

 本件は、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議   長 

 起立１０人。起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり認定されました。 

 

   ◎日程第４ 認定第２号 

○議   長 

 日程第４ 認定第２号平成２６年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)決算認

定について、討論を行います。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 
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       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 認定第２号平成２６年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)決算認定について

の件を採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長報告のとおり認定することに決しました。 

 

   ◎日程第５ 認定第３号 

○議   長 

 日程第５ 認定第３号平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定について、討

論を行います。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 志民和義君 

○志民和義議員 

 ただいま提案されております、認定第３号平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決

算認定に反対の討論を行います。 

 後期高齢者医療制度が発足した当初から、高齢者を区別しないでほしいという声が多くあ

りました。そもそも保険制度は多くの人たち、国、都道府県、市町村で医療事故のリスクを

分担し、負担の軽減を図るものでございます。 

 この点から会計を区別することに大きな疑問があり、反対をいたします。 

 よって、平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定に反対をいたします。 

○議   長 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

 松本敏光君。 

○松本敏光議員 

 ただいま議題となっており、認定第３号平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算

認定について、賛成の立場で討論させていただきます。 

 後期高齢者医療制度につきましては、急速に少子高齢化が進む中、国民の医療費が増加す

る状況にあり、特に増え続ける老人医療費を安定的に賄えるための医療制度として高齢者に
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の皆さんが安心して医療を受けられるよう構築されたものです。 

 北海道では、道内の全市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合がこの制度の運営

主体を担っており、７年を経過し、安定した事業運営が行われております。 

 後期高齢者医療特別会計における町の事務としては、保険料の徴収や対象者の加入、脱退

の届け出、また保険証の引き渡しなど、被保険者の身近な窓口業務を遂行しているところで

あります。 

 本会計においては、事業運営が円滑に進められており、事務処理においても適切に処理さ

れていることから、本会計の決算に賛成をいたします。 

○議   長 

 次に、反対討論の発言を許します。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、認定第３号平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定についての件

を起立により採決いたします。 

 本案は、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議   長 

 起立１０人。起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり認定されました。 

 

   ◎日程第６ 認定第４号 

○議   長 

 日程第６ 認定第４号平成２６年度大樹町介護保険特別会計決算認定について、討論を行

います。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 
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 認定第４号平成２６年度大樹町介護保険特別会計決算認定についての件を採決いたしま

す。 

 本件に対する委員長の報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長報告のとおり認定することに決しました。 

 

   ◎日程第７ 認定第５号 

○議   長 

 日程第７ 認定第５号平成２６年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定について、

討論を行います。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 認定第５号平成２６年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定についての件を採決

いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長報告のとおり認定することに決しました。 

 

   ◎日程第８ 認定第６号 

○議   長 

 日程第８ 認定第６号平成２６年度大樹町公共下水道事業特別会計決算認定について、討

論を行います。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 



 

－ 9 － 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 認定第６号平成２６年度大樹町公共下水道事業特別会計決算認定についての件を採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長報告のとおり認定することに決しました。 

 

   ◎日程第９ 認定第７号 

○議   長 

 日程第９ 認定第７号平成２６年度大樹町水道事業会計決算認定について、討論を行いま

す。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 認定第７号平成２６年度大樹町水道事業会計決算認定についての件を採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長報告のとおり認定することに決しました。 

 

   ◎日程第１０ 認定第８号 

○議   長 

 日程第１０ 認定第８号平成２６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いて、討論を行います。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 
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○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 認定第８号平成２６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定についての件を採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長報告のとおり認定することに決しました。 

 

   ◎日程第１１ 発委第６号 

○議   長 

 日程第１１ 発委第６号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める

意見書についての件を議題といたします。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 経済常任委員長杉森俊行君。 

○杉森俊行経済常任委員長 

 ただいま議題となりました、発委第６号「林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充

実・強化を求める意見書」については、北海道町村議会議長会から要請された意見書で、９

月８日に委員会を開催し、協議を行った結果、全会一致で本意見書案を提出することとした

ものであります。 

 地方自治法第１０９条第７項及び会議規則第１３条第３項の規定により、議案を提出いた

します。 

 なお、意見書の提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、

文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣宛であり

ます。 

「本道の林業・木材産業は、山村地域を支える基幹産業として発展し、地域経済に大きく

寄与してまいりました。森林や木材が果たす役割がこれまで以上に重要となっている中、森

林の公益的機能の推進や森林資源の循環利用の実現に向け植林、管財や路網の整備など、さ

まざまな取り組みがされています。混合人工林資源が本格的な利用期を迎える中、こうした

取り組みを加速させ、森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化を実現するた

め国の支援を強く要望する。」との趣旨から、本意見書を提出いたしますので、よろしくご

審議くださいますようお願い申し上げ、趣旨説明といたします。 

○議   長 
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 これをもって、趣旨説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

討論なしと認めます。 

これをもって、討論を終了いたします。 

これより、発委第６号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意

見書についての件を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第１２ 議員の派遣について 

○議   長 

 日程第１２ 議員の派遣についてを議題といたします。 

 議員の派遣については、お手元に配付したとおり派遣したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議員の派遣については、お手元に配付したとおり派遣することに決しました。 

 お諮りします。 

 ただいま議決されました議員の派遣について、変更を要するときは、議長に一任していた

だきたいと思います。これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、変更を要するときは、議長一任とすることに決しました。 
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   ◎日程第１３ 委員会の閉会中の継続調査について 

○議   長 

 日程第１３ 委員会の閉会中の継続調査についての件を議題といたします。 

 各委員長から、会議規則第７４条の規定により、お手元に配付したとおり申し出がありま

した。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

 

    ◎閉会の宣告 

○議   長 

 以上をもって、本定例会に付議された案件は全て終了いたしましたので、会議を閉じます。 

 よって、平成２７年第３回大樹町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前１０時２６分 
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